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徐 に々拡大されたセーフコミュニティ運動－台湾の経験

　こんにちは、皆様。まず、台湾におけるセーフコミュ

ニティ運動について発表する前に、最初のスライドで写

真を何枚かお見せしたいと思います。

　最初の写真は、アジア地域セーフコミュニティネット

ワークのロゴです。今までご覧にならなかったかもしれ

ませんが、このロゴは2005年、第３回アジア地域セーフ

コミュニティ学会の時に作られました。私たちは、すべ

てのアジア地域セーフコミュニティ学会において、この

ロゴを使用しています。次の学会は今年10月に北京で開

催されます。こぞってご参加ください。

　２枚目の写真は、台湾セーフコミュニティのロゴです。

ここでは、台湾のセーフコミュニティがどのように組織

的に発展していったかについて、経験を語ります。

　セーフコミュニティを発展させる目的は、私たちが住

んでいる地域をより安全で安心なものとすることです。

　皆様ご存知のとおり、国際的セーフコミュニティ運動

は、1989年にスウェーデンで立ち上げられました。これ

まで、十和田市を含めて159のコミュニティが６つの認証

指標を満たし、国際セーフコミュニティとして認証され

ました。

　国際的セーフコミュニティは、５大陸に及んでいます。

これはWHOのウェブサイトです。誰でもサイトを見て、

新しい情報を得ることができます。

　アジアでは、国際セーフコミュニティは５大陸の中で

最も急速に発展しました。

　セーフコミュニティ運動は、韓国スウォン市で開催さ

れた第１回アジア地域セーフコミュニティ学会の後、

2002年に台湾に導入されました。韓国から来られた私た

ちの友人はこの廊下に見覚えがあるかもしれませんが、

これは認証式で撮った写真で、レイフ・スヴァンストロー

ム教授が真ん中に立っておられます。

　私たちは、台湾でセーフコミュニティ運動を始めたと

き、４つの異なる種類の地域を試しに選定することを決

めました。そして最初に選んだ地域が 台  北 市の大都市地
タイ ペイ

域である 内湖 地区で、人口は約27万人です。二番目に選
ネイフ

んだ地域は、台湾中央部に位置する 東勢 地区で、ここは
トンシュー

人口5万人の農村コミュニティです。三番目は、台湾の東

部に位置する 豊濱 郷で、人口はたった6千人の海浜先住民
フェンビン

族が住まうコミュニティです。四番目は、 阿里山 地区で、
アーリューシャン

人口はたった1,500人の高地先住民族が住まう地区です。

　３年の努力を経て、幸いにもこれら４つのコミュニ

ティすべてが、2005年の10月に国際的セーフコミュニ

ティとしての認証を受けました。

　その認証への動きは、多くのコミュニティを大いに刺

激しました。認証の栄光のおかげで、多くのコミュニティ

がセーフコミュニティ運動への参加に興味を持つように

なりました。コミュニティセーフティプログラム展開に

対する支援の必要性が急激に高まったことに対応するた

め、私たちは、台湾コミュニティセーフティプロモーショ

ンセンターを設立しました。

　コミュニティをより効果的に支援するため、私たちの

センターは、４つの出張所を設けました。これを地域支

援センターと呼んでいます。（上段を指して）台湾コミュ

ニティセーフティプロモーションセンターがメインセン

ターとしての役割をつかさどっています。その下にはさ

らに４つの出張所があります。その一つが北部地域支援

センターで、地域コーディネーターはヂャン氏、そして

中部地域支援センターはシィー氏、南部地域支援セン

ターはチェン氏、東部地域支援センターの地域はリン氏

が地域コーディネーターを務めています。

　支援プログラムは、地域の個々のコミュニティによっ

て開発されました。私たちセンターは、プログラムがど

のように作られたかを知る必要があります。そこで、プ

ログラムを評価するシステムを開発しました。コミュニ

ティプログラムの評価は、センターの仕事の非常に重要

な一部を占めています。私たちは、プログラム評価を行

うため、あらゆる種類のプログラム評価シートを設計し

ました。そのことは、コミュニティが正しい方向に努力

を重ねる上での手助けとなっています。

　これは、評価をするために開発した評価フォームの一

例です。まず、コミュニティの基本情報を得るための書

式があります。コミュニティの多くが、このような質問

をしてくるかもしれません。「私たちはセーフコミュニ

ティをつくれますか？」そしてさらに「セーフコミュニ

ティに発展させるためには、どのような認証指標を満た

す必要がありますか？」等。これが一つ目の評価シート

で、基本的な情報をカバーするものです。

　二番目は、地域のセーフティプロモーションを推進す

るための記録フォームです。例えば、地域と安全のため

に、多くの作業を選ぶ場合や、何をしたかについて記録

徐々に拡大されたセーフコミュニティ運動－台湾の経験

パイ・ルー　Lu PAI
台湾コミュニティセーフティプロモーションセンター長

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会
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するフォームです。記録を残す必要に応じた、記録を取

るためのフォームです。

　三番目は、セーフコミュニティプロジェクトに関する

フォームです。これは、日々そして月間の過程がどのよ

うなものか－例えば、「何をしましたか？」「これまでど

れだけの成果をあげましたか？」といったような種類の

評価フォームです。

　四番目は－４つの異なる地域支援センターの出張所が

あることは既に述べましたが、この地域支援センター（職

員）がコミュニティに出向いたとき、コミュニティの発

展をどのような支援をしてきたかについて記録を取る必

要があるため、記録フォームもあります。

　さらに、メインセンターとして、これら４つすべての

出張所が行っている事業を評価する必要があります。そ

ういうわけで、地域支援センターに対する評価フォーム

もあります。

　さらに、国際的セーフコミュニティがすでにあること

は既に触れましたのでご存知だと思いますが、これら国

際的セーフコミュニティに認証された地域も、作業は続

けなければなりません。そこでそのコミュニティの年次

報告に基づいて作業を評価するフォームもあります。加

えて、セーフティプログラムを展開しているすべてのコ

ミュニティを評価する専用フォームも別にあります。

　なぜ、評価をしなければならないのでしょうか。その

理由は、それぞれのコミュニティが６つの指標を満たし

ているか確認する必要があるからです。把握したい事柄

の例を挙げます。(1) その組織は良いかどうか、どのよ

うに機能しているかといったこと、(2) 長期的なプログ

ラムとそのカバー範囲、(3) ハイリスクグループ及び環

境に対する特別プログラムがあるのかどうか等、(4)（傷

害）データ収集の方法について、誰がこのデータ収集の

過程を管理しているのか等、(5) 内的及び外的なプロセ

スの有無と評価を行う頻度、(6) セーフコミュニティ活

動への参加と主催。

　2005年以降、より多くのコミュニティがセーフコミュ

ニティ活動に加わり、昨年までに新たに３つのコミュニ

ティが国際的セーフコミュニティとして認証を受けまし

た。それらの地域は、台北市にある 中正 区、 豊濱 地区に
チョンヂェン フェンビン

ある 寿豊 郷、台湾中央部の 東勢 地区近くの 石岡 郷です。
シューフン トンシュー シェーカン

　これまで、42のコミュニティがセーフコミュニティプ

ログラムに対して働きかけています。昨年は３つの地区

が（国際的セーフコミュニティとして）認証を受けまし

た。その地区では、昨夜私たちが参加したのと同じよう

に盛大な式典が開催されました。ところで、これは台北

市長です。

　この写真では、地区合同で、昨日、貴市（十和田市）

がいただいたような（国際セーフコミュニティの）プレー

トを掲げていますね。

　次に－このロゴは前にもお見せしましたが－台湾セー

フコミュニティのロゴをお見せしたいと思います。個々

のコミュニティは、一度国際的セーフコミュニティとし

て認証を受けると、この小さな部分を除いて、似たよう

なロゴを用いて、特別なコミュニティであることを示し

ます。例えば、 東勢 地区は竜を、 中 正  区は蒋介石記念碑
トンシュー チョンヂェン

を表しています。これは 寿豊 郷、そしてこれが見てのと
シューフン

おり先住民族のコミュニティである 阿里山 地区です。こ
アーリューシャン

れは素晴らしく美しい景観を誇る 内湖 地区です。 豊濱 地
ネイフ フェンビン

区と東部の海浜地区、そして 石岡 郷です。 石岡 郷は、安
シェーカン シェーカン

全な自転車プログラムがあることで知られています。４

つのコミュニティから始まったセーフコミュニティです

が、さらに多くのコミュニティが活動に加わり、点が面

になり、島全体がセーフコミュニティになることを願っ

ています。これこそ「セーフ台湾」といえましょう。

　課題もあります。現在直面している課題は、中央政府

からの財政援助が減らされていることです。地方自治体

や大企業からの財政援助を得るための働きかけは現在進

行中です。できれば将来、徐々に拡大するセーフコミュ

ニティ運動を支援するためのNGO基金を設立したいと

思っています。私たちは、セーフコミュニティ運動がずっ

と続くことを願っていますが、運営費が本当に必要なの

です。これは私たち全員が直面する課題で、どこの行政

であろうと－地方自治体であれ中央政府であれ－さらに

企業も、私たちに耳をかし、何らかの支援をくれること

を願っています。ありがとうございました。
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　こんにちは、私は、キム・イングックです。韓国ソウル

市ソンパ区の保健所長をしています。ソンパ区のセーフ

コミュニティプロジェクトを十和田市でのコミュニティ

セーフティプロモーションに関する国際ワークショップ

でご紹介できることは、私にとって大変な喜びです。ソン

パ区の簡単な紹介をした後、ソンパ区の傷害指標とソンパ

区における子どもの安全促進プログラムに移っていきます。

　ソンパ区の人口は、約69万人で、ソウル特別市の区の中

で一番多いです。ソンパ区は、1988年にソウルオリンピック

を開催しました。ソウル市の南東部にある経済的なハブで

す。ソンパ区は、2005年に国際セーフコミュニティプロジェク

トを立ち上げました。それは、最初に、傷害の原因と頻度を把

握するための傷害サーベイランスシステムを確立しました。

それは、セーフコミュニティ委員会の設立など広範な活動範

囲にかかるものであり、2008年６月に、国際セーフコミュニ

ティネットワークのメンバーとしての認証として結実しました。

　ソンパ区がどのように傷害データを収集したかについて簡単

に触れさせてください。傷害死にかかる韓国国立統計局により

発行されたデータを１年に１回分析します。傷害発生頻度、

傷害リスク環境や乳幼児に焦点を当てた傷害について調査を

通じてデータは収集されました。年齢別の傷害メカニズムにつ

いては、主要な傷害の原因は、小さい子どもについては交通事

故と転倒転落と、ティーンエージャー、若年成人と中年につい

ては、 自殺と交通事故、高齢者については、自殺と転倒転落

です。とりわけ、児童を含む乳幼児と子どものソンパ区の傷害死

亡率は、ソウル市の平均より高かったのです。このことが、ソン

パ区がハイリスクグループである子どもの傷害予防プログラム実

施のための精力的な努力の引き金となったのです。

　ソンパ区は、６歳までの傷害データを毎年作り出す乳幼

児傷害サーベイランスシステムを確立し、運用しています。

それは、親や保育士から提供された情報に基づいて、傷害

発生時の発生場所や乳幼児の活動、そして医療受診の有

無についても詳細に記録します。これは、乳幼児の傷害

データ収集に利用されるウェブページです。保育士や幼稚

園教諭が傷害発生時、傷害についての情報をウェブに入力

することになります。このシステムは、ソンパ区が、リアルタ

イムで入力結果をチェックし分析することを可能とします。

ソンパ区は、この地域の37の子どものケア施設、2600人の子

どもからこのシステムを通じて、2008年には、912の外傷

データケースを分析しました。これは分析結果を示します。

男の子の傷害数は、女の子をわずかに上回ります。年齢につ

いては、５歳児がもっと多く、怪我をしていました。

　これは、保育施設と家庭や道路を含む地域での傷害の、

月別比較です。５月にもっとも怪我の数が多くなってい

ます。傷害は、家庭では、居間、遊び場、部屋の順に多

く起きています。保育施設では、教室、遊び場、階段の

順に多く起きています。ソンパ区は、月毎に傷害へ導く

活動のランキングについての情報を組織し、それを保育

施設や幼稚園に提供しています。ソンパ区は、保育施設

の環境と傷害発生との因果関係をそれぞれの保育施設ご

とに分析し、改善方法についての助言もしています。

   さて、ソンパ区の子どもの安全促進に特化したプログ

ラムについて話したいと思います。

　最初は、環境改善プログラムです。ソンパ区は、セーフ

コミュニティプロジェクトを実現する過程において様々

なグループの協力の基礎づけるセーフコミュニティ委員

会を設立しました。この委員会には、警察、消防、軍、ガス

会社、電気会社を含むすべての関連組織のリーダーが参

加しています。子どもの安全に関する作業レベルの委員

会もまた、計画の策定と協定の締結を実現してきました。

　多様性のあるプロジェクトが地域における相互協働の基礎

が作られた後に実行されてきました。ソンパ区医師会と保育

施設協会は子どもの健康と安全のために協働して尽力する

安全医師制度協定を結びました。ソンパ区役所と民間保険

会社は子沢山子ども安全保険について協定を結びました。

韓国最大手の民間警備会社はソンパ区役所と、子どもの安

全保護のための主体的な努力の一部として、安全・安心官に

ついての協定を確立しました。ソンパ区はこのように地域にお

ける様 な々社会的資源との協働による地域安全ネットワークを

確立しました。ソンパ区にある全ての子どものための公園は、

安全な遊具設備を持つとともにその使用に関する特徴的な

情報標識があります。それらはすべて禁煙ゾーンに指定され

てきました。高齢者センターの近くに住む高齢者やアパートの

警備員はセーフガード活動を遂行します。救急処置機材と保

護用具が事故発生時の迅速な対応のため用意されています。

ソンパは自転車専用道路がよく整備されていることから、自転

車天国と呼ばれています。自転車と安全ヘルメットが無料で

貸し出され、バンダナが提供されています。とりわけ、ソンパ区

は、子どもに対する自転車乗車免許を与えるプロジェクトの実

現により子どもが安全に自転車に乗れる環境を作っています。

監視テレビが、子どもの個人的な安全確保のため、学校の周

囲や子どものための公園などねらわれやすい地域に設置され

ています。監視テレビは、モニタリングのために効果的に使用

されています。自主防犯チームは、地域住民により構成され、

ソンパ区子どもの安全プロジェクト

キム・イングック　In-guk KIM
韓国ソウル市ソンパ区保健所長

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」－２
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ねらわれやすい地域をパトロールし、住民パトロールチームは、

学校近くの危害環境をモニターします。 ソンパ区には、50人

の安全・安心官がいます。韓国最大手の警備会社Ｓ１の50

人の従業員が、子どものための公園と学校付近の地域のパト

ロールを安心官バッジをつけて、自主的にパトロールしてきま

した。ソンパ子沢山子ども安全保険プロジェクトが、３番目以

上の子どもを出産した母親の多くが高齢で、妊娠、出産、子育

てについて危ういという事実への考慮に基づき、実施されてい

る。このプロジェクトは、３番目以上の子どもが、10年間、病気

や事故に対する補償を受けられるように、ソンパ区が５年間

手当を払うということを、もたらしている。保険会社は、安全保

険施策を購入することを単純に手助けする以上のことをして

います。家庭における安全を視察もします。保健所は、安全視

察の結果を分析し、リスク要因や予防のための様 な々情報を

提供し、危害を予防できるようにしています。

　安全医師制度の話題に、移りましょう。これは、子どもの

ケア施設と近隣の小児科とが、子どもがけがをした際、救

急医療を受けられるようにするための一対一の協定締結

を含みます。共働き家庭の親は、このプロジェクトが彼ら

の心配を減らしたと言っています。「安全医師」は、子ども

のケア施設の教師に傷害予防の方法について教育も行っ

ています。安全医師は、子どもに定期健診を行い、そのこと

により、重篤な病気の早期発見と治療も可能としていま

す。安全医師として役割を果たす小児科医は、子どものケ

ア施設の先生たちだけでなく、病院を訪れるすべての住民

に対しても安全教育を提供しています。彼らは、安全情

報を提供する地域安全センターの役割を果たしています。

　ソンパ区は、保育施設や学校における危険環境の改善も

行っています。一方通行の支援というよりは、ソンパ区は、危険

環境を調査し、その関連施設や学校に結果を知らせ、危険環

境に対処するための補助を希望する施設はプロジェクトに申

請します。補助を受ける施設はスクリーニング後に選択されま

す。ソンパ区は、すべての施設費用の50％を支払います。加

えて、ソンパ区は、すべての保育施設に対して、室内で子ども

がぶつかることを防ぐ装置などの安全製品を供給しています。

　２番目に、教育的プログラムです。子どもが安全に自覚的と

なり、事故に対して自律的に備える能力を発達させるため、プロ

の講師が子どものケア施設を訪れ、安全教育を提供します。安

全教育は、親や先生にも提供されています。ソンパ区は、子ども

向け、親向け、教師向けの安全マニュアルを作りました。それは

傷害モニタリグシステムを通じて収集された傷害データにもとづ

く季節やタイプ毎の子どもの傷害に対する分析によるものです。

それらのマニュアルは、子どもたちが何をすべきで何をすべきで

ないかについて語ります。家庭内で容易に起きる事故例に基づ

いて。それらのマニュアルは、内容が理解しやすいように、子ども

の本、絵本、ステッカー本（？）、パズルなどを含む様 な々様

式になっています。ソンパ区は、子どもたちに楽しくて楽に学

べる体験を確保するため体験的教育も提供しています。子ども

の安全展示会、これは一つの体験的教育ですが、交通安全、

火事、遊び、家庭、身体の安全を含む様 な々テーマについて

10のブースを設定しました。広範な領域のイベントがもたれま

した、安全に関する優れた子どもの絵の展示、幼児教育を選考

する大学生や先生による安全に関する教材の展示、写真ゾー

ンなどです。次の話題は、子どもの安全教育センターの運営で

す。様 な々タイプの教育を提供する場として、センターは、毎年

３万人以上の子どもたちが訪れています。

　次は、（法的）規制の強化とＰＲプログラムです。様 な々規制

が、子どもの安全の基礎を築き、プロジェクト遂行を効果的と

するために、制定されました。多くの事故や傷害が、安全でな

い設備と不法な運用を行うスクールバスの結果として起こりま

す。交通事故を防ぎ、バス運転手の間に、安全の重要性につ

いて意識の向上を図るため、ソンパ区は、韓国で最初に、子ど

もを守る乗り物認証制度を設置しました。乗り物の所有者が、

申請書を提出すると、ソンパ区役所は、安全設備設置費用に

対する財政的補助を行います。（1-2百万ウォン）この制度は、

法律や条令に規定された子どもに対する保護的装置の設置

や交通事故に関連した損失すべてをカバーする保険に加入

したなど、厳格な基準を満たした乗り物だけを認証します。

基準は、バスの運転者に性犯罪歴がないことをも要求しま

す。彼らの適性検査結果は、彼らが運転に適していることを

示さなければなりませんし、彼らは、１年間に最低６時間の子

どもの安全保護に関する訓練を受けなければなりません。

　私の最後の話題は、ソンパ、子どもが安全な地域、がなし

えたことと展望についてです。ソンパ区により遂行されてい

る子どもの安全関連プログラムは、ソンパ区役所や関連組織

に加えて、住民、民間会社、民間団体、学校、個人により、自

主的に参加されています。これらの地域社会資源は、ソンパ

区を子どもたちが安全でいられる地域へと変えるために必

要とされる基礎そのものを築いています。ハイリスクグルー

プである子どもの安全を促進することを目的とするプロジェ

クトを通じて、ソンパ区は、７歳から12歳の子どもの傷害死

亡率に低下をもたらすことができました。これは、2003年に

は、ソウル特別市の平均より高かったものです。

　2007年のアセスメントは、ソンパのこの数字が、ソウルの平

均より低いことを示しています。傷害発生数も減少が続くと期

待されます。安全医師制度は、ソンパ区で最初に立ち上げら

れましたが、既にソウル市全体に広がっています。実際、子沢

山子ども安全保険、安全・安心官制度、子どもの安全展覧

会、乳幼児の健診は、韓国全体に広がっています。ひるが

えって、ソンパ区は、傷害データの収集により子どもの傷害発

生を継続的にモニターするとともに、環境の改善、教育の提供、

法的規制の強化、ＰＲ活動における取組など、子どもの安全

を促進するプログラムをより組織的に実現していきます。そう

することにより、ソンパ区は、子どもたちが健康で安全でいられ

るコミュニティを創造するたゆまぬ努力をしていきます。

　ご静聴ありがとうございました。
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　ご紹介いただきました京都府亀岡市の人見でございます。

　四月からセーフコミュニティを担当することになり、いきな

りインターナショナルなシンポジウムに登壇させていただ

いて、大変緊張しております。よろしくお願いいたします。

　さて、亀岡市についてですが、面積が224平方キロメー

トル余り、人口が９万５千人の京都市の西隣りの市でご

ざいます。市には重要な観光資源となっている保津川の

川下りがございます。

　まず、最初に日本セーフティプロモーション学会第３

回学術大会が、日本で２番目の認証都市となられた、こ

こ十和田市で開催されましたことをお喜び申し上げま

すとともに、大変意義深いことと思っております。

　ご存知のとおり、亀岡市は日本で初めてWHOセーフコミュ

ニティの認証を取得した自治体でございますが、国内に同じ

理念・目標を持って市民の皆さんや地域の皆さんの中で「安

全・安心」を目指そうとする自治体がもう一つ誕生したことを

大変心強く思いますし、大変僭越な言い方ではございますけ

れども、同時に本日のテーマとなっています「アジアにおける

セーフコミュニティ」の日本における推進エンジンがパワー

アップしたともいえるのではないかと思っております。スクリー

ンの方は１年半前の様子になりますが、日本で１番目の認

証を受けました時の亀岡市におけるセレモニーの様子でござ

います。本日座長をしておられる趙教授にも亀岡市にお越し

いただき、趙先生から認証を授与していただきました。昨日の

式典を見まして、その様子が思い返されました。

　この認証に関して、これまで口演などで触れられておりま

したように、セーフコミュニティ認証要件の一つに国内及び

国際のネットワークに継続的に参加することが求められてい

ますけれども、亀岡市としては、まずは国内において、先ほ

ど申しました通り、そのネットワークのパートナーが正式に生

まれたという受け止め方をしております。また、日本をアジア

のセーフコミュニティのレベルとして考えた時、やはり国内

の認証コミュニティが一つでも増えることが大切なことであ

ると思っています。いずれにしましても、亀岡市に続く、十和

田市の認証取得の取り組みが、日本のセーフコミュニティが

アジアや世界で急速に増えていく中で、ようやく同じ国の仲

間を得ることができたといえるのではないかと思います。

　スクリーンは、京都府及び亀岡市の行政トップの政治理念

をあらわしたものでございます。行政運営の全ての基本に「安

全・安心」という理念を共通して打ち出していたことが、この

セーフコミュニティにとって重要なポイントであったと指摘でき

ると思います。画面にございますように京都府知事におかれ

ても、「安全・安心　希望の京都」というフレーズ、私ども亀岡

市長の政治理念である「安全・安心なこころ交流のまち」、「安

全・安心は最大の福祉」をセーフコミュニティの理念に取り入

れ、実践しているといっても過言ではございません。

　さて、コミュニティのWHO認証に当たっては、６つの指標

をクリアしなければなりません。それらに向かって、それぞれ

のコミュニティが取り組むべき条件や方向性は言うまでもな

く共通したものです。しかし、「安全・安心」のために取り組ん

でいこうとするきっかけや目標とするところには、地域によっ

て様 な々特性や、場合によっては違いがあります。

　同じ日本の中でも、そのことを如実に示しているケースが、

本日ここに出席の私ども亀岡市、また、認証都市２番目の十

和田市、厚木市それぞれの自治体の取り組みでなかろうかと

思います。おそらくという表現が適切かと思いますが、十和田

市さんにおかれてのキーワードは「自殺予防」、厚木市さんに

おかれては「防犯」といった、一言でいえば、そのような切り口

でセーフコミュニティに取り組んでおられると言えると思います。

　一方、私たち亀岡市を同じように特徴づけてみますと、

「地域力（ふるさと力）の活性化」になると思われます。亀岡

市においてはこの「地域力」を、親しみを込めて「ふるさと

力」と言っております。このような、地域力の取り組みが、亀岡

市のセーフコミュニティの取り組みの特徴であろうと思いま

す。スクリーン上でもお示ししていますが、行政の組織にお

けるセーフコミュニティの推進母体を見ても、それぞれの自

治体の特徴がでているなと考えております。つまり、十和田

市の自殺予防については、健康部門、厚木市さんの防犯に

ついては、協働安全といった視点で、最近ではセーフコミュ

ニティの専任担当部署も設置されているという状況にござ

います。亀岡市の場合には、地域力の活性化という視点から

全市的に取組んだという経緯から、企画部門がセーフコミュ

ニティを担当しています。

　亀岡市では、「安全・安心」の向上は「地域力の向上」

にあると捉え、その地域の自治やまちづくり活動の推進

母体となっている自治会組織を、セーフコミュニティの

推進拠点としてきたものです。認証に当たっては、市内

23の自治組織のうち、都市型のエリアである篠町をモデ

ル地域とし、指標にある“地域の実情にあったプログラ

ム”を検証、進展させてきました。 スクリーンは、認証

取得後、安全・安心の更なる向上を目指しまして、モデル

地域である篠町で取り組んでこられた一万人パトロー

ル隊の出発式の映像です。右側の写真に写っておられる

方が篠町の自治会長で、キーパーソンでもございます。

セーフコミュニティ認証都市における課題

人見　徹
京都府亀岡市企画管理部企画政策課長

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」－３
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　また、地域の方の応募により決められたロゴマークを自転

車や自動車に貼って、１万人、すなわち、地域の人全員が、

パトロール隊を結成したものでございます。認証取得後の

見守り活動の更なる展開という観点での事例でございます。

　篠町では地域の安全のためにハザードマップを基本とし

て、地域の魅力を再確認しようという取組みを行っていきま

した。通称「S-map」と呼んでおります。この「S-map」は有名歌

手グループの「Smap」と「篠町のS-map」を掛けたものです。

この「S-map」の作成を含めて、地域の皆さんだけでなく、大

学の多くの学生さん達の応援を得て、ユニークな地図を作

ることができました。この地域の安全の基礎資料という観点

で作成ができたと思っているところです。

　転倒防止という視点にたち、京都府で実施している南丹

元気づくり体操というものもございます。これは、亀岡市を含

む南丹エリアで独自に開発され、介護予防、転倒予防のた

めにそれぞれの地域の会場にて行われております。そして、

本丸であるモデル地区の篠町においても自治会事務所で

この９月から本格的に取組んでいく予定であります。

　一方、認証後、どう亀岡市がセーフコミュニティに取り組ん

でいくのかについて、担当者としては意識せざる得ないとこ

ろです。そこで、これまで篠町という都市型のエリアで事業

を行ってまいりましたが、認証後の現在は農村型のエリアを

対象に、少子高齢化、自殺などを意識し、地域の特徴を踏ま

え、特に中高年を中心とした自殺予防などに焦点をあてて

更なる展開に取組もうと考えております。このモデル地域は、

川東5町と呼ばれる地域で、５つの町全域を対象にするもの

であります。この地域における基礎資料を収集するために、

自殺予防を焦点にあてた心の健康に関する調査を実施し

ました。この調査では、結果回収率75.1％を得ております。

また、部門横断的な組織づくりとして、川東５町のうち１町

では、まちづくり推進会議を、地域に七福神に由来する場所

があることから「七福プラン」という安全・安心に関するまち

づくり計画を作成されております。

　本日のテーマとなっています「アジアにおけるセーフコ

ミュニティ」という点から言いますと、亀岡市の取り組んだ“自

治会組織”を中心とした地域力の再生プランは、その推進

組織自体が日本的で、かつ「自治会」という組織概念が他の

国には見られない中で、大きな特徴となっています。亀岡市

は、行政側における横断的なセーフコミュニティ推進組織を

立ち上げていますが、地域の自治会組織においても、PTAと

か防犯委員であるとか消防団の方であるとか、各種団体の

ネットワーク力を結集することを通じて地域の絆を強化する

ことにより、地域のハイリスク層住民の安全性向上に取り組ん

できたところです。

　なお、川東５町においても、篠町と同様に危険箇所と

景観スポットを落とし込んだきずなマップを作成して

いますし、先ほどの韓国の事例では、子どもに対する素

晴らしい取組みが紹介されましたが、亀岡市においても、

子ども110番カーや消防署との連携で行われております

セーフティキッズプログラムを展開しております。

　一方、今後の課題として、市内全域へのセーフコミュニティ

の普及があります。亀岡市は市内の特定地域をモデルとして

取り組んできたため、先程触れましたように、市内20を越える

自治組織がある中で、従来のモデル地域方式ではセーフコ

ミュニティの普及が長期に及んでしまうことから、市内のハイリ

スク層全体を共通のターゲットとする「安全・安心」の阻害要

因にも視点を移していく必要性を感じています。

　もちろん、この視点は認証前からも持ち合わせていたとこ

ろですが、内部事情として、セーフコミュニティの効果をより

確かなものとし、それを市民全体が実感として受け止めて

いただけるよう、今以上に普及・浸透させていく必要性に迫

られているためでもあります。そのため、先程は「十和田市の

自殺予防」、「厚木市の防犯」と申しましたが、そうしたテー

マに焦点を置いた取り組みも大いに参考にさせていただき

たいと思っています。また、認証取得後に新たに見えてきた

課題としては、市内全域への普及、取組みの効果と評価、財

政負担の問題、各組織のリーダーシップの問題が現在浮き

彫りになっているといえます。

　最後に、アジアの中の日本のセーフコミュニティが担って

いること、また期待されていることに少し触れさせていただ

いて、終わりにしたいと思います。ご承知のとおり、セーフコ

ミュニティの理念が日本に導入されて、その歴史はまだまだ

浅いところです。しかし、日本においては、その前からWHO認

証指標に合致する様 な々「安全・安心」対策が、すでに地域

の行政を含むさまざまな組織や団体、住民の取り組みの中

で実践されてきているという実態があると思われます。これ

は、初の認証を受けた亀岡市における審査の中で指摘され

たことでもあります。そうした実態にあることから、少し大きな

ことを言うことになりますが、アジアの中でも、国際的にも、日

本のセーフコミュニティに寄せられている期待には大きいも

のがあるのだろうと思いますし、日本の「安全・安心の市民

生活・地域づくり」のためにも、さらにこの理念を浸透させて

いく行動が求められていると思うところです。認証指標６に

ありますネットワークの視点についてですが、ここ数年、亀岡

市では、スクリーン上の表のような形でセーフコミュニティに

関する視察を受け入れたり、講師を派遣したりしております。

平成20年度は47件488人が亀岡市を訪れ、お教えするという

よりは、お互いに実施している安全・安心に関する取組みの

情報交換を行っており、この視察の機会を大切なものとして

捉えております。宮崎県の東国原知事もセーフコミュニティ

に非常に大きな関心を寄せておられ、この５月に講師の派

遣依頼があり、担当職員と篠町の自治会長が宮崎県の全て

の市町村で結成されている安全・安心まちづくり会議におい

て講演を行って参りました。　

　今日は分析的なことはお話をすることができませんでした

が、本日は、十和田市の認証、本当におめでとうございました。
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厚木市におけるセーフコミュニティ活動　～組織と課題～

　みなさん、こんにちは。厚木市の倉持と申します。昨

日、十和田市における、WHOセーフコミュニティ認証取

得おめでとうございます。厚木市は認証取得に向けて今

頑張っているところですが、本日は、厚木市がセーフコ

ミュニティに取り組み始めた経緯についてお話させてい

ただきます。先ほど、亀岡市さんからもお話がありまし

たが、厚木市では防犯という形からセーフコミュニティ

の取り組みを始めました。厚木市は、神奈川県のほぼ中

央に位置し、豊かな自然と首都圏における拠点都市とし

て、都市機能を兼ね備え、活気に満ちたまちであります。

人口は22万６千人で、面積の３分の１が市街化区域で、

残りの３分の２が自然豊かな地域となっております。小

田急線本厚木駅の１日乗降客数は14万人を越え、街中で

は、平日でも様々な人が集まり、人の流れが絶えること

がなく、昼夜間人口比率は114.7％と高く、駅周辺は非常

に活気に溢れております。

　しかしながら、反面、コミュニティ活動の減少による

犯罪抑止機能の低下を招いていました。厚木市における

刑法犯認知件数の推移ですが、平成13年に過去最高の

7,163件を記録しました。このことを受けて、平成14年度

に治安対策を最重要課題として位置づけ、市民、警察、

行政が三位一体となり積極な治安対策を講じてきました。

その結果、平成13年をピークに6年連続して減少するなど

一定の成果をあげてきました。特に、窃盗犯においては、

平成13年と比べ平成20年には全ての罪種が減少しており、

特に侵入窃盗においては59.62％も減少しました。市内で

多くの市民の方々が取り組んでいる「愛の目運動」とは、

朝、子どもたちが学校に出かけるとき、親は、玄関の外

まで出て「いってらっしゃい」と見送るなど誰もが、簡

単にできることで多くの地域の目を確保し、犯罪者を近

寄せない環境づくりを推進する市民活動です。オレンジ

のベストは厚木市のオリジナルで、市を始め自治会、企

業などが１万3千枚を作成し、市民の方に配布して着用し

ていただいております。このように、厚木市では、平成

14年からさまざまな、治安対策を講じてきましたが、依

然として、多くの市民から、体感治安不安感は、まだ高

いとの指摘があり、何が原因かを調査したところ、駅周

辺の客引きや違法駐車、放置自転車やごみの散乱、落書

きなどの街のマイナスイメージが秩序がないように感じ、

市民の方々の不安感を増大させていることがわかりまし

た。

　このようなことから平成19年度から繁華街対策として、

本厚木駅周辺の「にぎわい」と「安全」を両輪とした対

策を進めることにしました。そこで、市民、警察、行政

が一体となって「怖い」「危ない」「汚い」のマイナスイ

メージを排除し、プラスイメージを創出する取組みを駅

周辺から始めることにしました。本厚木駅近くの市民が

一番不安に感じている場所にある空き店舗を利用して

「番屋」と「にぎわい処」を同一店舗内に設置しました。

番屋では「マイナスイメージ」を排除し、にぎわい処で

は、まちの魅力つくりを創出、この２つの対策を同時に

進め、活気あふれる元気なまちづくりを推進したのであ

ります。

　この結果、「市民意識調査」では、「５年前と比べて、

治安が良くなったか」の問いに対して、平成19年の調査

では「良くなった」が9.5％となり、平成13年の３％より

改善され、悪くなったが平成15年には54％だったのが、

平成19年度には36.4％となり、前回の調査より、ポイン

トが上がっており、市民の方々の体感治安不安感の改善

が少しづつ図られているものと考えております。しかし

ながら、全市的には依然として不安感が高く、多くの市

民から安心して安全に暮らせるまちづくりが望まれてい

たのであります。そんな折、「安全活力」と「信頼と絆」

の強化を同時に取り組むことができるとともに、事件・

事故発生環境の改善を推進するなど、本市の安心・安全

に対する考え方に合致しているセーフコミュニティ活動

に出会いました。

　そこで、平成20年１月に厚木市長がセーフコミュニ

ティ認証取得に向けて政治宣言をし、４月には、セーフ

コミュニティの担当課を設けて、セーフコミュニティ認

証に向けての挑戦が始まったのであります。今年の２月

には趙教授をはじめとする３名のアジアを代表するコー

ディネータの方々を厚木市に招聘、活動状況を見てもら

いました。今後の取組みについては、アジア大会、そし

て、来年３月にスウォンで行われる国際大会に職員を派

遣し、発表をする予定であります。

厚木市における課題ですが、外因による死亡原因は人口

10万人当たり自殺が20.8人と、非常に多く、続いて、交

通事故の6.5人となります。交通事故の要因としては、厚

木市を交差するように、国道が５本あり、交通事故の発

「安全と信頼　元気あふれる創造性　豊かな協働・交流都市あつぎ」

倉持　隆雄
厚木市協働安全部セーフコミュニティ担当次長

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」－４

厚木市におけるセーフコミュニティ活動　～組織と課題～
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生が厚木市民以外の方も多く含まれており今後の課題と

なっています。年齢別に見ると、０歳から19歳までは交

通事故の死者が多く、20歳から69歳までは自殺が一番多

いことがわかりました。その他にもいわゆる人に対して

危害を加える殺人や暴行、傷害などの犯罪も毎年、150件

前後発生しており、これらも、さらに対策を講じる必要

があります。また、市内には、従業員が１万人を超える

企業も多くあり、厚木労働基準監督署の調査でも、管内

での死亡事故が５年間で41件も発生しているとこも分か

りました。このようなことから、労働災害についても積

極的に取り組む必要があります。また今後は、死亡事故

だけでなく、けがの状況についても把握するためのシス

テム作りが必要であります。

　これらの課題を踏まえ昨年６月に、厚木市セーフコ

ミュニティ推進協議会を設置し、検討を重ね、タスク

フォースやモデル地区の指定、外傷サーベイランス委員

会の設置など認証に向けての体制づくりがおおむね完了

しつつあります。

　特定の分野のプログラムを推進するため交通安全から

職場の安全までの８つの対策委員会を設置しました。ま

た、地域の実情にあったプログラムを実施するため、モ

デル地区を、これまで4地区指定しました。このモデル地

区につきましては今後も、拡大していく予定です。外傷

及び地域診断によるデータ分析、評価、検討を実施する

ため市内の医師会や警察、保健所、そして、東海大学医

学部などの協力を得て、外傷サーベイランス委員会を今

年９月に設置する予定です。また、多くの市民の方々に

セーフコミュニティを正しく理解していただくため、こ

の１年半で勉強会を57回開催しました。

　このように、厚木市における取組みは、順調に進んで

おりますが、課題もさまざまであり、現在、各種データ

の収集や、アンケート調査、ワーキンググループによる

検討など、さまざまな角度から、課題を抽出するととも

に、それぞれの対策を講じるため準備を進めております。

厚木市におけるセーフコミュニティ認証に向けての取組

みも、徐々に軌道に乗り市民生活の中にも浸透しつつあ

ります。

　最後になりましたが、このオレンジ色のマークは小さ

なお子様からおとりよりまで、だれもが安心して安全に

暮らせるよう厚木市のセーフコミュニティ活動をイメー

ジしました。

　本日はありがとうございました。
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市民との協働による十和田市セーフコミュニティの取組み

　十和田市にお出でいただき、こころから歓迎いたしま

す。

　只今、紹介いただきまし青森県十和田市健康推進課　

長瀬比佐子と申します。今回、十和田市の取組みについ

て、代表して話す機会をいただき、市及び関係機関、セー

フコミュニティとわだを実現させる会の皆様に心から感

謝申し上げます。皆様お疲れとは思いますが、最後の発

表にお付き合い下さいますようお願いいたします。

　本市は、本州の最北端に位置し、2009年３月現在、人

口は、約６万６千人余り、出生率は人口10万人対7.2、高

齢化率22.4％で、少子超高齢社会の進んでいる状況にあ

ります。

　取組みの経緯として、2004年に、上十三地域保健関係

者研修会で反町吉秀先生のセーフコミュニティの理念普

及が始まり、2005年には、当時の上十三保健所大西基喜

所長から市長への行政説明が行われ、スウェーデンセー

フコミュニティの先進的取組みにより事故等が約30％減

少したという成果などの説明の結果、市長から、関係者

で勉強会をし、市へ提言するようにとの助言を得、2005

年10月から保健・福祉部門による勉強会がスタートしま

した。市のリーダー保健師が中心となって進め、しだい

に様々な分野のメンバーと専門家が支援者としても加わ

り、内容の濃い学習会になっていきました。勉強会を重

ねながらも具体的なイメージがつかずにいましたが、ア

ジアの先進的な台湾セーフコミュニティの視察に反町先

生と当時の市健康推進課長新井山が参加することとなり、

視察後、台湾セーフコミュニティのボランティア意識の

高い取組を関係者で共有化しました。改めて、「十和田市

民もボランティア意識が高いことから取組みが可能では

ないか・・」まずは、「出来ることから始めよう！」とい

う関係者の思いが強くなって行きました。勉強会の継続

と共に、取組みの現実を踏まえ、核となるメンバーによ

る企画会議で今後の方向性を検討し、4つの領域別ワーキ

ンググループ（子ども・高齢者・自殺・外傷サーベイラ

ンス）で具体的な取り組みの検討を重ね、月１回の定例

会へつながって行きました。

　勉強会メンバー40人の「自分たちの住むまちのために

何かしたい！」という思いが高まりつつ、県のモデル指

定や市民フォーラムの開催を受けて、2007年１月に、ボ

ランティ組織、“セーフコミュニティとわだを実現させる

会”が誕生しました。 このボランティアの熱意が後押し

になったことや医師会等の関係者からも声援をいただき、

ついに、2007年４月当時の十和田市長が市の施策として、

正式にセーフコミュニティに取組む決意を表明しました。

　2007年には、セーフコミュニティとわだを実現させる

会が中心となり、セーフコミュニティの第一人者である

レイフ・スヴァンストローム教授を招聘いたしました。 

教授からは、これまで関心の高かった４分野のＷＧの体

制から、市全体を包括した組織体制の見直しが必要であ

ることの助言をいただき、新たな方向付けがされまし

た。 つまり、セーフコミュニティは、部門横断的な取組

みが重要であることから、ボランティアの視点だけでな

く、行政として市全体の取組みが必要であり、組織体制

の基盤を築くこと、様々な対策を検討する部会の立ち上

げなど、スヴァンストローム教授の熱い思いとご指導を

いただき、絆をつなぐ教授の包容力に関係者や訪問を受

けた市民が感激し、この助言のもと新たな取り組みの検

討を行って行きました。 

　次は市の体制についてお知らせいたします。＊市の組

織体制についての掲載は、省略いたします。（当市のホー

ムページ等参照下さい）次に、外傷の状況と地域診断に

ついてですが、１)死亡統計２)傷害に関するデータ３)外

傷及び安全意識行動に関する世帯調査データにより地域

診断を行いました。これらのデータは、警察署、消防署、教

育委員会、保健所、学校・などから頂いたほか、ボラン

ティア等による訪問調査によるものです。 

　市のセーフコミュニティの優先順位についてですが、

死亡統計データから年齢層、外因死亡数、人口10万対の

数、主な死亡の原因を見ますと、自殺死亡率は、全ての

他の外因死より高く、全国平均より高くなっています。

外因死亡率は、高齢者が最も高く、誤嚥による窒息死亡

率が高い状況です。 また、高齢者は、交通事故死亡率も

高くなっており、その他、農機具による転倒、転落死も

数％見られます。次に年齢、場所別外傷の優先課題につ

いてです。７歳以上全ての年代で自殺が優先課題であり、

また、転倒転落、交通事故は全ての年代において優先課

題であることが分かります。データ分析による地域診断

から、次の優先順位としました。

１．高い自殺死亡率から、自殺対策の重視

２．誤嚥による高い窒息死亡率から、誤嚥防止対策の必

市民との協働による十和田市セーフコミュニティの取組み

長瀬比佐子
青森県十和田市健康福祉部健康推進課

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」－５
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要性

３．交通事故死亡率及び外傷発生率が高いことから、交

通事故対策の重視、中でも歩行中の高齢者の交通事故が

多いことから特に、高齢者交通事故対策の重視

４．自転車乗車中における高い外傷発生率と低いヘル

メット着用率から自転車ヘルメット着用推進の必要性

５．転倒・転落外傷発生率が高いこと、高齢者の転倒に

家庭内環境要因が関与していることが　多いことから家

庭内環境の改善を含む転倒予防対策の必要性です。

　次に、セーフコミュニティの取組みを進めて行くため

のプログラムについてです。 ここでは、認証指標２に

従って、各年齢層、環境等をカバーする包括的プログラ

ムの領域別プログラムについて説明します。

子どもの安全プログラムの主な内容 

　1)南小学校の児童により作成された学校周辺の安全

マップですが、細やかな危険個所等が記されていま

す。

　2)セーフコミュニティ啓発標語コンクールは、小中学

校から1,185点の応募がありました。 

　3)学校での自転車ヘルメット装着指導。 

自殺予防プログラムの主な内容 

　1)うつ病についての紙芝居による啓発活動をボラン

ティア“こころの会”が実演しており、保健師の地

域集会所等での健康教育と一体の活動をしていま

す。 

　2)また、自殺予防として、傾聴を中心にしたボランティ

アの育成をし、老人ホームでの傾聴ボランティアに

よる活動を行っています。　さらに、2009年の１月末

からセーフコミュニティとわだを実現させる会など

による、月２回の傾聴サロンなどの取組みを開始し

ています。 

交通事故予防プログラムの主な内容 

　1)交通指導員による通学風景での誘導の様子です。 

　2)学校での交通安全教室の様子です。 

　3)交通安全大会での反射材の活用の様子です。 

防災プログラムの主な内容 

　1)過去の震災の経験を活かした市の総合防災訓練は危

機管理の対応の意識化と行動化を図っています。 

　2)2008年６月より、条例により設置が義務化された住

宅用火災警報器設置についての消防や介護支援専門

員、民生委員などにより巡回指導をしている。高齢

者から感謝の言葉が聞かれて、３月の現地審査にこ

のプログラムを視察いただいております。 

暴力虐待予防プログラムの主な内容 

1)保健師による産後うつによる子どもの虐待を予防す

るための家庭訪問。産後１か月以内の赤ちゃん訪問

にあわせ母親の育児不安を早期発見するためのエジ

ンバラ産後うつ病質問票を活用し、アンケートの実

施後に指導を行い、不安の軽減の支援を行っていま

す。

2)地域包括支援センターでの高齢者虐待防止のための

相談対応

3)犯罪、暴力防止パトロールに向け関係者の決起大会 

余暇活動プログラムの主な内容 

1)公園施設安全点検等によるブランコ事故の危険を回

避するためのゴムマットによる安全対策

2)十和田湖でのモーターボ－ト乗客のライフジャケッ

ト装着推進

労働安全プログラムの主な内容 

1)県で実施している事業を活用し、農作業安全対策推

進事業としての農業機械安全操作技術講習会。市の

組織である農機具利用による転倒、転落事故予防安

全対策協議会の活性化の検討をしています。

2)職域におけるメンタルヘルスチェックシートの活用

　認証指標３に従ってハイリスクグループや環境等を対象

とするプログラムについ説明いたします。これには乳幼

児の安全プログラムと高齢者の安全プログラムが有りま

す。

乳幼児の安全プログラムの主な内容 

1)保健師による母親教室や乳幼児健診時に保護者に対

してチャイルドシート及びシートベルト着用につい

ての安全教育や事故予防

2)障害を持つ子どもの保護者への安全教育 

高齢者の安全プログラムの主な内容 

1)緊急時安心電話見守りネットワーク

2)死亡統計データから誤嚥により事故や交通事故が多

いことを踏まえ、介護予防教室を実施また、介護予

防「湯っこで生き生き」交流事業でも筋力運動や口

腔機能向上トレーニングなどを実施し、多くの参加

者があります。参加者の表情が生き生きしたり、む

せなくなった、口内炎の症状が見られなくなったな

どよい変化がみられています。

　次に評価についてです。2005年と2007年の死亡率の比

較では、外因死亡率は全体並びに男女別、年齢別でも減

少しました。事故死亡率は、全体的に減少しています。

減少傾向にあるものは、中毒、火災などによるものであ

り、溺死は増加傾向にあり、他は横ばい状態です。意図

的な傷害死の傾向として、男性の自殺死亡率は減少して

おり、女性の自殺死亡率は増加または横ばいです。自殺

予防プログラムの結果評価ですが、十和田市の自殺死亡
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率（男女合計）は2001年から2003年にかけて急増し、全

国平均及び青森県より高い状況にありました。2003年自

殺予防プログラムの開始以後、2006年まで自殺死亡率は

減少し、青森県平均とほぼ同じレベルに到達しましたが、

全国平均よりはまだ高く、2007年 からはやや上昇となっ

ています。

　次にセーフコミュニティプログラムの分布割合についてで

す。安全安心プログラムの方法別では、教育による方法が全

体の43.1％を占めています。環境改善・規則改正などのプ

ログラムの割合は少なくなっています。セーフコミュニティの

今後の展開の方向性として最終的には、事故やけが・暴力

などによる外傷を防止するための予防プログラムの実施と安

全な環境整備を市民との協働により確立し、生活の質を高

めていくことです。

　そのためには、市民一人ひとりが意識的に取組むこと

が必要となります。 今後の主な方向として、まずは、市

民への浸透を図るため、町内会との協働による取組みが

大切であり、さらに普及啓発が重要です。また、現地審

査の際にも指摘をいただきましたが、効果等についての

評価体制の確立とプログラムの改善をしていくために

データ活用による体制の確立も今後の展開として重要で

す。

　まとめとして、十和田市のセーフコミュニティを継続

的に推進するにあたり、今後の課題は、１つ目は、教育・

環境改善・法的制度による３つの視点から、市のプログ

ラムは、市民への教育、環境改善や条例整備にもウエイ

トを置いていく必要があります。環境改善としては、危

険遊具の改善など、優先順位に基づいた予算確保が課題

です。このことは担当部署ごとで優先順位等を考慮した

対策の検討を含め全体的な対応が必要です。また、継続

性を高めるためには条例等の整備が重要であり、現在の

市の安全安心条例や交通安全の条例の整合性を図ってい

くことです。

　２つ目は、今後のセーフコミュニティの推進のために

は関係するあらゆる機関・団体の巻き込みにより、部門

を超えた推進体制を取っていくことです。そのためには、

セーフコミュニティという言葉を知らない市民がまだ多

くいることから、知っている人を増やしていく必要があ

ります。また、普及啓発を促すボランティアなどの確保

が必要です。

　３つ目は、実践後の結果について、単なる実績評価だ

けでなく、どのような影響を受け改善できたのか明らか

にすることです。 

　そのうえで、医療費の削減につながったなどの結果評

価を実施していくことです。

　最後には、セーフコミュニティの取組みについての共

有を図り、より効果的な対応を進めていくために、国内

外のネットワークに加わっていくことも必要な事項です。

　これらの課題解決に向け取組んでいくためには、市行

政のみならず、多方面に働き掛けて参りたいと思います。

以上で説明を終わります。 ご清聴ありがとうございまし

た。
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八田（京都府）：韓国ソンパ区で実施されている小学生

の自転車免許制度は、具体的にどのように実施されてい

るのでしょうか？また、小学生に自転車免許を交付する

際、試験や講習を行った上で、免許を交付しているので

しょうか？

キム・イングック所長（韓国ソウル市ソンパ区）：ソン

パ市には子ども安全財団があり、その財団の職員が小学

校に派遣され、二時間の自転車の安全に関する講習を受

講後、筆記試験と実地試験を行っています。また、この

講習は、ソンパ市が子ども安全財団に依頼して実施され

ています。

反町（青森県十和田市）：2006年に台湾のセーフコミュ

ニティを視察した際、住民の方がセーフコミュニティ活

動にボランティアベースで熱心に取組んでいる状況を

目にしました。なぜ、台湾では、住民がそれほどまでに

熱心にセーフコミュニティ活動が行われ、また、セーフ

コミュニティ活動が成功されているのでしょうか？

パイ・ルーセンター長（台湾）：まず、第一に、その地

域のキーパーソンを見つけだすことが大切です。行政区

のリーダーとその下にある自治区のリーダーをセーフ

コミュニティ活動に取り込むことも必要になります。そ

して、自治区のリーダーは、地域のセーフコミュニティ

活動に関する説明を住民にする必要があり、また、その

責任を負っています。そのことが、成功している理由の

一つに挙げられます。二つ目として、地域のさまざまな

イベントの際、セーフティプロモーションに関するチラ

シを配布するなど、セーフティプロモーション活動を実

施していることが大きな理由といえると思います。その

ことで、その地域の住民がセーフティプロモーション活

動を知ることになり、参加にもつながると考えています。

石附（神奈川県厚木市）：ソンパ区には308の保育園があ

り、保育園である一定の項目を毎年点検することになっ

ているそうですが、その点検箇所は、過去に保育園にお

いて発生した事故などに基づいて作成されたものなの

か、それとも国などがあらかじめ法規などで定められて

いる統一的ものなのでしょうか？また、実際の点検は誰

が実施するのですか？

キム・イングック所長（韓国ソウル市ソンパ区）：点検

項目は、特に国等で定めた統一的なものではありません。

どのようなことが原因で外傷が発生したか、どのような

外傷なのか、病院における治療が必要な外傷なのか、ど

のような場所で発生したかなど150以上の点検項目があ

ります。また、保育園内のチェックポイントだけではな

く、家庭内で発生した外傷等も含めての調査を実施して

います。そして、保育園内で起きた事故の情報と家庭内

で起きた事故の情報を相互に共有し合っています。毎年

の点検は保育所が実施しており、その結果についてはイ

ンターネット経由で、保育所から地域の保健所に報告を

行い、管理をしています。

パイ・ルーセンター長（台湾）から３つのセーフコミュ

ニティへの提案

（十和田市へ）

　台湾の 内  湖 ＳＣでも、十和田が実施している標語コンテ
ネイ フー

ストを行っています。 内  湖 ＳＣでは、優秀作10点を選び、
ネイ フー

その後、その標語の習字コンテストを行います。そして、

そのスローガンに関する絵画コンテストを行っていま

す。このように、３段階に分けて標語コンテストを行っ

ていますが、参考にされたらどうでしょうか？

（厚木市へ）

　８つのタスクフォースの中に暴力・自殺に関するもの

がありますが、死亡統計でみると自殺者の多いことから

自殺を単独のタスクフォースに分けて実施したらどう

でしょうか？

（亀岡市へ）

　野外活動に関する安全策ですが、保津川下りでライフ

ジャケットを付けたらどうか？

（亀岡市人見）

　保津川下りでは過去に事故が起きていることもある

ので、パイ・ルー先生の提案を検討したいと思います。

国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」質疑応答

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会
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ヘルスプロモーションとしての自殺対策

（１）自殺対策に求められる視点―健康、安全、公正、交流

　ヘルスプロモーションと自殺対策というテーマについ

て、住民参加や協働という視点から、総論的な話をした

いと思います。

　御承知のように、秋田県は自殺統計で見ると都道府県

別で最も自殺率が高いというワーストワンを十数年も続

けています。最近、嬉しいニュースがありました。学力

テストで秋田県の小学生がトップワンというニュースで

す。私は秋田県にやってきて13年になりますが、秋田県

にはいい話が少ないのですが、学力テストの話は本当に

うれしい話題で、どこに行っても「秋田県の小学生はす

ごいですね」ということを言われます。

　ところで、物事を「良い・悪い」という価値観で押し

つける傾向が世間にはあります。マスコミの取材で、「自

殺率ワースト連続何年ですか」みたいなことを聞かれた

時に、たたみかけるように「ワーストの原因は何ですか」

と問いかけられます。答える前に、「自殺率が高いという

ことは本当に悪いことなのか」について考えてみなくて

はいけないと思います。自殺率が高いことは決して良い

ことだとは思いませんが、マスコミからつねに「悪い、

悪い」と言われていると、秋田県や秋田県民が何か悪い

ことをしているというような雰囲気にならないかと危惧

します。秋田県の自殺対策は2000年頃から始まりました

が、始まる前は、自殺報道があるたびに、自殺は何か悪

いことという罪悪感みたいなものがつきまとっていたと

いうように聞いています。ですから、まずそういう雰囲

気を変えていくが優先事項でした。「自殺することは悪い

こと」という価値観から切り離して、問題の本質を考え

ていくかということ重要だったと思います。

　地域づくり型の自殺予防活動ということを秋田県では

やってまいりました。秋田県の自殺対策の立ち上げの時

から私が常に念頭に置いていたのは、自殺対策はメンタ

ルヘルスの問題ではあるけれど、やはり地域全体の問題

としてそれは捉えていくということでした。こういう考

え方は対策の始まりから理解が得られたわけではありま

せん。「何で自殺対策なのに地域づくりなのだ」というよ

うに言われたこともあります。しかし、地道な活動を続

けていくうちに、地域づくり型自殺対策ということが結

果として皆さんに受け入れられてきたという経緯があり

ます。

　さて、自殺対策のキーワードとして、「健康、安全、公

正、交流」ということを挙げたいと思います。この「健

康、安全、公正、交流」という言葉は、2009年10月に日

本公衆衛生学会総会（奈良県にて開催）のメインシンポ

ジウムのテーマでした。公衆衛生学会全体の基調のキー

ワードが「健康、公正、交流」でした。「安全」はセーフ

ティプロモーション学会ということで付け加えさせてい

ただきまた。

　今、公衆衛生の領域では、「健康」だけではなく「安

全」や「公正」の視点も大切であると考えられているの

です。とりわけ、自殺対策において、「安全、公正、交

流」というのは非常に重要なキーワードだと思います。

　公正という問題については、ここでは多くを論じませ

んけれども、公衆衛生学会では「社会格差と健康」とい

うテーマできわめて重要なキーワードでした。「社会格差

と自殺対策」テーマが新たな課題として提起されていま

す。具体的に言えば、低所得水準によってうつ病の状態

や自殺率がどう変わるかというようなことです。

　「交流」ということですが、これはコミュニケーショ

ンということと関わってきます。このキーワードはヘル

スプロモーションやセーフティプロモーションの領域に

おいて非常に重要であると思います。例えば、住民参加

とか協働ということは交流と大きな関わりがあります。

住民の方々が自殺対策やセーフティプロモーションに関

わってくる場合、行政や大学だけがやる仕事でもなくて、

官民学協働の立場で、いろいろな立場の方が立場を超え

て交流をしていく。そのためには、情報の共有を図るこ

とが必要です。同時に、共有化された情報を基盤にすべ

ての方々が明瞭なプロセスで物事を進めていくことが必

要です。

　その時に、対策を進めていく上での重要な価値観とい

うのがひとつあると思います。それは「公正さ」という

ことです。いうのはやっぱり重要な価値だと思います。

座長の先生からもお話がありましたが、自殺を個人の問

題として捉えるか、それとも社会全体の問題として捉え

るかという問題は、実はこの公正さと関わっています。

自殺対策が始まる前は、自殺の問題は個人が悩みを抱え

ていて、その人達が個人的な理由で自殺をするのだから、

それは全く個人的な問題で社会全体が関わる問題ではな

い。こういう考えだったと思います。私が秋田県の自殺
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に関わりはじめた頃の行政はそういう考え方でした。秋

田県庁の中でも「自殺対策というのは個人の問題だから

行政のやる仕事ではない」という考えが支配的でした。

その考え（価値観）がどうして変わったのかというと、

関係者の方々の大変な努力のおかげであったと思います。

自殺問題が個人の問題ではなくて社会全体の問題である

とパラダイムが変わっていったきっかけのひとつは、医

学的な立場からうつ病や精神性疾患の治療と予防で、「自

殺は防ぐことができる」という理解を広めていったとい

うことがあります。社会の努力で自殺は防げるという考

えが徐々に浸透していきました。「社会的に防ぐことので

きる死を防ぐ努力をしないということは公正さを欠く」

ということなのです。

　その後、いろいろな経緯があって、自殺対策基本法が

できました。それはまさしく国全体で自殺対策を、自殺

予防活動を進めていくというパラダイムを作ったという

訳ですが、その背景にあるのはやはり自殺は個人の問題

ではなくて社会全体で取り組むべき問題であるという考

えです。その中には社会的な制度の歪み、例えば借金を

する人に生命保険を掛けて、借金が返せないときには自

殺した債務者の生命保険の受け取り金で借金を払うとい

うように、誠に不公正な方策が社会的に黙認されていた

ということがあります。また、多重債務者の問題におい

ても、最初は個人の問題だと思われていたけれど、利息

制限法などの法制度面でやはり不公正なところがあると

いうことが明らかになってきました。そうすると、その

多重債務問題と自殺という問題に対しては、法制度を変

えていくという制度的アプローチが重要となる訳です。

社会制度が公正さを欠くということは、「正義ではない」

ということと同義です。不正義を正していくことが公正

さということになります。自殺対策が国レベルの問題と

して取り扱われるようになったというのは、まさしく社

会全体の公正さの問題として自殺問題というのが認識さ

れ、そのような考え方が社会に共有されてきたことだと

思います。

（２）自殺対策における連携と協働―秋田県の事例から

　つぎに、連携や協働ということについて、秋田県の具

体的事例を１つだけお話したいと思います。2008年12月

に秋田魁新報が主催した民間団体の活動を支援する自殺

予防のシンポジウムがありました。このシンポジウムは

地元の秋田魁新報社だけの主催ではなく、北東北３県の

地方新聞社（秋田県の秋田魁、青森県の東奥日報、岩手

県の岩手日報社）のが連携を組んでこのシンポジウムを

企画しました。まず、北東北の地元新聞社同士が横の連

携を深めたものです。そして、このシンポジウムの内容

は、３社に同日配信されているのです。ですから秋田で

やったシンポジウムですが、３つの新聞社が協働するこ

とによって北東北全体の問題としてマスメディアが住民

に対して自殺問題を考えてもらう広報宣伝活動をしてい

ただいたというマスメディア戦略としての意味がありま

した。この連携と協働は行政がお金を出した訳ではあり

ません。あくまでも新聞社同士の主体的な活動の中でシ

ンポジウムを企画して、報道をしていこうということに

なった訳です。ただし、その資金については、行政や地

元経済界や大学も出しています。資金面においてもいろ

いろな団体が連携協働を深めていたことがこのシンポジ

ウムを成功させたのです。このシンポジウムでは行政の

担当者、民間団体の代表の方、それに大学関係者がパネ

ルディスカッションに参加しました。官民学の協働を具

現化したパネルディスカッションということになります

が、その内容を今度は新聞社が住民に伝えていく。

　こういうようなマスメディアを利用したいろいろな啓

発活動、これは官民学、特にマスメディアの連携が非常

に重要な役割を果たしています。

　また、秋田新報社魁はこのシンポジウムを開催する前

後に自殺対策の特集を組んで、キャンペーンを盛り上げ

ていました。秋田県内の自殺対策に係るキーパーソンの

インタビュー記事を載せています。例えば、藤里町の心

といのちを考える会の袴田さんのインタビューなどです。

袴田さん達の活動は非常に有名です。コーヒーサロンに

よって住民達の参加を促進して、地域づくり型の福祉的

活動によって人々の絆とつながりを深めていこうという

活動です。「コーヒーサロンよってたもれ」というコー

ヒーサロン活動ですが、この地域づくり型の福祉的自殺

予防活動は、現在では秋田県内のみならず全国的にも広

がりを見せています。コーヒーサロンで何をやるのかと

いうのは、これは別にそこのところで何か深刻なお話を

受ける相談ではないので。藤里町の町役場の横にある交

流館というところに火曜日の午後、オープンに開いてい

て、もちろんコーヒーを飲むと150円取られますけれども、

そこに行って住民の誰もがそこに来て、まず悩みを語る

というよりも、そこに人と人との顔の見えるつながりを

作っていくという活動です。その中で、いろいろな問題

が出てくることがあるかもしれない。しかし、そこで何

か深刻な相談をやっているというわけではないのです。

　袴田さんが秋田魁新報のインタビュー記事の中で何を

言っているかというと、次のいようなことでした。「藤里

町というのは人口が４千人ぐらいの町ですので、実は年

間の自殺者数というのは大体多い時で５～６人、自殺対

策が功を奏すると０人という年もありました。自殺対策

を始める前は６～７人の方が亡くなられていました。
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2002年から本格的な自殺対策を始まり、町の方の保健師

さんの活動であるとかこの袴田さんのいろいろな活動に

よって、活動を始めたことによって０になったことがあ

ります。ところが、実はこれは平成20年には自殺者数が

増えて、５人の方が自殺で亡くなられた。それまでは押

さえられていた数が、この時また一挙に増えてしまった。

「コーヒーサロンよってたもれ」を始めてから活動の成果

が現れてきたと思っていたが、実はそうではなかった。

「死ぬほど悩んでいる人が少なくなったわけではない。死

ななかっただけなのだ」と。要するに、死にたいという

気持ちを持っていながら、最後の１つの段階を超える、

踏み留まっている方はいたけれども、悩みを抱えていた

方が減ったわけではない、そういうことをインタビュー

記事で話されたのです。

　私たちは秋田県で数多くのメンタルヘルスに関する調

査をしてきましたが、うつに対する啓発活動をやると確

かに自殺者数は減る傾向が認められます。しかし、同じ

地域で自殺対策の実施前後でうつ病の有病率を調べてみ

ると、対策の実施前後でうつ病の有病率にはほとんど変

化がないのです。まさしくこの袴田さんの言っていると

おりで、メンタルヘルス対策でうつ対策をやっても、そ

の町全体でうつ病に罹っている人の頻度が減るわけでは

ないということを私たちも確認をしています。ですから、

袴田さんの言葉はとても印象的で、だからこそ自殺対策

はやはり継続的にやっていかなくてはいけなければなら

ないというのが重要なメッセージなのだと思います。

　地域づくり型の自殺対策を進めていく時には、結局こ

のコーヒーサロン活動に象徴されつながりあるいは連携

の重要性が挙げられます。それは協働と言い換えてもい

いかもしれません。地域の住民同士の信頼感、住民と行

政の信頼感、自殺対策に関わる関係者同士の信頼感。関

係者がお互いに信頼感を共有しているかどうか、それか

ら情報を共有しているかどうか。これがきわめて重要だ

と思います。それから定期的に顔を合わせることで、顔

の見えるつながりが出きます。

　また、対等な関係性ということも大切です。行政が上

で民間が下ということではないのです。ここは対等な関

係性でやっていかないとうまく活動は進んでいかない。

行政では形式的なネットワークを作ることは得意です。

形式的なネットワークもはじめは大切ですが、やはり顔

の見える関係性の構築がなければ、現場の活動はうまく

広がりをもっていけません。

　最後に、地域における安全・安心や心の健康の確保と

増進ということですが、ここでも人と人とがつながりや

信頼感の醸成ということが重要なのではないでしょうか。

地域づくり型の自殺対策を推進していく時に、何が一番

本質的に重要なことなのかということを考えると、私は

地域における「人と人とのつながり」とか地域における

「お互いの信頼感の醸成」が大切ではないかと考えていま

す。

（３）ヘルスプロモーションの考え方と自殺対策

　さて、これから、ヘルスプロモーションの概念につい

てお話します。ヘルスプロモーションでは３つの戦略が

示されています。ヘルスプロモーションは「健康増進」

と訳されますが、必ずしも適訳ではありません。ヘルス

プロモーションの概念では、「アドボカシー」と「イネー

ブリング」と「メディエイティング」という３つの言葉

がキーワードになっています。これは1986年のオタワ憲

章でその考え方が示され、ヘルスプロモーションの戦略

というふうに言われます。これはセーフティプロモー

ションでも適用されるはずです。

　「アドボカシー」とは、いろいろ問題を広く訴えてそ

の問題をよく理解してもらうことというように理解され

ています。広報宣伝というようなイメージで言われるこ

ともありますが、アドボカシーにはもう少し深い意味が

あり、この点を理解することが重要です。すなわち、健

康上の弱者の立場に立ってその健康問題の重要性を訴え

ていくというのが実はアドボカシーということです。フ

ランス語でアボカ（avocat）という言葉がありますが、

これはアドボカシーと同じ語源です。アボカというのは

弁護士です。権利を擁護して、人権上の弱者のために働

く人をアボカ（弁護士）とフランス語で言います、その

語源が同じなので、アドボカシーというのは単に広報宣

伝だとか声高に訴えるというような辞書的な意味だけで

はなく、弱者の立場に立って健康上の問題を解決してい

くために、いろいろ啓発宣伝をしていくことと解釈すべ

きなのです。

　「イネーブリング」という言葉について考えてみます。

この言葉は理解するのが難しいのですが、イネーブリン

グの本来の意味は何々を可能ならしめることという意味

ですが、ヘルスプロモーションではもっと積極的な意味

があります。ヘルスプロモーションやセーフティプロ

モーションの現場で行政の方達が何か権限を持って自分

達の仕事を進めていくということではなくて、それを民

間なり他の立場の人達に権限委譲をして、その人達が主

体的に活動を広げられるようにすることを「イネーブリ

ング」と言います。法学では「授権」という言い方をす

ることもあります。ヘルスプロモーションでは、イネー

ブリングという言葉は、権限をなるべく下の方に委譲す

ることによって、民間団体等の人達が自主的に活動でき

るようにすることというイメージで捉えていただきたい
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と思います。ヘルスプロモーションの用語辞典の定義で

は、イネーブリングとは「連携を通じてエンパワーメン

トを図るための行動を起こすこと」を言います。

　最後に、調整ということは、ヘルスプロモーション活

動や対策を進めていく時に、利害関係者をうまく調整を

しながら対策を進めていくこととです。

　この３つのキーワードを理解していないと「ヘルスプ

ロモーション」はうまくいかないということなのです。

もう１つのキーワードとして、エンパワーメントという

言葉があります。この言葉は元々福祉の領域で出てきた

概念ですが、パワーを与えることです。力量形成という

言葉がありますが、エンパワーメントと言い英語で通用

するようになりました。行政担当者は２～３年ごとに部

署を変わることが多いですが、新しい部署に行くと経験

がほとんどないから始まります。このような場合には、

まず最初に行政担当者の力量を形成する必要があります。

　自殺対策においてエンパワーメントが一番大切です。

また、アドボカシー、すなわち社会的な弱者の権利擁護

の視点に立った健康増進の主張も重要になります。これ

は健康上の公正さ（equity in health）を確保することと

言い換えられます。例えば、うつだとか統合失調症の方

などは社会的な弱者であることが多いのです。具体的に

は収入がない、就職ができないなどの社会的な困難を抱

えていることが多いのです。このような方々の健康を確

保していくために必要なアプローチは何かを常に念頭に

置いておくことが必要となります。社会的な問題として

自殺の問題を捉えていくと、住民が等しく健康であるこ

とを権利として保障していくという考え方がヘルスプロ

モーションの考え方の中にはあります。

　それでは、健康上の公正を実現するためにどうしたら

良いのかということですが、住民参加と連携が大切にな

ります。お互いが対等な立場で活動や対策に参加して連

携をしていくという考え方が大切です。そして、住民参

加と連携を可能にするアプローチとして、権限を住民に

付与していくようなことが考えられます。自殺対策基本

法の背景にもこのような考え方があると思います。

　自殺対策を推進していく時に、民間団体の方々にどの

ようにして支援をしていくかということが国の対策でも

重要と考えられています。どのような形で民間団体を支

援していくか。財政的支援だけではなくていろいろな形

でその方達が活動をしやすくなるようなアプローチを法

制度的にうまく与えてあげるということが多分国の役割

ではないかと思います。

　自殺対策のヘルスプロモーションモデルを図１に提示

しました。自殺対策の目的は、自殺対策の目的は健康で

生き甲斐をもって暮らすことのできる社会の実現です。

社会全体で自殺対策を推進するという考え方は、自殺対

策基本法や自殺総合対策大綱の中に示されています。自

殺対策としては、個人がすべき努力と社会全体の努力の

両方が必要です。自殺対策が本格化する以前は、個人の

努力だけが強調され、社会的努力は触れられていません

でした。ところが現在は、社会全体として自殺対策を進

める枠組ができましたので、個人の努力と社会の努力の

両方が大切であると理解されるようになりました。そし

て、すでに触れたように、キーワードとしては、エンパ

ワーメント、アドボカシーだ、調整、住民参加、協働、

部門を超えた協力などが挙げられます。さらに、住民相

互の信頼感、互酬性といったことも尊重していく必要が

あります。

　さて、自殺対策とセーフティプロモーションというこ

とを考えたいと思います。自殺の問題を安全という観点

からどのように考えたらよいのかということです。

　安全という観点から見ると、自殺手段の多様化という

ことがあります。例えば、練炭自殺や硫化水素自殺の多

発という現象にどのように対処するかという問題があり

ます。硫化水素自殺にしても練炭自殺にしても、インター

ネットという媒体を通じて広がっていきました。そこで、

対策として、インターネットの規制をどうするか、ある

いは練炭を売る時にどうチェックをかけるというような

ことが議論として出てきました。社会全体の問題として

自殺手段となりうるものの取引をチェックしていくよう

な仕組みが必要になります。これはまさしくまちづくり

の視点になります。そして、これはセーフティプロモー

ションの視点そのものなのだと思います。すなわち、セー

フティプロモーションの考え方は、自殺対策の中でも非

常に重要な役割を果たしていると考えられます。

それから、情報提供のあり方として問題のある広告をど

うするかということがあります。

Personal skill Supportive environment
for health and safety

 

図１　自殺対策のヘルスプロモーションモデル
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　東京に行くと「多重債務を解決します」という宣伝が

JR線の広告に載っています。ある弁護士の方から聞きま

したが、そのような宣伝の中には多重債務者を食い物に

するような悪質なものもあるということです。そのよう

な広告宣伝はチェックするのは難しいのかもしれません

が、悪質な広告があるということを知らせる啓発も必要

となります。

（４）自殺対策における住民参加と協働

　住民参加と協働ということについて、地域連携の事例

をお示しします。

　例えば、地域自殺対策連絡協議会を作るということが

自殺対策の最初にすべきネットワークづくりです。秋田

県でも、自殺対策を開始した時から地域のネットワーク

づくりを始めました。地域で自殺対策に関わる関係者と

しては、保健医療の専門家、福祉の専門家、教育の専門

家、警察・消防、労働関係者、商工関係者、マスメディ

ア、大学関係者、NPO関係者などがあります。ネットワー

クづくりのキーワードのひとつは住民参加です。地域住

民が主体的に自殺対策に関わっていくことこそ、ネット

ワークづくりの前提となります。官民学の協働と言うこ

とができます。公と民が連携することです。

　参加という言葉の意味は、日々の活動に参加すること

という意味ですが、もうひとつ重要な意味があります。

それは、問題を解決するための様々な政策決定のプロセ

スに参加するとういう意味です。

　地域の中での自殺対策に関わっている多くの方々は、

その地域の自殺対策の政策決定プロセスにも関与してい

ることと思います。単に、形式的に会議に参加するとう

いうことではなく、会議の中で意見を出して、それらの

意見が実際の政策の中に反映されてきたのではないかと

思います。これが現代社会では重要な参加の意味だと思

われます。

　秋田の地元新聞社である秋田魁新報社が、自殺予防に

関するシンポジウムを主催し、そのシンポジウムの内容

を新聞紙上に掲載して、自殺予防の啓発をはかるという

事業を行っています。掲載された記事の下段には、秋田

県内の商工関係の一流企業の名前が広告掲載の協賛団体

として連なっています。すなわち、この新聞記事のキャ

ンペーンはコンテンツは新聞社や大学の関係者が提供し、

紙面の財源は協賛団体が負担しているのです。この枠組

は、まさしく官民学の連携のグッドプラクティス（好事

例）ということです。

　住民参加の別の事例として、秋田県八峰町の事例を挙

げます。

　八峰町は秋田県能代市の少し北のところにある町で、

ハタハタ漁で有名な漁業と農業の町です。日本海に沈む

夕日とリゾート白神が走っていることで有名です。八峰

町の先進的な自殺対策の取組をしていることでも有名で、

2008年の自殺対策白書の中にも好事例として紹介されて

います。住民の交流サロン（コヒーサロン）を開設し、

住民同士の交流を図っています。これは藤里町のコー

ヒーサロンを真似たものですが、著作権があるわけはな

いので、自殺対策では良いことは取り入れて実施してい

くということが大切です。

　つぎに、メンタルヘルスサポーターの養成です。うつ

やメンタルヘルスや自殺対策に関する基本的な知識を研

修会で身につけていただき、地域の中でさまざまな自主

的な活動を行うのがメンタルヘルスサポーターです。交

流サロンのスタッフになったり、町の広報誌を配布する

役割を果たしたり、様々な形で住民が主体的に参加して、

自殺対策に関わっています。

　さらに、八峰町では、町長さん自らが自殺対策に非常

に熱心に取り組む姿勢を示しています。住民参加という

のはボトムアップですが、トップダウン的に最初のとこ

ろで方針を決めるというのも自殺対策では非常に重要に

なります。トップダウンとボトムアップを上手に組み合

わせていくと地域の自殺対策はうまくいくようです。そ

ういう意味で、八峰町の事例はとても参考になります。

　特色ある取り組みとして、八峰町では「心と命を大切

に」という作文コンテストをやっています。小・中学生

が俳句を作りコンテンストに参加します。自殺予防とい

うよりは、命の大切さを考える俳句を作ろうという趣旨

です。優秀な俳句は町役場のところに張り出したりしま

す。児童・生徒に対する命の大切さの教育という取り組

みは、秋田県でも盛んという訳ではありません。積極的

な取組として八峰町がこういう児童・生徒に対する心と

命を大切にするこういう作文コンクールをやっていると

いうのは、全国に発信できる良い取組であると私は思っ

ています。

　最後に、これは自殺対策白書の中でも紹介された八峰

町の取り組みとしてフォトコンテストがあります。命の

大切さや命の輝きを捉えた写真のコンテストです。

（５）秋田県の自殺者数の最近の推移について

　秋田県の自殺者数の年次推移を見てみると（図２）、

2000年ぐらいから本格的に自殺対策を始めてからしばら

くは、自殺者数は減少しませんでした。しかし、開始し

て４年目ぐらいから減少傾向が見られるようになりまし

た。統計学的に見ると毎年24人ぐらい減っていくという

数字になります。人口が100万人規模の県で行政が中心に

なって総合的な取組を実施すると、自殺者数が確実に
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減っていくということです。2009年は、2008年のリーマ

ンショック後の社会経済的苦境の中で、自殺者は増加す

るのではないかと危惧されました。2010年１月15日の秋

田県警の発表によると、2009年の秋田県内の自殺者数は

438人（男性303人、女性135人）、2008年と比べて33人の

増加でした。社会経済状況の悪化が確実に自殺者を増加

させたものと思われます。これは憂慮すべき事態であり、

緊急的な自殺対策の推進が望まれます。

（５）終わりに

　最後に、本日の話を要約いたします。効果的な自殺対

策の推進のためには住民参加と協働という二つが重要な

キーワードとなります。それは周囲からの支援を悩みを

抱えた方やリスクのある方につなげていくことです。そ

のためには、相談窓口を開設したり医療機関へのアクセ

スを保証したり、地域のメンタルヘルスサポーターの活

動を活発化させるというようなことが必要となります。

自殺対策で重要なことは「気付き」と「つながり」です。（図

３）これは自殺予防の専門家の防衛医大の高橋祥友先生

がよく言われることです。私もそのように感じています。

　「気付き」というのは住民がうつ病であるとか自殺に

関する知識を十分に持つことです。専門的にはメンタル

ヘルスリテラシーを上げていくということです。精神的

健康や自殺に関する知識の量を増やすことは、それに

よって住民の行動変容につなげられるということです。

　もう１つは、地域における人と人とのつながりあるい

は絆を強化することです。このことはソーシャル・キャ

ピタル（ソーシャル・キャピタル）と言われるものです。人

と人とのつながりにはメンタルヘルスの面で良い方向に

働くつながりと悪い方向に働くつながりがあります、古

いしがらみみたいな絆は悪い方向に足を引っ張ります。

一方、近代的なつながり、あるいは対等な人格としてお

互いを尊重するような「つながり」を強化していくこと。

これは確実に自殺対策にプラスにつながると思います。

　自殺対策を推進してきた秋田県の自殺者数が減ってき

たということの背景には、「気づき」と「つながり」が地

域住民の中に浸透してきたのではないかと思われます。

　地域の活力を高めていくこと、言い換えると「地域づ

くり型の自殺対策」は、人と人とのつながりを強化する

ことにより自殺を防ぐということではないかと考えてい

ます。地域における人々のつながりが希薄化しているこ

とが心の健康に影響を及ぼしているということは、私ど

もの研究でも分かってきています。この「つながり」と

いう言葉をキーワードにしていくと、それは安全・安心、

あるいは健康な社会につながってくると思います。互助

と信頼であるとか、社会に対する責任感であるとか、帰

属意識であるとか、インフォーマルな人々のつながりと

いったことが、住民のメンタルヘルスや人々の安全・安

心に影響を及ぼしているのではないかと私たちは考えて

います。広い意味で人々のつながりを強化していくこと

が、これからの総合的な自殺対策に求められているとい

うことを強調して、私のお話を終わらせていただきます。

図３　自殺予防における「気づき」と「つながり」図２　秋田県の自殺者数の推移

y = -24.321x + 579
R2 = 0.8452
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Ⅰ．はじめに

　1998年に自殺が激増し、2009まで12年連続で3万人を超

えた高留まりの状況が続いている。日本における国とし

ての自殺対策は、欧州やオセアニア諸国に比べてかなり

遅れたものの、2006年には国会で自殺対策基本法が成立・

施行され、2007年にはこれに基づいて自殺総合対策大綱

が策定された（早くも翌2008年に改正されている）。大綱

には、実施すべき自殺対策のアウトラインと当面の重点

課題が示されており、その重点課題の中に「自殺未遂者

対策」が掲げられている。

　本稿は、第３回日本セーフティプロモーション学会（十

和田市）におけるシンポジウムの内容をまとめたもので

あるが、自殺未遂者対策の必要性について解説するとと

もに、著者の所属する横浜市立大学附属病院で行われて

きた救命救急センターを拠点とした自殺未遂者介入活動

を紹介する。この活動はモデル化され、2006年から実施

されている厚生労働科学研究費補助金事業「自殺対策の

戦略研究・ACTION－J」という多職種参加の大規模プロ

ジェクトに発展している。

　一方で、単一事業による自殺対策には限界があり、対

策は常に複合的・相加的に行うべきものであるが、未遂

者ケアについても、地域ケア（地域自殺対策）の視点をも

つことが大切だと著者は考える。本稿では、困難とされ

てきた首都圏の地域自殺対策について、著者らの実践活

動についても紹介したい。

Ⅱ．自殺に関する危険因子と自殺未遂者

　先行研究により自殺の危険因子が明らかにされている

が（表１）、人が自殺に至るまでには、複数の、多次元の

危険因子が相互に影響し合うプロセスがあり、準備状況

が形成され、そして自殺が企図される（図１）。自殺が生

じるプロセスの最後部では、精神疾患の関与が大であり、

自殺者の90％以上が精神疾患に罹患していたことが心理

学的剖検研究によりすでに明らかにされている。つまり、

動機や危険因子の多様性に関わらず、自殺者は、最終的

には精神疾患罹患という共通の過程に取り込まれている。

後で触れるが、重症自殺未遂者でも、やはりその８割以

上は精神疾患に罹患していることが分かっている。

　精神疾患と並んで危険因子の中でも最も強力な因子と

されているのが、自殺未遂・自傷行為など自殺関連行動

の既往である。自殺未遂の既往については、自殺者の40％

以上に過去の自殺未遂があるというフィンランドの心理

学的剖検研究があり、自傷・自殺未遂者のその後を９年

以上追跡し得た研究のレヴューでは、これらの行為の後

に３－12％が自殺の転帰を辿っていた。

　一次予防だけでなく、精神疾患を抱えた未遂者への直接

の介入を行わなければ、現状の日本で自殺を低減させるこ

とは覚束ない。自殺未遂者は、自殺者の10から20倍も存在

することが海外先進国の地域調査により知られている。

Ⅲ．救命救急センターを拠点とした自殺未遂者ケア

　著者の所属する横浜市立大学医学部精神医学教室では、

2002年より高度救命救急センターを拠点とした自殺予防

活動を開始し、2003年より自殺未遂者への全例介入と調

査を続けている。2005年からは、同センターに精神科医

自殺に関するハイリスク者への対策
～救命救急センターを起点とした未遂者へのケース・マネジメント～

河西千秋
横浜市立大学医学部精神医学教室

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

シンポジウム「部門横断的な協働による自殺総合対策」－２
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が救命救急医の一員として常勤配置されている。

　救命救急センターは自殺未遂者ケアの拠点として重要

である。その理由は明白で、１）救命救急センターには、そ

の後の「自殺リスクが極めて高い自殺未遂者」が、集中

的かつ多数搬送され、また、２）当該の自殺企図により、初

めて（あらためて）精神医学的、あるいは心理・社会的

な問題が事例化する人もあることから、３）自殺企図直

後からの間髪入れぬ介入を行うためには、救命救急セン

ターでの介入が自殺予防のために最も効果的だと考えら

れるからである。

　横浜市大の救命救急センターでは、全搬送患者の実に

15％－19％が未遂者である（2003年以降の調査による）。

当該のセンターは３次救急医療を担っており、搬送され

る未遂者はほぼ重症者のみであるが、重症未遂者は、自

殺者とその特性が近似していることが先行研究により明

らかにされている。本学では、自殺未遂者全例とその家

族に対して心理的危機介入（つまり、自殺未遂者への即

時の関与）と、未遂者への精確な精神医学的評価と心理

社会的評価、そしてこれに基づく精神科治療（心理教育、

精神療法、薬物療法など）の導入とソーシャルワークを

行っている。図２に、横浜市大の高度救命救急センター

における介入と地域連携を模式化して示した。介入の要

点は、１）迅速性、２）多種の専門職の手による精確か

つ多面的なアセスメント、３）当事者の個別性への配慮

であり、さらに、４）救命救急センターへの精神保健・

福祉モデルの導入と、これによる５）未遂者に対する地

域ケアの導入（図３）ということになる。

　現在、厚生労働科学研究費補助金事業として「自殺対

策のための戦略研究」という大規模プロジェクトが実施

されている。戦略研究の目的は、日本における自殺対策

法を、エビデンスをもって確立するということである。

戦略研究には２課題あり、うち一つは、「救急介入研究・

ACTION－J」と言い、上記の横浜市大の活動や、同様の

介入を続けてきた岩手医科大学などの取り組みをモデル

にプロトコルが作成された。そして、救命救急センター

を拠点にした自殺未遂者へのケース・マネジメントが自

殺再企図防止に有効であるか否かを、高いエビデンス・

レベルで検証し、わが国の自殺対策の施策につなげるこ

とを目的としている。当該研究の実務は2006年に開始さ

れ、現在、全国16の医療施設で継続されている。

Ⅳ．ハイリスク者を支える地域自殺対策の必要性

　自殺未遂者に対するケア・モデルを提示したが、そこ

に示した地域ケアが自殺対策において極めて重要である。

未遂者を含め、自殺のハイリスク者の生活の拠点は居住

地であり地域である。その意味で、自殺対策を推し進め

るためには、「自殺が生じないような地域づくり」、そし

3

→ → →

5
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て「ハイリスク者を受け止め、支援を提供していくこと

が可能な地域づくり」ということになる。

　神奈川県は、平成19年に厚生労働省が策定した地域自

殺対策推進事業の対象地域に選定され、補助金を得てモ

デル地区事業を大和市で進めてきた。事業の企画は精神

保健福祉センターを中心に考案され、活動の舵取りと実

際の運営は、同センター、大和市、大和保健福祉事務所、

そして大和市自殺対策連絡協議会の座長である著者が4

者機関を形成して進めてきている。

　大和市がモデル地区に設定された理由は、１）自殺率

が比較的高かったこと（平成18年の自殺率：20.2）、２）

精神保健福祉センターが都市部の自殺対策を課題とし

て設定したこと（大和市は東京、横浜市と接し、そこに

私鉄3線が乗り入れている）、そして、３）大木哲・大和

市長がこれを積極的に受け入れたことによる。自殺対策

の組織を、公的なものと任意団体も含めて図４に示し、

自殺対策事業の概要を表２に示した。

　図表に示したように、大和市では住民やさまざまな社

会的領域に啓発・教育を張り巡らせ、かつ住民参加によ

り、自殺対策（＝安全・安心な街づくり）を推進してい

る。また、大和市では行政窓口相談の件数と自殺数の件

数が並行していることから、生活問題や精神的な問題で

困窮した住民を的確にキャッチし、支援を行うことがで

きるように、相談従事者のためのスキルアップ研修、

キーワード（自殺のリスク因子とその関連語）を用いた

困窮者への気づきの促進、困難事例について、専門職に

スーパーヴァイズを依頼する仕組みづくりなどの工夫

をしている。また、「医療・保健・福祉ネットワーク」

（正式名：大和・藤沢自殺予防ネットワーク）には、医

療機関で働くソーシャルワーカーを中心に医療・保健・

福祉従事者30名余りが毎月定例会を開催し、自殺関連行

動に関する事例検討会、自殺対策のための学習会、地域

活動の検討などを行っている。

　社会心理学的調査・研究は進行中であり、また自殺対

策の効果の検証にはまだ年月を要するが、わが国の自殺

対策の最大の弱点であるところの、「実態調査なしの対

策」を改めるべく、鋭意、作業を進めているところであ

る。

深刻な度合いに比して実質的に手付かずの状態となっ

ている首都圏都市部の自殺対策へのチャレンジは、厚生

労働省の補助が平成21年度で終了した後も継続される。

自殺対策において、ハイリスク者対策と地域対策は連動

し、互いに重なり合っており（図５）、そこの連携を円

滑化することが、自殺対策にとって一つの要諦だと著者

は考えている。

Ⅴ．まとめに代えて

　本稿では、自殺未遂者対策の重要性について解説し、

救命救急センターを拠点にした未遂者ケア・モデルを提

示し、そして、このようなハイリスク者を支える、ある

いは医療による危機介入の後を担う地域自殺対策につ

いて述べた。

　筆者は、日本の自殺問題の解決には、わが国の医療・

保健・福祉施策と、それを含む社会保障全体の施策の抜

本的な見直しが必要であると考えているが、政治状況を

見ると現状で多くは望むことはできない。では、わが国

の自殺対策全体はどのような状況にあるかと言えば、自

殺対策基本法に義務規定により全国各地であまた開始

された対策事業は、問題の実態を把握せずに闇雲に企画

され、事業のアセスメントの方法は考慮されず、また費

用対効果をほとんど意識することなく実施されている

といった感がある。それならどうすればよいのか？とい

う問いに対しては、うまく運んでいる対策モデルをさら

に伸ばすこと、そして、わが国で唯一成果を挙げている

高齢者の地域自殺対策を参考に、地域対策を推し進める

こと（これについても、活発な地域をさらに伸ばすのが

良い）が、目下の優先課題であると考える。

　セーフティプロモーションの概念は自殺対策に重要

である。すなわち、自殺問題の実態を正確に捉える仕組

みを作り、そして実態を把握すること、そして、これに

基づいて、「自殺が生じないような地域づくり」、そして

「ハイリスク者を受け止め、支援を提供していくことが

可能な地域づくり」を合理的かつ人間的に進めることが

何より大切なことである。今後も、日本セーフティプロ

モーション学会、および学会誌が、地域自殺対策に関わ

る課題を取りあげ、自殺対策に関与・貢献されることを

著者は望んでいる。

7
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（反町座長）

　次に後半に入ってまいりますが、内閣府自殺総合対策推

進室参事官の加藤様に、政府における自殺対策の取組につ

いてお話をしていただくことになります。加藤様は自殺総合

対策の実際上の責任者の立場で、政府の中での難しい調

整、あるいは都道府県とか民間団体との難しい調整をしなが

ら尽力されている方で、忙しい中、飛んできていただきました。

　それでは加藤様、よろしくお願いいたします。

（加藤シンポジスト）

　ただ今、御紹介いただきました内閣府の参事官をしてお

ります加藤でございます。

　先ほどの２つの話題と違いまして、国の、政府のお話なの

でちょっと味気ないかなというところもあるかと思いますけれ

ども、ご容赦をいただきたいと思います。

　まず、ご案内のところも多いと思いますが、我が国の現状

についてちょっとお話をしたいと思います。

　11年連続３万人ということですけれども、戦後の経緯を

辿って見ますとピークが３回。最初は昭和30年の頃ですね。

これは戦前の教育を受けた若者が社会に出て、かなり

ギャップがあって、悩んで、特に若い方が多く亡くなられたと

いうふうに聞き及んでいます。その後、今度は昭和60年にな

りまして、この頃もかなり景気が悪くて、ちょうど私が役所に

入った後ですけれどもかなり亡くなられて、そして平成10年

から今日に至る３万人の水準というような流れで日本の自

殺者の数は推移をしているところでございます。

　それで、昨年までは自殺者の数については、これは警察

の統計ですが年に１度数字が出るということだったのです

けれども、今年、いろいろな方からの働きかけもありまして、

私どももお願いをいたしまして、１月遅れで毎月の数字が

出るようになっております。本橋先生のお話にもありましたけ

れども、この推移を見ながらじゃあ次どうしたらいいかという

対策が少し打てるようになったのかなと、データの面でも少

し進んできたのかなということでございますけれども。

　今年度は憂慮すべきことですが、毎年６月まで前年の数

字を上回って推移をしております。６月は少し落ちついてき

ましたけれども、４月、５月を見ますと６％、７％数字が多

いということで憂慮はしております。しかしながら、こういう数

字が出るようになったということはひとつ自殺対策の上でも

進歩なのかなと思っております。

　対策の経緯ですが、いろいろお話がございましたけれど

も、元 は々精神保健対策の一環ということで始まっておりま

す。WHOで自殺予防のガイドラインが出まして、それを受

けて、まずは厚生省の方で対策が始まりました。健康日本21

という中で自殺予防というものが謳われて、精神保健対策の

一環ということで進められてきました。

　そういう流れの中で、政府としても横に連携をして対策が

進んでまいりまして、18年、今日、清水さんもお見えでござい

ますけれども、民間団体の方 か々ら有志の会へ要望書が出

て、18年に自殺対策基本法が成立しました。ここで政府とし

て一体で、社会的な要因も含めて取り組むということが正式

に制度的に位置付けられたということでございます。

　これを受けまして19年には自殺総合対策大綱が閣議決

定をされまして、本橋先生のお力等もいただきまして、政府

の取組が全体で網羅されて書かれているという流れになっ

ております。

　政府の体制ですけれども、連携が大事というお話もござい

ました。国も同じでして、官房長官を会長といたします対策

会議が関係の大臣10名を集めまして会議を開きまして、こ

の中で各省横に連携をしながら対策を行っています。

　右の上に書いてございます内閣府に自殺対策推進室が

あり、ここで事務を私どもが受け持っておりまして、厚生労働

省の機関でございます自殺予防総合対策センター、ここで

研究等もしていただきながら国として対策を進めています。

公共団体には、これは県のレベルですけれども自殺対策の

連絡協議会、これは全ての県で昨年度設置が終わりまして、

こういう体制で対策が進んでいると、それと関係の団体等と

連携が図られているというような形です。

　いろいろお話の出ています基本法ですが、ちょっと字が

細かくて見難いので恐縮ですけれども、目的として大きな意

義のあるのは、自死遺族の方の支援ということを謳っている

というのが一つです。それから、理念の中では１つ目に社会

的な取組ということで、精神医療の面だけではないところも

背景に様 な々社会的要因があるということを初めて明確にし

た上で取組を実施するとしています。そして、その対策につ

いては、②にあるように、実態に即してやるということでござ

います。そして、先ほどもお話にありましたけれども、進め方

として事前予防、それから危機への介入、そして事後という

ことで、それぞれの段階で効果的な対策を打つということが

理念の中で謳われて、周知が図られているということです。

　基本的な施策は９つですが、これはまた後程説明をさせ

ていただきます。

　対策の基本的な考え方ということでございますけれども、

３つ書いてございます。１つは、自殺は追い込まれた末の

死である。従来、ともすれば自由な意思、あるいは選択の結

政府における自殺対策の取り組み

加藤久喜
内閣府自殺総合対策推進室参事官

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

シンポジウム「部門横断的な協働による自殺総合対策」－３
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果というふうに言われている面もあったわけですけれども、

そこにございますようにいろいろな社会的な要因、あるいは

健康面、あるいは人間関係等の中で追い込まれていった上

の死であると。これは取組によって防ぐことができる部分が

多いということでございます。

　２番目にございますように、防ぐことができるということで

制度慣行の見直し、あるいは相談支援体制の整備等を進め

ることによって自殺は防げるということです。

　最初に本橋先生のお話にもございましたけれども、サイン

を亡くなる方は発しているというところで、精神科の先生が

少ないので相談をしている例は少ないと大綱の当時言われ

ておりました。今、いろいろ分析が進んでおりまして、必ずし

もそうではなくて、いろいろ相談をされている例も多いという

ふうにも聞いております。そういう中でとにかく職場、あるいは

同僚など身近な方がサインに気付いていただくということで、

これを自殺対策、自殺予防につなげるということが３つの認

識です。

　防ぐことができるという例で、先ほど秋田県の例がござい

ました。これは海外の例ですが、フィンランドの取組として86

年から始まりまして、２割削減ということで取り組んで、結果

的に90年から比べて３割減となっています。この事例を見

ましても、やはり取組の最初はなかなか効果が出てこないと

いうことです。86年に始めて、奇しくも秋田と同じですけれど

も、４年間まで自殺者の比率は増えて行きますけれども、そ

こから減っていくということです。

　18年に大綱ができて、18、19、20、21でございますので、政

府も今年度が正念場ということで取り組んでいるというような

状況でございます。

　それから、基本認識の下に６つの基本的考え方というの

をお示しをしております。１つ目が社会的な要因も踏まえて

総合的に取り組むということでございます。厚労省任せにし

ないで失業、多重債務の問題、あるいは教育の中で命の大

切さの理解を進める等、そして私ども、あるいは予防セン

ターの方でもいろいろ働きかけをしておりますけれども、マ

スメディアに対しても適切な報道をしていただくというような

ことを進めております。

　それから今年の予防週間のテーマでありますが、一人ひ

とりが主役ということで、サインに気付いて専門家につない

で、そして見守っていくというような考え方で、国民の一人ひ

とりが主役になるんだということが２つ目でございます。

　３つ目として、先ほどございました未遂者、あるいは遺族

への事後対応にしっかり取り組むということでございます。

　それから今回のテーマである関係者の連携ということで

すね。いくつもの要因があって自殺に至っているわけで、そ

の関係の方 が々連携して取り組むということが大事です。

　そして実態解明ということで、先ほど、毎月データを公表

するというお話をしましたけれども、現在、今、警察のデータ

は基本的に全国統計のみが出ております。そういう中で、今、

私ども解明を進めて、なかなか市町村のレベルまで下りてこ

ないんですけれども、県でいけば、例えば青森県であれば

上十三のレベルで、数ということだけではなくて要因等の分

析も進めるような形で今、作業をしております。少しでも地域

の実態に近い形でデータを出していこうということで取組を

進めております。

　最後ですけれども、先ほどもありましたように、始めてから

優良事例であっても４年掛かっております。いろいろ国会

でも攻められるわけでございますけれども、なかなか即効性

がある施策というのは見い出せない中で、中長期的に頑

張っていかなければいけないということで、私どももそうです

し、地域の皆様方もそういう気持ちで対策を進めていただき

たいと思っております。

　対策のイメージですけれども、まずは自殺、それから精神

疾患に対する偏見をなくすという前提に立って、次に、社会

的な要因をなくすということで、失業、多重債務、長時間労働

等の見直し、あるいは体制の整備、そしてうつ病に残念なが

らなってしまわれた方については早期発見、早期治療という

ような全体の取組の中で自殺対策を進めていこうというのが

政府の全体のイメージです。

　当面の重点施策で９項目、ちょっと時間の関係で一 は々

御説明をしませんけれども、自殺の実態を明らかにした上

で進めていくと。３にございますけれども、特にゲートキー

パーということで、地域の中でも、あるいは学校、あるいは病

院、一般医院の先生の方々、早期に対応をしていただくとい

う意味でそういう人材を養成していくことが非常に大事では

ないかなと思っています。

　それから６番目ですが、社会的な取組ということで、一見、

自殺対策ではないと思われるようなものも含めて全体で進

めていくのが社会的な取組ですので、ここはホームドアなど、

いろいろな対策を総合的にやっていくということでございま

す。

　それから最後に民間団体の連携の強化ということがござ

います。自殺対策の取組が政府として始まったのが18年と

いうことでございますので、やはり実際に現場の活動は民間

団体の方に負っている部分が多い。したがって、こことの連

携も大事ですし、民間団体の育成ということも是非お願いを

しながらやっていかなくてはいけないと思っております。

　大綱につきましては19年にできて、本来５年に１回、大

体役所の計画というのは大体５年に１回見直すんですけれ

ども、これはちょっといろいろありまして、１年で見直しと言

われました。いくつか書いていますけれども、すいません字

が小さくて申し訳ないのですが、緑に網掛けがしてあるとこ

ろが３つ大きな点ですけれども、１つはうつ病がやっぱりメ

インの精神疾患ということで対応が進められてきたんですけ

れども、それ以外にも統合失調症ですとか、あるいはアル

コール依存症ですとか、いろんなことがハイリスク者として

いらっしゃるということで、そこの対応をしっかりとると。それ
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から、５番目の下の方ですけれども、インターネットの関係、

先ほどお話がございましたけれども、ホットラインセンターと

いう有害情報を取り除いていただくところの取り組みを支援

したり、あるいは情報をそもそも載せる際に約款の中で有害

情報は排除していただくようなモデルを作ったりというような

取り組みをしております。それから右下でございますけれど

も、国の体制もさることながら、特に地域ですね、県まではき

ているわけですけれども、市町村に担当部局が、具体に例

えば私どもが通知を流しても、市町村まで行った時に誰が

受け取っていいのか分からないというのが現状です。一昨

年の調査で、県として市町村の窓口を全部把握していると

いうところは４分の１でした。昨年、私ども、是非窓口を作っ

て欲しいということをお願いをして、まだ調査公表前ですけ

れども、調査のレベルでいくとやっと５割を超えたというよう

な段階でございますので、是非市町村でも取組を進めてい

ただきたいなと思います。

　それから、最近の動きとして、先ほどエポックメーキングと

いうか、どこでステージが変わったかという話がありまして、

我々、行政ですので、結局最後、何で示されるかというと文書

ですね。ですから18年に法律が出来たというのは一つ次の

段階に進んだんですけれども、もう一つ、私ども今年、これは

大事だなと思うのは、毎年総理が国会が始まる時に行う演説

です。その中で初めて自殺の部分のことが取り上げられまし

た。書いてある事はもう当たり前のことです。「自殺者は年間

３万人を超えています。誰もが生きやすい社会を作らなけ

ればなりません」という文章ですけれども、行政の方は分か

ると思いますけれども、数多く、政策課題が国にある中で、こ

の１行半を入れるのは非常に、極めて大変なことです。最終

的に大臣のところで掛け合っていただいて、元々原案で落

ちていましたのを復活しました。そういう中で政府としても自

殺対策に本気なんだということが、いわゆる実務的な行政の

レベルでこれは明らかになったんだろうなと。

　県の方にはいろいろとご迷惑をかけていますけれども、今

年度の予算で100億円、自殺対策の基金を作りましたけれど

も、その背景にはやはりこういうものが位置付けられて一歩

一歩前に進んでいるということだと思います。

　毎年の予算編成の中で、いわゆる骨太方針というのが示

されますけれども、その中で基金の活用を通じて自殺対策

を強化するという一文が入っています。沢山各省が入れた

いと手を上げる中で、具体的に基金の名前をあげて対策を

打つということを政府としても明らかにしているというのは、

政府全体のステージとしても次にいっているんだと思いま

す。

　それから、位置づけも2008年は精神保健の部分に入って

いましたけれども、今回、安全・安心社会の実現という中で

自殺のことが語られるようになったと。今回、セーフティプロ

モーションということでは奇しくもこの流れの中に入っている

わけですけれども、そういう位置づけの中で社会的な取組が

政府としても進められてきているということだと思います。

　これは今年の１月ですけれども、経済情勢がいろいろ悪

くなる中で県の方、あるいは関係の省庁の方に私どもとして

通知を出させていただいて、情報の共有だとか相談支援体

制だとかパトロールだとかお願いをしました。この時は予算

が無くて通知だけ出して、ごめんなさいと、予算は無いんで

すけれどもということでお願いをさせていただいたわけです

けれども、後でちょっと御説明しますが、予算は後で獲得で

きたということでございます。

　これは政府の方でございますけれども、21年度の関係予

算ということで160億円弱でございます。これは抽象的で分

かりにくいんですけれども、具体的には自殺対策に特化した

予算というのはあまりございません。内閣府の予算でいけば

１億を若干切るような予算ですし、全体としてはそんなに多

い額ではないんですけれども、この中には例えば道徳教育

を進めるとか、あるいは中小企業の経営者の方の経営相談

ですとか、あるいはハローワークの就職支援というような諸々

を含めて160億円です。国会の中では自殺直接の予算では

ないものを掲げて意味は無いという御議論もあるんですけ

れども、いろいろお話がありましたように横の連携を図って

初めて総体としての自殺対策という意味で、私どもはこういう

中でそういうところにもお声掛けをして、自殺対策という意識

を持っていただいて予算を計上していただいています。

　皆さん、自殺対策に直接関わっておられれば実感すると

思いますけれども、横で連携ということを言うんですけれども、

直接、例えば別の業務をやっていらっしゃる方は自分のとこ

ろがどうしてもメインなので、自殺対策ということは少し横に

置かれるんですけれども、こういうところでリマインドすること

で対策を是非頭の中に叩き込んで連携していただきたい

なということで取り組みをしております。

　内閣府としては、有識者の推進会議とか予防週間とか、い

ろんな事業を進めているところでございます。

　今年の週間、WHOの自殺予防デーを踏まえて９月10日か

ら１週間なんですけれども、その中で私どもとしては気づき、

つなぎ、見守りということを国民の皆さんに知っていただくと

いうことをテーマにして予防週間を進めていきたいなという

ことで、東京だけじゃなくて地方でもシンポジウムの開催を

考えているということでございます。

　先ほどあった、地域自殺対策緊急強化基金、真ん中のとこ

ろに書いてございますけれども、都道府県での相談体制整

備、あるいは人材養成ということで100億円という予算を用意

いたしまして、早いところは今週、県に支出されていますの

で、やっと予算が県まで届きました。今年から３年間で実施

をするということで、メニューとしてはそこにございますような

電話相談ですとか、あるいは対面相談とか人材養成、それ

からリーフレット、それからこういう定型的なものじゃない地

域のいろいろなパトロールですとか対策がございます。様々

なメニューを書いてございますけれども、私どもがこれをお
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願いしているのは、是非、特に３年間ということで県で人を

雇って人件費には当てて対策を行うのではなく、是非地域

で活動をされている民間の方 と々タイアップをして、そういう

ところの支援も差し上げながらやっていただきたいなという

のが私どものお願いでございます。

　なかなか民間の方に補助金を出すということに対して抵

抗感があるのは、私も役人を30年近くやっていますので分

かるんですけれども、是非そういうことがないようにしていた

だきたいなと思いながら配分しております。昨今の情勢です

ので、国がああしろ、こうしろというのはなかなか言えません。

もう全て県の自由裁量ですから人材養成が必要だというとこ

ろもあれば広報が必要だというところもあります。それは地域

の特性に応じてやっていただきますけれども、いずれにして

も少ない県で１億、多い東京都で６億ぐらいのお金を配分

して対策をお願いしているところでございます。

　先ほどデータの話が出ましたけれども、これは県のレベル

ですけれども、やっぱりちょっと見ていただいても地域で状

況が全然違います。例えば、男性のところを見ていただくと、

やっぱり働き盛りの方が亡くなっているんですけれども、上

から青森、岩手、秋田、東京、愛知、大阪となりますけれども、

若い方が割と多く、比率的には働き盛りの方で男性の方が

亡くなっていらっしゃる。北東北のほうは、やっぱり40代、50

代が多くて60代というところで、中高年の方が特に多い。女

性の方を見ていただきますと、これは明らかに傾向が違い

まして、青森は若干傾向は低いんですけれども、特に女性

の方は70代以上の方で半分近く亡くなっていらっしゃるとい

うことで状況が違う。あるいは原因、動機、これは一概に１つ

だけではない、いろいろな要因があるわけですけれども、18

年までは警察の方で原因を統計で１つしか取っていませ

んのでこういう結果ですけれども、都市部の方にいけば病苦

などが多いんですけれども、地方はやはり経済、生活難が多

いという傾向でございます。

　それから、最後に地域における自殺対策の期待ということ

で、それぞれ立場があると思うんですね。県の役割、それか

ら市町村の役割。県としては総合的な対策を立てて旗振り

役、それから効率的な支援供給という意味で情報、人材育成、

基金の活用等をやっていただきたいのですけれども、あまり

いろんなところで言われないんですけれども、私は、今日は

反町先生がいらっしゃるので言うのではないですが、県の出

先ですね、出先機関はとても大事だなと思います。私も山陰

の片田舎の出身で、人口は２万人ぐらいですけれども、そう

いう町というのは、先ほどもありましたけれどもリーダーが１

人いれば変わります。ただ、リーダーがいないとなかなかレ

ベルが上がってこない、レベルが随分違うんですけれども、

県のレベルというのはかなりの人材がいらっしゃるので県の

出先機関というのはすごい大事ですね。それから連携して

いただく場合も、もちろん県の連絡協議会があるんですけ

れども、市町村のレベルでなかなか、いろいろな業界団体と

か、あるいは政府の出先というのも無いんですけれども、例

えば上十三の地域になればそれなりのネットワークができて

きます。そういう中で是非、私としてはこういう地方部におい

ては保健所なり地域の県民局、まあ場所によって県事務所と

言ったり、言い方はいろいろありますけれども、そういうところ

の活躍を是非お願いしたいなと思います。

　それから、市町村の役割も大都市部と地方部ではかなり

違います。私も田舎に高校生までいましたので実感します

けれども、１万人ぐらいの規模ですと顔が全部分かるんで

すね。もう20万、30万の市になると職員が市民の全部の顔を

分かりませんけれども、顔が全部分かるという意味で顔の見

える連携というのが行政とか、あるいは対策を立てる側だけ

じゃなくて地域の方でもできてくると。そういう地域ごとの連

携をしている市町村を束ねて、保健所の方で地域をまとめ

ていくという意味で、セーフコミュニティという形で、今回、十

和田でされますけれども、是非その成果を期待したいと思っ

ております。

　内閣府の私どもの部局は交通とか犯罪被害も担当してお

りますけれども、全体の中でやっぱりセーフコミュニティとい

うのは大事ですし、生きやすい社会を創っていくという意味

で是非地域の中から自殺対策も含めて安全・安心なまちづ

くりを進めていっていただきたいなと思います。

　雑駁でございますけれども、私の説明は以上とさせてい

ただきます。

　御清聴、ありがとうございました。

（反町座長）

　どうも、加藤様、ありがとうございました。

　自殺対策基本法、あるいは自殺対策大綱に基づく政府の

自殺対策の基本的な設計を非常にクリアにお話して下さい

ましたし、また役所の中でというか、国会も含めて、総理大臣

の施政方針演説の中に今年の1月に「自殺者が３万人を超

え、誰もが生きやすい社会を作らなくてはならない」とか、あ

るいは骨太の方針の中に自殺対策強化基金のことを入れて

いただくとか、難しい立場にいらっしゃる中で、政府の中でも

地道な作業をしていただいているということを興味深く拝聴

させていただきました。

　また、基金の使い道についても、是非民間団体の支援に

使って欲しいと。なかなか今まで行政の中でそういう使われ

方をしていませんので、財政課等で難しいところもあるかも

しれまんが、そういう基金の主旨もお話いただきました。

　そして、やはり自殺の状況も都市部と地方で違うというとこ

ろもお話いただきましたし、最後に県の出先の保健所とか県

民局とか、そういうところの役割が非常に重要だよと、そういう

励ましの言葉もいただきましたし、そしてセーフコミュニティ

活動がもつ意味についても、ポジティブな応援の言葉をい

ただきまして大変心強く思ったしだいです。どうもありがとう

ございました。



 27日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.3　No.1　　2010

自殺のない「生き心地の良い社会」を創るために

（反町座長）

　それでは次に、NPO法人自殺対策支援センター、ライ

フリンク代表の清水康之様に御講演をいただきます。皆

様ご存知かと思いますが、自殺対策基本法ができてきた

背景の中には、自死遺族支援に関わる様々な方々、ある

いは自死遺族の方自身がかなり関与されていまして、そ

のとりまとめをしたNPOが自殺対策支援センターライフ

リンクでして、自殺対策基本法を制定されるにあたって

３万人署名を求めて10万人集めたとか、そういった動き

があって政府や国会も動いて自殺対策が作られたと。対

策や大綱ができた後もそれがちゃんと機能していくべく、

全国の民間団体のかなめとなって活動をされているライ

フリンクの代表の清水さんにこれからお話をしていただ

きます。

　よろしくお願いいたします。

（清水シンポジスト）

　皆さん、こんにちは。

　今、御紹介をいただきましたNPO法人自殺対策支援セ

ンターライフリンク代表の清水と申します。

　時間も限られている関係もありますので、ちょっと皆

さんに１本、早速ですが見ていただきたいVTRがありま

す。こちらをまず上映しますので、よろしくお願いしま

す。

　今、テロップの表示にもありましたけれども、毎年自

殺で亡くなる方の数というのは東京マラソンの出走者と

ほぼ同じ数です。御覧いただいているのは去年２月に開

催された東京マラソンの映像です。スタート地点となっ

た東京都庁から大体1.5キロぐらい離れている靖国通り

沿いにある雑居ビルの屋上から私自身が撮影したもので

す。

　数で３万人、３万人ということはもちろん繰り返し言

われていて、皆さんもよくお聞きになっているとは思う

んですけれども、実際３万人というのは人が道路を埋め

尽くすという状況が続いているわけですけれども、これ

が20分間続くんですね。20分間続いて、やっと３万人。

当たり前のことですが、この走っている方一人ひとりに

それぞれのゼッケン番号があるように、亡くなった方、

亡くなっていく方一人ひとりにも掛け替えの無い人生が

ある。私達やこの走っているランナーと同じように、亡

くなった方達一人ひとりにも家族がいたり友人がいたり、

生まれた故郷があって、いろんなことを経験して来た、

経験を積み重ねてきた人生があるわけですよね。そうし

た人生が毎年３万数千人分ずつ自殺によって失われて

いっている。

　よく自殺は、個人の問題か社会の問題かと議論がある

わけですけれども、確かに自殺というのは人の生き死に

の問題、命の問題に関わるわけですから、極めて個人的

な問題であることは間違いないと思います。ただ同時に、

毎年３万数千人ずつ亡くなっているということは、これ

は社会的な問題でないわけがないわけですね。

　どういう意味かと言うと、もし、この毎年亡くなって

いっている方が個々人の性格の問題で亡くなっている、

あるいは自殺したいような人達ばかりがもし自殺で亡く

なっているのであれば、日本ではこの10年間で30数万人

が亡くなっているわけですけれども、もしこの方達が、

その方達の多くが個人的な理由で亡くなっていると、あ

るいは性格的なことで亡くなっているんだというのであ

れば、ある年に、例えば20万人ぐらいどっと亡くなって、

もう自殺しそうな人、自殺する性格の人達はもう社会で

自殺で亡くなってしまったから翌年からは２千人、３千

人というような、まあ言ってみれば年間の自殺者に増減

があってしかるべきですよね。

　でも、実際にはどうか。３万数千人、コンスタントに

亡くなり続けているわけです。きれいに３万数千人。２

万人になって５万人になって１万人になってというん

じゃないんです。毎年３万数千人ずつが確実に亡くなっ

ていっている。これは考え方としては社会の中に３万数

千人の人達が自殺で亡くなるだけの条件が整ってしまっ

ている。

　３万数千人というと、１日大体90人～100人です。１日

100人が自殺しなければ、私達の社会というのは明日を迎

えられない。１日100人が自殺で亡くならなければ１日を

終えられない。そうした社会になってしまっているとい

うことですね。

自殺の問題はいろいろな観点から議論をする必要がもち

ろんあります。医療の分野でもそうですし、あるいは多

重債務、借金といったような問題もありますし、労働の

問題、学校のいじめの問題、介護疲れの問題、いろいろ

自殺のない「生き心地の良い社会」を創るために

清水康之
NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

シンポジウム「部門横断的な協働による自殺総合対策」－４
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ありますけれども、でも基本的には、一番の根本立ち返

るべきところというのは自殺というのは人の生き死にの

問題であって、私達社会全体のこの時代、この社会に関

わる、生きている人全ての人に関わる深刻な社会問題な

んだというところを入口にして自殺の問題を考えていく

必要があるんじゃないかと思っています。

　今日、私、東京から新幹線で来たんですけれども、来

る途中にでも、私達の日常的な問題でありながら自殺の

問題とも非常に深く関わっているニュースに接しました。

私、携帯電話にNHKの、私元々、2004年までNHKでディ

レクターをしていたんですけれども、TVディレクターで

クローズアップ現代という夜の番組をずっと担当してい

たんですが、私の携帯にはNHKのニュース速報、よく画

面にテロップで上の方に地震とかありますよね、出ます

よね、あれが私の携帯のところにメールで届くように

なっているんですね。ちょうど８時半を回ったぐらいで

したね、ニュースが飛び込んできました。

　それは、この７月の失業率が5.7％となって、過去最悪

になったと。5.7％というと、これは03年の４月に5.5％

になったんです。日本の自殺者がちょうど３万４千人を

超えて過去最多を記録した年ですね、その年の失業率が

5.5％だったわけですが、その5.5％を超えて5.7％まで悪

化したというニュースでした。5.7％というと、人数にす

ると大体360万人ぐらいです、その方が失業。

　先ほど、加藤さんからもこの上半期の自殺者の話があ

りましたけれども、上半期だけで１万７千人になってい

ます。単純に×２でも３万４千人ですね。しかし、その

条件として失業率が高くなって、経済生活上の状態が悪

くなってきているということは自殺に追い込まれるきっ

かけが起きやすいという意味では、ここままいけば過去

最多ということになりかねない、それぐらい緊急的な事

態に今、私達はあるんだということだと思います。

　ニュースはあと、他２つあって、もう１つは、私、東

京駅で読売新聞と朝日新聞を買って読んでいたんですけ

れども、読売新聞の第一面が「民主、圧勝の勢いを保つ」

という、衆院選の終盤情勢調査に関してでした。政治の

問題も極めて自殺対策に密接に関わっています。先ほど

加藤さんの方から、首相の、麻生総理の施政方針演説に

１行半入れるのが大変だったという話をされていました。

これ、本当に大変なことなんですね。その大変なことを

内閣府もやって下さっていますし、我々もまた民間の現

場からいろいろな声を国会に届けて、メディアを通して

であったり、あるいは自殺対策に関心を持っている議員

がいますので、その有志の会を通してであったり、投げ

かけているんですけれども、ものすごい大変です。

　つまり、いろんな社会問題がある中で、何で政府が自

殺対策に取り組まなければならないのかということを、

説得力をもって国会だけじゃなくて社会に対してプレゼ

ンをしていかなくてはならないんですね。単純な話でい

うとインフルエンザですね、新型インフルエンザ。あれ

なんか、もう与謝野大臣が「こういう人の命に関わる問

題については人も金も惜しまず投じます」と言って、二

次補正で確か500億ぐらいついたんですよね。500億円、

ボーンと付くわけです、新型インフルエンザ。

　じゃあ自殺対策はどうなのか、先ほど加藤さんが150億、

160億ぐらいでしたか、毎年の予算の大きなくくりでおっ

しゃっていましたけれども、厳密に狭義の意味で、広い

意味じゃなくて自殺対策という柱で立っている予算とい

うのは大体年間20億～30億ぐらいでしかないんですよ。

毎年３万数千人、１日100人ぐらいが亡くなり続けている

にも関わらず、言ってみれば自殺対策というのは政府の

中では重点政策ではないわけです。

　そういう中ででも施策としてちゃんと社会に訴えてい

かなくてはならない。社会を説得して、メディアでいろ

んな形で報道をしてもらう。それを見た国会議員が、「社

会はこういう問題に関心があるんだな。自殺対策に関心

があるんだな。自分達もやっていかなければいけないん

だな」というふうに感じるようになって、感じるだけで

は動かないので、そこで理詰めで内閣府であったり我々

の現場の方でやっていかなければならないというふうに

議員を説得して、それでようやく自殺対策が動いている

のが現状なんですね。

　ですから、ちょっと話が逸れてしまった感があります

けれども、何を言いたいかと言うと、民主党政権になれ

ば、私は別に民主党シンパでも何でもないので誤解をし

ていただいたら困るんですけれども、ただ少なくとも民

主党が今、問題意識として掲げているのはこれまでの

様々な施策というのは官僚主導でやられてきたと。だか

ら縦割りを超えられずになかなか自殺、あるいは少子化

といったような、背景に複合的な問題が絡んでいる問題

に対してはなかなか対応し切れなかったと。だからこそ

政治的なリーダーシップを持ってやっていくんだという

ことが鳩山さんの主張だと思うので、民主党政権になっ

たら、今、縦割りでなかなか連携が取れない、連携とい

うのは自殺対策の重要なキーワードであるにも関わらず、

実際に蓋を開けてみると、先ほど加藤さんが示してくだ

さった予算も蓋を開けてみるとそれぞれの省庁の何々局、

何々課が担当をするということが決まっていて、連携な

んてほとんどできてないんです、実際には。それはただ

官僚の人達が悪いというのではなくて、官僚の人達はそ

れぞれの省庁の中でやるべきことが決まっていて、それ

に基づいてやっている。それを横断的にやる時には当然
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政治がリーダーシップを取ってまとめていかなくてはな

らないんだけれども、それが機能をしてなかったがため

にこれまで官僚の縦割りの中で自殺対策も行われてきて

しまった。それが政治的なリーダーシップが発揮される

ようになれば、少しはまとまって、本当に総合的な名に

ふさわしい対策になっていくのではないか、そういう期

待感をもって読売新聞を見て、「あっ、これ、自殺対策に

関係しているな」と思いました。

　あと朝日新聞ですね、朝日新聞の一面トップは「賃貸

更新料、高裁が無効」という見出しが立っているんです

ね。この賃貸更新料というのは東北ではあまり無いみた

いですけれども、マンションの賃貸を契約する時に、ま

あ２年契約だとしますと２年を終わって契約を更新する

時に更新料として家賃１か月分とか２か月分また払わな

くてはならないというのが慣習になっているんですね。

関東もそうですし関西の方も。それが無効だというふう

に高裁が判決を下したということなんです。これが何で

自殺対策と関係あるかというと、この無効というふうに

言ったその論拠は、消費者契約法という法律があるんで

すけれども、消費者にとって決して合理的な理由でない

形でお金が徴収されようとしていると、これは違法だと

いうことで無効と言っているわけですね。

　ちょうど、この消費者契約法に基づいて今年の春に連

帯保証契約が無効だという判決が京都の方でありました。

連帯保証債務というのは、実は経営者の自殺に非常に深

く関わっている社会制度なんですね。例えば私が会社の

経営をしています、会社の運転資金として銀行からお金

を借りたいと思ったとします。その時に、５千万円借り

ることにしましょう、その契約の時に、もし会社が事業

不振に陥って返せなくなったら、経営者である私が自分

の資材を投げ打ってでも返しますよということがまず契

約上の場合、ほとんど盛り込まれるんですね。私がそれ

は保証人になっているということです。会社がダメに

なった時の保証人として、経営者が契約をしなければな

らない。

　連帯保証人というのは、この更に先を行くんですね。

会社が返せなくなったら私が返します。私も返せなく

なった時には、例えば反町さんが返しますよと。反町さ

んが連帯保証人になるわけです。まあなってくれるかど

うかは別にしてですけれども、話の上で。反町さんに連

帯保証人になってもらう。そうすると、会社が倒産しそ

うになっていると、５千万円借りたんだけれども、それ

が返せなくなったとします。私の自宅を売っぱらっても

２千万円にしかならない。もう身銭を全部叩いても２千

万円にしかならない。そうすると３千万円借金が残りま

すよね。どうなるかというと、反町さんのところに取立

てが行くわけです。そうすると、私はもう反町さんの信

頼を裏切ることに成りかねない。もう反町さんに「青森

に講演に来い」と言われたら、もう飛んでこなければな

らないぐらいのこの関係でありながら、反町さんに３千

万円の借金を押し付けるなんてことは私にはできないと。

　そうすると、どうするか。簡単です。「あっ、そういえ

ば生命保険があったな。１億円の生命保険に自分が入っ

ていた。生命保険に入っているので、自殺の免責期間も

もう終わっている。つまり、今、自分が自殺をすれば１

億円下りる」。下りて、その１億円のうちの足りない分、

３千万円を、借金の５千万円を返して、自宅を守って、

５千万円を家族に残して、家族の暮らしを守って自分だ

け去っていくか、それとも生命保険はあるんだけれども、

まあ生き延びて、生きて、それで反町さんに３千万円の

借金を背負わせて、今度反町さんは自分の家を売らなけ

ればならなくなるかもしれないというような、もし反町

さんが仮に経営者だったら、これでまた連鎖倒産が発生

するかもしれない。

　そういうふうに、関係者を巻き込んで、場合によって

は地域の経済の連鎖倒産の引き金を自分が引くのかとい

う選択肢を経営者が具体的に迫られるわけです。今、現

状においてもですよ。

　そうした中で、経営者の中には「そんな、路頭に迷わ

せるようなことはできない、他の人に迷惑を掛けること

はできない」と自殺をしている人が沢山いるわけです。

　これも、ただ消費者契約法に基づいてこの連帯保証債

務というのは無効だと、これは毎回無効になるわけじゃ

ないんです。それは私が反町さんに「連帯保証人になっ

てくれ」と頼んだ時に、「絶対迷惑を掛けないから」とい

う一言、このケースの場合は言ったらしいんですね。そ

うすると反町さんは「じゃあ、なろうか」と言って連帯

保証人になったわけであって、それがでも実際には蓋を

開けてみたら迷惑が反町さんのところにいった。要する

に、私が返せなくなったので会社が反町さんのところに

請求したわけですね。でも、反町さんが返さないので裁

判になった。裁判になった時に反町さんが言ったのは、

反町さんの立場にある方が言ったのは、反町さんが言っ

たんじゃないですね、反町さんの立場の方が言ったのは、

「私は連帯保証人のサインをする時に、絶対に迷惑を掛け

ないと言われた。だからサインをしたんです」と。これ

は消費者契約法の中で断定的判断の提供を受けたという

ことになるんですね。つまり、反町さんが判断をする基

準となったことが、断定的に言われている、絶対に迷惑

を掛けないと。それを基準にして契約をしたんだという

ことで、これは裁判でこの契約は無効になったんです、

取り消しになったんです。
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　なぜなったかと言うと、消費者契約法ですし、今、ちょ

うど消費者庁がもうまもなくできますよね、９月１日で

したっけ。今、生産者から消費者へというふうに保護の

対象が、流れが少しずつ変わってきている。

　自殺対策も、実はこの同じような流れで、これまでは

施策者本意で、支援をする側の理屈でいろんな支援策が

提供されていたけれども、それを当事者本位に、困って

いる人一人ひとりの当事者本意に変えていかなければな

らないと。ちょうど今、自殺対策はまさに過渡期にある

んだろうと思っています。自殺対策基本法ができて、確

かに自殺対策を社会全体で推し進めていくという土台は

できた。でも、それで何かが変わるわけじゃない。その

法律を使って、法律を使い倒して、行政とか民間とかが

連携をして、本当の意味で連携をしていく。当事者にとっ

て問題解決にたどり着きやすいような状況を作っていく、

それが必要なんだということです。

　今日、だから新幹線で来る中で「今日、何を話そうか

な」と思っていた時に、実は自殺対策というのは決して

遠い、誰か専門的な立場の人が専門的なことを言うので

はなくて、今、お話したような連帯保証債務の問題であっ

たり消費者契約法の問題であったり、あるいは政治的な

行政の縦割りの問題であったり、そうしたものが非常に

密接に関わっているんだということで、これは是非お話

したいなというふうに思いました。

まだ私、時間あります？

（反町座長）

　あと５分くらい。

（清水シンポジスト）

　分かりました。本当は、これは言ってみれば話のきっ

かけのつもりだったのですけれども、自分自身で盛り上

がってこんなに時間を費やしてしまったんですが。

　それはさておき、これをちょっと御覧いただきたいと

思うんですね。自殺要因の連鎖図というふうに書いてあ

ります。これは、私達、今、自殺の実態調査をやってい

まして、この調査というのは遺族の方達に直接聞き取り

をして、御家族がどういう経緯で、どういうふうに自殺

したのか、亡くなったのか、そのプロセスを聞いている

んですね。それを自殺実態白書2008ということで、去年

の７月に電話帳みたいな分厚い報告書にまとめて出して

いるんですけれども、これはライフリンクのホームペー

ジにもぶら下がっていますので、ヤフーなり何なりでラ

イフリンクというふうに検索していただければライフリ

ンクのホームページが出て、そこから辿れるようになっ

ているのですが、その調査の中で分かってきたことがい

くつかあるんですけれども、重要なことは、自殺の背景

にある要因というのは決して単純ではないと。むしろ複

数あって、私達の調査の中からは１人平均４つの要因を

抱えて亡くなっていました。４つの要因。

　例えば、その４つというのは無職者であれば、まず失

業がきっかけとなって生活苦に陥って、何とか生活を支

えていかなければならないということで、お金を銀行が

貸してくれないので消費者金融だったら免許証、保険証

があればすぐ50万円貸してくれるというので借りに行っ

た。仕事が見つかればすぐに働いて返せるだろうと思っ

ていたけれども、仕事が見つからないという中で多重債

務に膨らんでいって、それで仕事が見つからないし生活

が苦しいし取り立ても厳しくなって、精神的にも追い詰

められてうつ病になって自殺というような形ですね、例

えば。これはまさに４つですけれども。

　決して、これ、本当にこんなにきれいにいくわけがな

いんですが、ただ、事態を分かりやすく社会に伝えると

いうことも自殺対策の非常に重要なことであって、我々

は敢えてこういうふうに単純化して、事実を歪曲しない

形で単純化してお示ししているわけです。

　あと経営者の場合も、事業不振がきっかけとなって生

活苦に陥って、やはり多重債務に陥ってうつ病で自殺と

いうような。

　この自殺の背景にある様々な要因の連鎖の仕方に、あ

る一定の規則性があるというのが分かったというのがこ

の図です。この上の方にきているのが自殺の経路、プロ

セスの一番きっかけになりやすい、出発点となりやすい

要因ということです。事業不振、職場環境の変化、過労。こ

うしたものがきっかけとなって自殺のプロセスに踏み込

んでいく、踏み込まざるを得ない状況になっていくとい

う意味です。

　こうした要因が発生した次に起きやすいのが身体疾患

ですね、体を壊す。職場の人間関係が悪化する、失業す

る、負債、多重債務を含めて借金をする。こうしたもの

は何か手前に要因があって、それが連鎖した結果起きて

くる要因だと思います。そして、この連鎖がさらに悪化

していった時に、要因として起きやすいのが家族の不和

であったり生活苦であったりうつ病ということですね。

この連鎖がここまで悪化して、さらになお止まらない時

に自殺が起きているということです。

　自殺の手間に４つの要因があるということは、こうい

うものが平均すると４つぐらい連鎖した末に自殺が起き

ているということです。ですから、うつ病から自殺、う

つ病というのは確かに自殺の一歩手前にある要因なわけ

なので、ここを連鎖しないように断ち切る、ものすごく

重要なわけです。自殺対策の重要な柱であることは間違
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いない。ただ、この下の部分を、自殺のところを隠して

見ていただくとよく分かりやすいのですけれども、うつ

病というのは自殺の一歩手前である要因であると同時に、

他の様々な要因の結果でもあるんですね。ですから、様々

な要因がうつ病に連鎖しないように手前、手前で連鎖を

断ち切っていく、そうした対策も重要だということです。

　ただ、残念ながら、今、ほとんど日本で行われている

自殺対策というのはこの連動性がないですね。例えば、

失業した、これはハローワークでやっています。うつ病、

病院であったり、あるいは保健所でやっています。ある

いは生活苦、これは行政の生活支援、福祉事務所とかい

うところですよね。ハローワークでメンタルヘルスの問

題だったり、あるいは生活支援の問題だったり、そうい

うところで相談に乗ってくれるというのはないですよね。

ピンポイントで問題を抱えた人がそれぞれの窓口にたど

り着かなくてはならない。施策者本位の、施策者にとっ

て都合のいい形の窓口になってしまっている。本来であ

れば当事者であって都合のいいように、ハローワークに

は失業者が集まるわけですから、失業者は多重債務に陥

る可能性があるし、生活苦に陥る可能性があるし、ある

いはうつ病になる可能性も高いわけですから。失業者が

集まるハローワークでそうした要因の相談にも乗れるよ

うな体制を作るとか、あるいは河西さんが先ほどおっ

しゃっていた救急救命のところには未遂で運ばれてくる

方がいらっしゃるわけですから、その方達を精神科が一

緒にケアできる、あるいは精神科が精神保健福祉ケース

ワーカーの人達と協力しながら自殺の背景にある社会的

な要因の解決にもつなげていくような、そうした当事者

本位の連携が必要なんだと。

　まだ話は切れないのですけれども、もういい加減時間

だと思いますので、あとはディスカッションのところで

お話させていただきますが、最後まとめ的なことを言う

と、このセーフコミュニティ、まさに「今日も無事でい

て欲しい」、これがものすごい象徴的だなと思ったんです

けれども。自殺というのは様々な社会問題が最も深刻化

した末に起きているわけですよね。ですから、自殺対策

に対応できる地域のネットワーク、あるいは地域という

のは他のあらゆる社会問題に対しても対応できるはずだ

と思います。ですからセーフコミュニティづくりの切り

口として、極めて有効な切り口として自殺問題、自殺対

策を捉えて是非推進していっていただければ、また私自

身も実務的なことが本業ですので、またここでも展開さ

れる時には関わらせていただければと思います。

　ちょっとあちこちいった話になってしまいましたが、

どうも御清聴、ありがとうございました。

（反町座長）

　どうも、清水さん、ありがとうございました。

　最初にビデオに、やっぱり３万人、一人ひとりの掛け

替えの無い命が失われていることの意味を私達噛み締め

ることができましたし、その後、縦割りを克服して横断

的な協働をするために求められる政治的リーダーシップ

のことであったりとか、賃貸更新料や連帯保証契約をめ

ぐる裁判の話を通して自殺に陥っていくプロセスを身近

に感じることができたのではないか、また自殺対策実態

調査の結果、分かった自殺の危機経路、それも具体的に

示していただいて、これまでの施策者本位の仕組みを

サービスを受ける当事者本位の、悩む人の当事者本位の

仕組みづくり、連携づくりの必要性ということをお話し

ていただいて、最後に自殺対策に対応できる地域のシス

テムというのは、あらゆる安心・安全の問題に対応でき

るのではないかなというセーフコミュニティに対する応

援の言葉もいただきました。
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（反町座長）

　それでは最後の演者になりますが、地域で取り組む自

殺予防対策　～私達にできる暮らしやすい地域づくり～

　と題しまして、青森県東北町の保健師の新堂府子さん

にお話をいただきます。

　新堂さん、東北町をちょっと御紹介しますと昨年度か

ら市町村レベルで心の健康づくり協議会、自殺対策協議

会を作って取り組まれて、かなり私の目からいくとうま

くいっているのではないのかなというふうに思われまし

たし、取り組んだあと自殺者もかなり減らしていらっ

しゃるんですね。そういうことで今日、お願いいたして

おります。

　新堂さん、よろしくお願いします。

（新堂シンポジスト）

　皆さん、こんにちは。

　青森県東北町保健衛生課保健師の新堂です。今日はこ

のような場での発表の機会、どうもありがとうございま

す。

　私からは、地域での自殺予防活動として取り組んでい

る心の健康づくり対策協議会と、保健協力員健康劇によ

る啓蒙活動というところの２点について報告したいと思

います。

　まず、東北町ですけれども、平成17年３月に旧東北町、

旧上北町との合併で新東北町として人口19,243人、高齢

化率27.4％という町になっております。

　続きましてこちら、自殺率の推移ですけれども、先ほ

どからお話にありますように平成10年から全国的に自殺

が３万人を超えている状況にあります。こちらが県にな

りますけれども、青森県はその中でも全国でもワースト

２位、３位という状況にありました。さらに東北町はこ

の上の線になりますけれども、国、県よりもさらに高い

状況、平成15年、16年、このあたりのピーク時点で見ま

すと国や県よりも２倍、３倍という高い状況になってお

ります。現在このピーク時からは減少傾向にありますけ

れども、まだ高い状況になっております。

　続きましてこちら、町の統計ですけれども、先ほどお

話したとおり15、16年がピーク、全国的な統計のように

男性の方が女性より多い状況にあります。平成12年にあ

たっては女性が０という、初ですけれども０という状況

にあります。

　こちらも統計になりますけれども、平成17年からの男

女別、年代別の自殺者数です。こちらの方、御覧になっ

て分かるとおり各層、男性が高い状況。そしてここに山

がありますとおり、壮年男性、あと高齢者は男女高いと

いう特徴があります。

　これらのことから、東北町の特徴としましては、まず

男性壮年期、あと高齢者の自殺が多い。２点目ですけれ

ども、こちらの方、統計的なところはデータを載せてお

りませんけれども、東北町、毎年１件、２件、服毒によ

る自殺があります。ただ、この19年に関しましては全自

殺者数の半数が服毒による自殺という特徴的なデータが

出ております。この点から、この２点が町の特徴といえ

ます。

　そこで、これまでの対策の方を振り返って見ての表で

す。まず17年３月に合併してから、17年度中はそれぞれ

旧町村の地区活動として実施しておりました。18年度に

なりまして、それでも何となく物足りなさを感じまして、

保健所の支援ということで保健所と一緒に健康教育の計

画、健康づくり計画、広報掲載、ポスター掲示を行って

おります。19年、この年になりまして、やはり18年度実

施してみてまだ何か物足りない、自分達の活動に自信が

持てないということがありまして、この年、春先、県の

精神保健福祉センター、その時の所長は渡辺所長になり

ますけれども相談をしまして、これまでの一次予防の活

動で十分なのかどうか助言をいただきました。その結果、

上十三地域、医療が恵まれておりませんので二次予防は

やはりタイムリーにはこなせないということで、一次予

防重視で行った方が効果が出るだろうということでした。

そこで、町の方針としましては一次予防を重点的に取り

組むという方向性で活動をしております。

　この19年度につきましては、保健協力員、毎年健康劇

を行っておりますけれども、それまではこの自殺予防、

心の健康づくりのテーマは敬遠されがちでした。18年度、

他町村の健康劇を見て、ちょっと自信を持った協力員が

この19年度から心の健康づくりの健康劇を実施しており

ます。そして昨年、20年度は心の健康づくり対策協議会

の方を設置しております。

　これまでの活動を振り返ってみますと、まず町ではう

つ病を中心の健康教育を行っています。でも、なかなか

新堂府子
青森県東北町保健衛生課主任保健師

日本セーフティプロモーション学会第３回学術大会

シンポジウム「部門横断的な協働による自殺総合対策」－５

地域で取り組む自殺予防対策
～私たちにできる暮らしやすい地域づくり～
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効果が出ない、これでいいのかという疑問の声。取り組

みは、保健衛生課のみ。各組織といっても保健衛生課内

の関係組織だけで、それではどうも不十分じゃないんだ

ろうか、広がりがもてないというところ。あと自殺の問

題を個人の問題と捉えがち。死にたいんだから仕方が無

い、自分達が関わっても意味が無い、そういった声が課

内にあり、そして、役場内にも温度差があるという状況

にありました。

　そこで、いろんな組織、保健衛生課以外の関係組織、

いろんな人達に自分達の活動をしってもらい、一緒に取

り組んでもらう組織が必要だろうということで、平成20

年度、心の健康づくり対策協議会を設置しております。

この設置にあたりましても、やはり財政の方から、そん

なの設置してもムダじゃないかという声もありましたが、

この時の町長の理解と、あと一般質問の方でもこういっ

た関係のテーマがありまして、それが後押しとなってこ

の協議会の設置となっております。

　こちらの方が実際の協議会の目的、構成員の方ですけ

れども、目的につきましては関係機関が連携をして自殺

予防の推進を図る、構成員の方ですけれども、従来保健

衛生課に健康づくり推進協議会という組織があります。

ただし、それは保健衛生に関する組織だけでしたので、

今回の構成員の方、約半分がそれとは違う新しい組織に

なっております。と言いますのも、特徴的なのがここの

産業保健センター、あとは人権擁護委員、社会福祉協議

会、何よりも自殺に一番最初に関わってくれるであろう

警察の方、それと行政の方もこれまでは他課の方を交え

たことがありませんけれども、関係するだろうと思われ

る福祉課、社協課、学務課、あと農薬による自殺が多い

ということで農林水産課、商工観光課などを含んで、健

康づくり推進協議会よりもボリュームのある委員で構成

をしております。

　この協議会のルールとしては各委員、とにかく１人ず

つ感想でもいいので発表をしてもらって、自殺問題を意

識づけるというところで実施しております。

　これが実際に第１回目、昨年の９月に実施しておりま

す。この時のねらいは、自殺問題を意識づけるというこ

とで、まず主だったところを３つ揚げておりますけれど

も、「男性に自殺が多いのは悩みを相談する機会が少ない

のかもしれない」という意見。安心電話を通じて自殺予

告がありました。でも、これについても「なかなか勉強

をしてないと対応が難しい」、これは民生委員の方の声で

す。それと、人権擁護委員の方の声なんですけれども、

「実際24時間、死にたいという人があった時、電話で対応

できるシステムが必要なのではないか」という声も聞か

れておりました。その他の意見としても、先ほど言いま

した農薬管理についても、「管理がまず徹底していない」

という声や、協力員の方からは、「実際、うつになった場

合、休暇を取れる職場は一体どのくらいあるのか。職場

の理解も必要なのではないか」という声も聞かれており

ました。

　こちらの方が実際の協議会の風景ですけれども、司会

をしているのが当時の町長になります。

　そして２回目、年度末に実施しています。この時のね

らいが、自殺の危機経路対策。先ほど清水さんからもお

話がありましたけれども、各要因、いろいろありますの

で、その要因について、どこに相談をするのか考えよう

ということで、債務中心に行っています。この時の声と

しては、まず「借りる人は借りること、それだけに一生

懸命だ。冷静に判断することができないので、判断でき

る人につなげることが大事だ」、「融資が受けられない人、

親戚とかにも誰にも相談できない」、これは漁協の方の声

だったんですけれども「漁協の方でも年越し資金を貸し

たり弁護士紹介、あと破産したケースもある」というこ

と。あと、住民は、「実際、行政にはなかなか相談に行か

ない。行政よりは農協や商工会の方に行く」。それと、こ

れは役場の方、「税務課の方でも相談の場所を教えてくれ

ればいいのに」というのが、「滞納の関係で税務課の方に

行った時に相談をする場所を教えてくれなかった」とい

うのがあったということからこういった声も揚げられて

いました。その他にも町の特徴、農薬管理がありますけ

れども、農林課の方からは「農薬管理の方を徹底してい

かなければいけない。昔、農薬を一気に回収をしたこと

があったけれども、まだ残っているものもあるかもしれ

ない」ということで、「課の方でも対策を進めなければ」と

いう声が聞かれておりました。

　こちらのが２回目の心の健康づくり対策協議会の風景

ですけれども、後ろに見えるボードのところの白い用紙

が先ほどお話をした危機経路です。この債務のところ、

「どこに相談をしますか」というところで話を持ち出した

ところ、とても状況を事細かに実際の現場の様子を教え

ていただきました。こちら、お話をしている風景がある

のは、実際、漁協の方で熱心に債務に取り組んでいる方

です。

　こちらの写真は、保健協力員の健康劇の写真です。「心

の風邪をひいていませんか」ということで、ストーリー

としては、東北町の特徴、高齢者、男性に自殺が多いと

いうことで実施しています。財産管理も息子夫婦に奪わ

れ、趣味の仕事も奪われ、何もやることが無くなったお

じいさんがうつ状態になった。でも、そこから周りの関

わりで元気になりましたというストーリーで、暗いよう

なネタの中にもちょっと楽しみを入れながら行っていま
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す。これが非常に好評でして、たまたまこの劇を見た協

力員の方の話がつながりまして、昨年は職域の方、JAの

方でも実施しております。

　最後になりましたけれども、今後の取り組みとしまし

てはまず構成員の見直し。先ほどお話しましたけれども、

実際に税に関する関係課も入れて委員の方を構成しなけ

ればならないんじゃないかなというところ。あと、それ

と役場内と関係機関のつながりの強化。まだまだ役場内

で温度差がありますので、その温度差をなくして担当者

レベルで顔の見えるネットワーク構築、誰々さんにつな

げば話がすぐつながるよという状況までもっていければ

と思います。

　それと３点目ですけれども、相談窓口のPR。これは目

立ってやらなくても片隅に実際相談をしたい方がどこか

に相談できるような、そんな相談カードを置いてもらお

うかと思っております。それと、学習の機会がなければ

対応が難しいということでしたので、４点目としまして

は自殺予防対策の研修の実施ということで、今後、この

４点について取り組んでいく予定で考えております。

　この協議会も設置して２年目になりますけれども、昨

年実施してみて、委員の方から沢山意見をもらいました

し、現場の様子を聞かせていただき、より具体的な課題

が見えてきました。あと、実際自殺予防対策に関わって

いない関係課については、非常にいい意識づけになりま

した。何よりも役場職員の方が常に広報等で自殺予防の

PRをしているにもかかわらず、町の自殺率が高いのを知

らなかったとか、自殺問題は関係ないという言葉に見え

たように、まだまだ役場内での活動も必要だなと思って

います。自殺予防というのは暮らしやすい地域づくりに

つながります。今後、このネットワークを通じて相談し

やすい、暮らしやすい地域づくりの構築を図っていきた

いと思います。

　御清聴、ありがとうございました。

（反町座長）

　どうも、新堂さん、ありがとうございました。

　都道府県の自殺対策協議会ですと、なかなか顔の見え

る関係にならないのですけれども、市町村の場合にはも

う顔の見える関係ということで、心の健康づくり協議会

の実際の状況を御説明いただいて、今後、同じような形

で市町村で取り組んでいただく参考になるのではないか

と思います。
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（反町座長）

　スピーディーに会場設営ができたようです。これから

ディスカッションに移ります。

　まずはシンポジストの人達の間同士でちょっと質疑応

答をしていただいて、その後、会場の方からも御質問や

御意見をいただきたいと思います。

（本橋シンポジスト）

　今日は住民参加であるとか協働ということなので、私の方

から加藤参事官の方に少し。住民参加、特に民間活動の団

体ということで、清水さんも今日も民間団体の立場ですけれ

ども、今、国の方で出ている地域の自殺対策緊急基金のとこ

ろでのキーポイントというのは、多分民間団体の方達がどの

ように活動をしやすいかということに対することで大分予算

が出ていると思うのですけれども、一昨日も私、秋田県の民

間団体の方とお話をした時に、国からは結構予算が出てい

るのですけれども、現場のところだとなかなか活動のところに

うまくつながりにくいようなところがあるということで、これは先

ほど加藤参事官も言われましたけれども、実は国じゃなくて

都道府県のところの人達の自主的な活動だと思うんですけ

れども、一応内閣府の今回のいろいろな緊急的な基金の中

で、どうやったら現場で活躍をしている民間団体の方に住民

参加、あるいは協働という観点から、より効果的な活動ができ

るようにうまく基金が活用できるのかというポイントみたいな

ものがあるのであれば是非お聞かせいただくと、また私も秋

田県に戻ってそういう方達といろいろ話をする時に是非参

考にさせていただきたいと思いますので、可能な範囲でお

答えいただければ。

（加藤シンポジスト）

　なかなか難しいんですけれども。先ほどもお話をした

ように、国としてどういう対策がいいかということはお

話はしておりませんけれども、基金ができた経緯として

も、やっぱり地域で活動をしていらっしゃる民間団体の

方が何十万のお金でなかなか活動ができないというとこ

ろもあって予算化されています。地域でいろいろ活動を

されている、相談に乗っていただいたり、先ほどの経営

相談もそうですし心の病もそうですけれども、そういう

ことをしていらっしゃる方や事業を捉まえて、それは自

殺対策に資するんだというような形で民間団体の方の活

動にお金が流れるような仕組みを是非作っていただけた

らいいなと。

　実態としてなかなか現場でそういうところがないかもしれ

ませんけれども、そういう場合は自殺という言葉に捉われな

いで、結果的に自殺対策に資するというところで広く捉えて、

よく出てくる多重債務なんかもストレートには自殺対策では

ないんですけれども非常に大事な観点であったりするので、

そういうところにもお金が行くようにというようなことを是非し

ていただけたらなと思います。

　もちろん、まだまだ普及啓発もできてないとか、公共

団体のところの相談もできてないので、そこにお金を使

わなくてはいけないというところもあると思いますので、

全部が全部民間団体に流してくれということでもないで

すけれども、せっかくのお金ですから地域の連携ができ

るような形で是非使っていただきたいなと思います。

（清水シンポジスト）

　今の件で補足をさせていただくと、私の記憶が正しけ

れば自殺対策を担当している野田大臣も、あるいは自殺

総合対策会議、閣僚で作る政府の会議ですけれども、こ

の会長を務めている河村官房長官も、この基金というの

は今、自殺対策が喫緊の課題となっている中で緊急的な

対策を推進していくために500億円の基金を積んだんだ

と。それで、その緊急的な対策を推進していくという上

では、既に活動をしている民間団体をてこ入れするとい

うことがおそらく最も効果的なのではないかということ

で、その意味でも民間団体。ただ民間団体が困っている

からというのではなくて、民間団体の活動をてこ入れす

ることが地域の自殺対策のてこ入れをすることにつな

がっていくはずだということで、民間団体へしっかりと

お金が流れるようにということで作ったというふうに聞

いていますので。

　ただ、現状としては、先ほど本橋さんがおっしゃられたと

おりのようで、私達もちょっとアンケートを全国の民間団体に

したところ、都道府県から民間団体には一括、一律30万円渡

すから、それで何か好きなことをやってくれみたいなことを

言われたり、あるいは、ただでさえ活動がもう切迫している中

で、運営の資金がままならない中で、もし何か新規事業をや

るんだったらそれについては支援するよと。だから何か、今

までやってきた活動じゃなくて新しい事業を行政の方に提

案して下さいというふうに言われたり、提案した新しいもの

じゃないとお金を出さないよと県から言われて、新たに何か

やるということは、また更に出費が増えるのかというので、結

局我 の々ところには来ないのかというふうに民間団体の中で

思っているものがいたり。どうも現場と基金を立てた主旨と齟

齬が生じているみたいなので、そこは内閣府の方でもしっ

かりと調整をしていただいて、文書を出していただいたん

ですよね、全国に。

（加藤シンポジスト）

　今、お話のあったように、既存事業に当てられないと

いうわけではないので、既存の事業としてもそれが自殺
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対策に資するものであれば、それはもちろん支援して構

わないものですので、そういうことだったり民間の方で

自殺対策に資するものをやっていらっしゃるところがあ

れば、行政の中でやるよりもむしろそこと連携をして

やっていただきたいというようなことで事務連絡も流さ

せていただいています。

　また私、行政の立場なので、なかなか難しいと思うんです

ね、こういう場ですからあえて言わせていただきますが、い

ろいろな民間団体があるわけですね。その中で、例えばそ

のお金を出したことによって後で議会で言われるとか監査

委員会で言われたらどうしようかとか、どうしてもやっぱり堅く

なるところは財政当局にあると思うんですけれども、是非そこ

は皆さんの中でむしろ支援をしようという側がここの団体は

こういういい事をやっているんだということをきちっと訴えて

いただいて、是非そういう関係を作っていただきたいなと。

　闇雲にどこにも出してもいいというお金ではないので、

そことの関係で難しいと思いますけれども、結果として

是非民間団体の活動も進んで自殺対策、あるいはセーフ

コミュニティが進んでいくような形で、せっかく100億円

あるわけですから使っていただきたいなというふうに私

どもとしては思っています。

（反町座長）

　どうもありがとうございます。自殺対策基金の趣旨と、

使い勝手について詳しい点を教えていただいて。特に民

間団体、新規事業じゃないとダメというのは全くの誤解

だということを元締めからも御指摘いただきました。こ

れは今日来られている自治体職員の皆様、あるいは民間

団体の方も来られていると思います、すごい大きな収穫

じゃないかなと、これをちゃんと引き受けてこれから

やっていっていただければと思います。

　その他、どうでしょうか。

（河西シンポジスト）

　基金を既存のところで使うことができるというのは助かる

話だと思います。私は、既にうまく動いているモデル地域と

いうのをどんどん走らせるということも大事だと思っていまし

て、今日の東北町もそうですけれども、他にも北東北では素

晴らしい活動、効果が示されている活動が沢山あります。そ

うやって走っているところをどんどん走らせて、他のお手本

になるような良いものをどんどんやってもらう。それで、他の

遅れた地域でやらなければならないような空気になれば良

いし、遅れた地域は先進地域をお手本にすれば良いわけだ

し、そういう進め方が現実的かもしれません。とにかく、うまく

いっているところは、もっとどんどん走らせるというお金の使

いかたもあるのではないでしょうか。

　それから、「民間団体にお金を」という文言ですが、私

たちのように病院で働くものがやっていくことも民間の

活動としてみていただきたいと思います。私達はそもそ

も行政の人間ではありません。また、通常診療に加えて、

さらに自分創意で新しいことをあれもこれもてんこ盛り

にして、そしてそれを発信するためにたくさんのことを

してきました。実際、勤務時間を遙かに超えて活動をし

ていますし、こういった部分にはもちろん手当はありま

せん。大学や病院のスタッフでやっていて人材には定数

がありますので、何らかの資金がなければマンパワーを

増やすこともできません。そこをがんばっているのは、

同僚たちの熱意ですが、活動に対して何らかの補助が入

るのであれば、大いに励まされますし、活動を促進させ

ることもできます。

　そういう点からも、お金は、委託であるとか、あるい

は所定の手続きがあれば、人に対してお金がつくように

していただければ助かります。とにかく、自殺対策をす

るのは人間であって、その活動をする人の雇用を確保す

ることが何と言っても必要なのです。

　あと、基金の使われ方で危惧されるのは、全国の多くの自

治体が、ただ単に自殺対策講演会のようなもの、あるいはあ

まり志向性のはっきりしない研修会のようなものを多数企画

してしまうのではないかということです。実際、そのような事

例があまりにも多いのです。「とにかくたくさん人を集めまし

た」とか、研修をするのに、相談従事者から行政のあらゆる部

署の方、そして当事者、ご遺族など、ありとあらゆる人が一緒

くたになっていたり、そういう事例が多いのです。従事者にす

べき研修と、当事者の方に必要な情報提供というのは、それ

ぞれ丁寧に分けて行うべきなのです。

（反町座長）

　どうもありがとうございました。

　新堂さん、何かいかがですか。

（新堂シンポジスト）

　走っている自治体ということですので、さらに走り続

けて、私の今年の目標が、いろんなところに自分の顔を

売ってネットワークづくりに取り組みたいなと思ってい

ましたので、貴重な御意見をいただきましたので、今後

もさらに計画をしていきたいと思います。

（加藤シンポジスト）

　座長に質問をしてはいけないんですけれども、今日、せっ

かく東北町ですてきな発表をしていただいたんですけれど

も、例えばこういうのを保健所の管内で事例を、特に身近な

事例ほどよく適用できると思うので、そういうことを進めていく

とか、そういうようなお考えとかありますか。

（反町座長）

　そういうこともあって今日新堂さんにお出でいただい

てますし、管内及び青森県の中でも東北町の取組という

のはやっぱり真似していただきたいと思います。県の自

殺対策協議会にも参加していますけれども、顔の見える

関係にはなかなかならず、やっぱり遠いなと感じていま
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す。東北町もこれからだと思うんですけれども、内閣府

の方に、市町村で自殺対策協議会を持ってもいいですよ

という形で宣伝していただいても良いのかなと思います。

全部の市町村に持てと言われてもできないとは思います

けれども。そうすると、やっぱり地域づくりとかを一生懸

命やっていてうまくいっているところの場合にはかなり

機能をするのではないのかという感触は持っております。

　ですので、新堂さん達と協働をして何かまとめられた

らいいなとは思いますけれども。

　すいません、座長がコメントをして。

（清水シンポジスト）

　あと、市町村レベルで新たに自殺対策協議会を立ち上げ

るというよりも、既に機能している地域のネットワークがあるの

であれば、そこに新たな機能を付け足していって、それで

もって自殺対策のネットワークにしていくというのも手だと思

います。多重債務者支援のネットワークがあったり、ネット

ワークと言ってもあまり広範でなくても、例えば行政と民間団

体と弁護士会というような地域の連携というのは、多重債務

者支援を切り口にして結構全国でも展開されていますので、

例えばそこに健康問題に取り組んでいるいろんな専門家で

あったり、あるいは他の福祉の関係の人達が加わることに

よって、それは機能的には多重債務者支援だけじゃなくて

もっと他の問題を抱えた人達の自殺対策にもなっていくわ

けなので、やたらボコボコ同じようなものを立ち上げて、協議

会の名前は変わってもメンバーが８割同じとか結構あった

りするので、そこら辺はやっぱり市町村レベルで、きっと効率

よくやれるぐらいのレベルでしょうから、展開をしていけばよ

り自殺対策が広がっていくのではないかと思います。

（反町座長）

　すごく参考になる御意見だと思います。

　一方で、ちょっと御紹介しておきたいのは、全国的にはど

うか分かりませんけれども、青森県の場合ですと、どこの市町

村も健康づくり協議会というものを持っていまして、そこの中

に保健セクターの方とか議会の方とかが入っていて、市長さ

んが挨拶をしてなんていうのをやっているんですね。ただ、

やっぱりちょっと足りない部分があって、先ほど新堂さんが

御紹介されたように足りない部分の方に集まっていただい

てということがありました。ですので、逆に今度、多重債務と

かそういうところが一生懸命取組があるところは、そこに保健

セクターの人に合流してもらってやるとか、それは有望なん

じゃないかなと思います。

（河西シンポジスト）

　清水さんの言われたことに関してですけれども、やっぱり

自治体とか地域によって実情はいろいろあると思うんですよ

ね。それで残念ながら大きな県単位とか大きな政令都市な

どの場合の自殺対策の協議会はほとんど報告会ですね。言

いにくいですね、機能をあまりしてないような気がしますと

言っておきますけれども。

　例えば大和市の場合ですけれども、大和市の市の連絡

協議会はそれよりはいいと思います。だけどもやっぱり

各団体のトップの方達が集まってくるので、座布団の下

のことはよく分からないというところですから、ですか

らやっぱり私達は現場のネットワークも作っているんで

すよね。そうやって下からどんどん盛り上げていって、今

度下から上に突き上げをして、その真ん中が上に突き上

げるという構造を狙っているんですけれども、やっぱり

現場の人が一番苦労をしていて、何をすればいいかも一

番分かっているので、そういう三段構造を敢えて狙って

やっているのですが、そういうのも必要かなと思います。

　そういうことをしなければいけないというのは、取り

も直さずコミュニティのシステムが弱いということです

から、そこは課題だと思うんですけれども。

　例えば、これは岩手県などでも非常にうまくいっている久

慈地域もそうだと思うんですよね、現場のネットワークがあっ

てうまくいっているんですけれども、そういうのもあります。ち

なみに、すごくうまくいっているネットワークがあったとしても、

それを例えば県のレベルで、部長会ですかね、局長会です

かね、地域で集まって、いくら久慈でこういうことがすごくうま

くいっていますと言っても、なかなか県のレベルで広がって

いかないというのは何でかなと思うんですけれども。

　そうやって走っているすごくいい地域をまた広げてい

くような上の人の目配りというんですかね、そういうの

も必要かなと思いました。

（反町座長）

　どうもありがとうございます。

　そろそろフロアの方からも御質問や御意見をいただき

たいと思うのですが、よろしいでしょうか。

　自殺対策協議会をめぐって、今、いろいろ議論をされてい

ます。自殺対策基本法ができた時に県レベルで自殺対策協

議会が位置付けられて、しかもその中に民間団体を入れて

部門横断的にせよと。これは自殺対策の中でセーフティプロ

モーションの理念を入れたものが作られたというので、私は

個人的には非常な興奮を覚えました。今、それを実際、セー

フティプロモーションの活動として、見方によっては中味が

入れられている時期なのかなと。会場の皆様にもそういうふ

うに自殺対策協議会とかを思っていただきたいと思います。

　御質問、ありませんか？

　はい、どうぞ。

（大山さん）

　青森県立保健大学の大山と申します。

　今日は大変貴重なお話を先生方からいただきまして、

私も大学の教員の立場、精神科医の立場で、県内９つの

市町村でうつ病スクリーニングを使った自殺予防対策に

取り組んでいるものです。スクリーニングに６割参加し



日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.3　No.1　　201038

シンポジウム討論会

て下さると、ほぼ確実に自殺率が下がるということを何

度も確認しております。

　先生方にちょっとお尋ねをしたいのですけれども、先

生方が今日お示ししたうつ病の戦略、自殺予防の戦略も

しくは自殺者を減らすための対策ということが沢山出て

まいりましたけれども、一体どの程度の人までにそれが

広がれば効果が出るのかということを、どのようにお考

えなのかということを、例えば本橋先生からちょっとコ

メントをいただければと思いますけれども。

（本橋シンポジスト）

　私ども、研究レベルでずっと秋田の市町村をやってき

たんですけれども、先ほどの藤里町だとか４千ぐらいの

ところから、多いところでは厚労省の戦略研究で７万ぐ

らいやっているんですけれども、私の住んでいる秋田市

は30数万ですので、保健所というのは今、大体30万人に

１つぐらいですよね。私の印象では30万というと、これ

は先ほど言ったように顔の見える関係がなかなか難しく

て、都市部と言っても、私、例えば能代とかでやってい

ますけれども、やっぱり５～６万のところをまず念頭に、

多くても。５千人とか１万人ぐらいだと、かなり我々が

入って、それから現場の保健師さんも本当に誰が誰と分

かるんですよね。そうするとかなり、いわゆる地域づく

り型、過疎地域型のものについては効果が上げられてい

ます。都市部における対応というのは、実は、だから私

は多分東京であるとか、秋田でもそうですけれども30万

人いたらやはりそれを５つか６つに分けた地区で、そこ

でかなりきめ細かいことをやっていくとかなり効果が現

れるのではないかなと思っていて。

　結論から言うと、多分私、５万～10万ぐらいのところ、

５～６万のところが我々が実際に研究レベルで介入して

いく時には我々の対策の効果が見えやすいところだろう

と思っています。

　ただ、先ほど私がスライドで示したように、秋田県全体の

施策のあれでは、あそこは100万ぐらいの県で啓発活動を中

心にやると下がってきますから、100万規模のところでもやる

と下がるということが分かりますので、最近そういうことが分

かってきたんですけれども、我々が現場で密着してやって

いる時には数万のところあたりが我々自身としても見やすい

し、効果が見やすいと。多分、大山先生もそういう御意見で

はないかと思いますけれども、そんなふうに考えています。

（反町座長）

　どうもありがとうございました。

　他に、もう一方ぐらいいかがでしょうか？

　よろしいでしょうか。

（石附座長）

　今、私の方は、問題の根幹は同じだと思いますが、子

どもの例えば連れ去り事件、どういう範囲で、どの範囲

でコミュニティのそういう問題意識、あるいは安全意識、

さらに行動変容まで持っていけるかということでいろい

ろ調べているのですが、やっぱり防犯の関係だと、ある

いは交通安全、事故、やっぱり小学校区ぐらいのところ、

子どもを円にした中心軸と言いますか、学校と地域と関

係機関団体というところが非常に顔が見えるんですね、

まさに。そこから広げていくというところが現実的なや

り方じゃなかろうかという印象を持っております。

　河西先生に教えていただいた大和市、私ども厚木で今、

セーフコミュニティを一生懸命にやっていて、それの一

環として視察に行きました。いろいろ教えてもらいまし

た。いかにこれがやっぱり難しいかですね。だけどチャ

レンジしていますよ。何もやらなければどんどん悪くな

りますよね。

　さっき報告がシンポジストの方からありましたとおり、

効果的な対策をやれば確実に減るんですね。これは国に

おいてもそうだし、何でもそうなんですが。

　だから、いかにモデルのところを皆で効率的に学ぶか、

学びあうか、それの努力、これがやっぱり本当に大切か

なと思います。

（反町座長）

　シンポジストの皆様、フロアの皆様、御協力ありがと

うございました。

　このシンポジウム、やっぱりセーフティプロモーショ

ンの基本にあります住民参加で部門横断的な協働の自殺

対策、その実際例としてある意味では一番先進的な取り

組みである自殺総合対策について理解を深めることがで

きたのではないかなと。その核に、ある意味では象徴的

な自殺対策協議会の意味や機能のさせかたについても議

論を深めることができました。

　また、セーフコミュニティ活動が、自殺対策についてちゃ

んと取り組めれば、あらゆる暴力とか防犯とか事故の予防に

も取り組める。それはセーフコミュニティに取りも直さずなっ

ていくわけですが、そういう御意見もいただいたわけでして、

自殺総合対策とセーフコミュニティの関係、あるいはその他

の部門のセーフティプロモーション活動、セーフコミュニ

ティ活動との関係なんかも皆様に考えていただく機会に

なったのではないかと思います。

　それではどうも長時間、ありがとうございました。こ

れにて自殺対策シンポジウムを終わらせていただきます。

　御清聴ありがとうございます。御協力ありがとうござ

いました。

（司会）

　石附先生、反町先生、どうもありがとうございました。
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家庭内暴力の外傷サーベイランスが困難な理由
～ドメスティックバイオレンス被害者に対する看護職の認識から～

Reasons why monitoring of injuries related to domestic violence (DV) is difficult:
A recognition of nursing professionals providing care to DV victims

要約

家庭内暴力による外傷サーベイランスが困難な理由を，ＤＶ被害者に対する看護職の対応状況から分析することとした。

2004年から2007年に，Ｑ県の看護職約1000名に，質問紙調査①と半構造化面接調査を実施した。調査①では，979名中630名(有効回答率64.4％)の回答

より，3人に1人の看護職がＤＶ被害者と接した経験があった。回答者の平均年齢は40.5歳だった。

調査②では，28歳から55歳までの看護職25名より，ＤＶ被害者支援において困難感を抱いた内容をKJ法にて分析した。抽出された課題は，[被害者の現

状][看護師の気づき][マニュアルの不備][看護師の意識][加害者対応][キーパーソンの不在][対応の行き詰まり][より困難さを増す要因] [専門職の

スキル] [看護師の改善努力] [専門職の変化] [観察アセスメント] [医療機関内の工夫改善点][地域資源の拡充][予防活動の充実]であった。

ＤＶの外傷サーベイランスの実現を困難にする理由のひとつに，医療職等が「意識的無視(視ようとしないから暴力が観えない)」をすれば，被害者の

発見とその支援がルチーンの業務になっていかない構造が推測された。また，社会資源の拡充や予防教育と啓発活動の充実が，側面的に外傷サーベイ

ランスの推進に影響を及ぼすことが示唆された。

キーワード：外傷サーベイランス，DV被害者，看護職の認識，セーフティプロモーション

Abstract

This analytical study was conducted to clarify background factors which may inhibit detection of DV related injuries. This study specifically adopted the 

viewpoint of nursing professionals who provide services to DV victims in order to uncover the issues affecting the problems.

In 2004-2007,a questionnaire (1) using written inquiry and a semi-structured interview (2)were consecutively carried out in Q Prefecture in Japan with the 

target groups of 1000 nursing professionals working in public and clinical heath services. 

Survey (1), responses from 630 out of 979 (average age 40; 64.4 % effective response rate) indicated that one third of the respondents had experience of 

professional contact with DV victims. 

In survey (2), the KJ method was applied to question 25 nursing professionals who had encountered DV victims in order to establish the factors making 

detection difficult. The nurses involved in this problem analysis ware randomly selected from the above-mentioned respondents to survey (1). The age 

distribution of the 25 nurses was from 28 to 55.

Several problem statements were consequently extracted from the dialogues.

01...Nursing staff could not recognized the injuries.

02...Manuals for handling DV related injuries were not available.

03...Awareness level of nursing staff about DV was low.

04...Nursing staff did not have confidence in handling DV suspicious cases.

05...Key persons in caring for DV victims did not exist.

06...Nursing staff felt the care toward DV victims　was ineffective .

07...Health staff from other fields did not show any interest in DV.

08...There was no sign of improvement in care provision to DV victims.

09...Health staff lack training in assessing DV victims.

10...There is a chronic resource shortage related to the care of DV victims in the municipality.

11...Preventive activities against DV were not properly conducted.

There are no standard methods of detection of DV victims by front-line health staff. Furthermore, health staff tend to ignore their suspicions of DV 

intentionally, or partly because of the fact that nursing staff, even when aware of DV, cannot officially inform the authorities. In addition, it is also 

suggested by this study that surveillance of DV related injuries is negatively affected by chronic resource shortage and insufficiency in promotional and 

preventive education of DV.

Key Words：Injury surveillance, DV victims, Nurse’s aware, Safety Promotion
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Ⅰ．はじめに

  親密な関係ゆえに巻き込まれ、密室の出来事として表

面化しがたいために、長期にわたり複雑化しエスカレー

トする暴力のひとつにドメスティックバイオレンス(以

下「ＤＶ」と略)がある。ＤＶは配偶者等における不平等な

関係が暴力によって固定化されたものであるが、近年、

婚姻関係にない若い人たちの間でも、性的暴力、身体的、

精神・心理的、経済的、社会的暴力が問題視されている。そ

して、これらの暴力により受診に至る被害者は少なくな

い。

　海外の先行研究では、パートナーがいる女性の11.7％

がＤＶのために救急外来を受診し、自殺企図の既往のあ

る人のうち81％がＤＶを経験している1)。ＤＶ発生は産後

３ヵ月以内が21％と最も多く、妊娠中に暴力を受けてい

た女性の75％は産後にも暴力を受けていた2)。さらに、中

絶を望む女性の39.5％にＤＶがあると報告されている3)。

　内閣府(2006)の「男女間における暴力に関する調査」

によると、配偶者から身体的暴行・心理的攻撃・性的強

要を繰り返し受けたものは、女性10.6％、男性2.6％で

あった4)。また、「配偶者からの暴力の被害者の自立支援

等に関する調査」で、配偶者間暴力で怪我や精神的不調

をきたしたものは90％を占め、このうち約70％は医師の

診察等を受けていた。医師の診察を受けた事があると回

答した484人は、「整形外科」「外科」「心療内科」「内科」

「精神科」「救急外来」「産婦人科」「耳鼻咽喉科」「脳神経

外科」「眼科」「歯科」「神経科」「接骨院」「皮膚科」「鍼

灸院」「漢方医」「カウンセリング」「口腔外科」等受診し

ていた。複数の診療科を受診したものは301人で、１人あ

たり平均2.3科だった5)。加えて、2004年に岡山県内の医

師・看護職に行った調査（配布2,000、回収616）による

と、２人に１人の医療関係者がＤＶ被害者の受診を認知

し、被害者は複数の診療科を受診している6)ことが示さ

れた。

　しかし、ＤＶ被害者が医療機関を受診する例は少なく

ないが、その実態については断片的な調査によりうかが

い知るにとどまり、ＤＶ被害の実像があいまいなことも

あり児童虐待に比較し対策が立ち遅れている感がぬぐえ

ない。そこで、本研究では家庭内暴力による外傷サーベ

イランスが困難な理由を、ＤＶ被害者に対する看護職の

対応状況から分析する。そして、家庭内における外傷の

実態を明らかにするためのサーベイランスを促進するた

めの必要条件を論考する。

 

Ⅱ．研究方法

１．対象

　2004年から2007年までの期間にＱ県の総合病院に勤務

する看護職と行政に勤務する看護職とし、調査①では630

名（979名に配布）、調査②では調査①に協力した者から

25名を調査対象とした。

２．調査方法

調査①

　看護職が普段の業務の中で、どのくらいＤＶ被害者と

思われる患者に出会っているか、質問紙調査を実施した。

2004年4月現在、Ｑ県内の保健センター等で相談業務に携

わる保健師と、救急および産婦人科・精神科外来や夜間

休日診療に携わっている看護職に協力を依頼した。

　病院の選定は「病院要覧」をもとに、救急および産婦

人科、精神科、夜間休日診療を備えている施設を抽出し、

その病院の看護局長へプリテスト用紙と研究協力依頼文

書を送った。文書が届いた後、全施設に電話にて調査へ

の協力の意向について伺った。また、その際には質問紙

について意見を聴取した。その意見をもとに、修正を加

えた質問紙を協力の了解が得られた部数（495部）のみ依

頼した。

　また、行政に勤務する保健師については、Ｑ県健康福

祉部に研究計画と調査内容について伺いをたて、了承を

得てから各施設に郵送にて調査協力の依頼文と質問紙を

送付した。市町村に関しては、参事級の保健師にスーパー

バイズを受け、出来るだけ市町村に赴き課長および保健

師に調査の説明と依頼をした。足を運べなかった施設に

は郵送で調査協力の依頼文と質問紙を送付した。対象と

した保健師は484名であった。2004年４月～５月にプリテ

スト、同年６月～７月に本調査を実施した。
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図１　本研究の構造
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調査②

　調査①の結果、ＤＶ被害者に対し支援を行った看護職

に、支援過程で抱いた困難感にまつわるエピソードを聴

取した。

　困難事例に対応して感じたことについて2005年２月か

ら2007年９月に、半構造化面接を行った。内容は、現段

階で出来ていること（事実）、今は人材が不足し十分環境

が整っていないが、ＤＶ被害者として認識された患者の

回復を助けるために行動化する必要があると思われる事

柄（仮定の事象）について得たデータを類似性差異性に

基づき分類した。次に、抽出されたデータを看護職組織

内のできごと（内的要因）か、それ以外の職種や機関と

の関わりや在り方に作用される事柄（外的要因）に分類

した。さらに、それぞれの事柄を個人的領域から、家族・

同職種集団、病院や役所等の職場、文化や信念・価値観

等というミクロ、メゾ、マクロ、エクソのシステム7)に

階層化した。

　これらの段階を経て、①内部要因でやれていること、

②外部要因でやれていること、③内部要因でやれていな

いこと、④外部要因でやれていないことについて、KJ法

を用い定性分析を行った。分析過程でKJ法ソフト「せせ

らぎ」を用いて作成したシートを基に、看護職間で内容

の検討を重ね、厳密性および信頼性の確保に努めた。

 

３．用語の定義

　「セーフティプロモーション」とは、住民が平穏に暮

らせるようにするため、事故や暴力及びその結果として

の外傷や死亡を、部門や職種の垣根を越えた協働による

科学的に評価可能な介入により予防しようとする取組み

のこと。

　「外傷サーベイランス」とは、発生状況を正確かつ継

続的に調査・把握し、その情報を基に外傷の予防と管理

をはかる一連のシステムを示す。科学的な方法に則り客

図２　データ分析の過程

観的データを医療機関もしくは世帯調査等で収集する。

４．倫理的配慮

　本研究は、調査毎に所属機関の研究倫理委員会の審査

を受け承認を得た上で実施した。調査対象者に研究目的

と概要および以下１）から５）の項目について、文章と

口頭で説明した。さらに、研究者が文書の内容を遵守す

ることを説明し同意書を交わした。

１）研究への協力、同意は任意である。２）研究への協

力を拒否しても何ら不利益を被らない。３）同意書への

署名後も同意を取り消す権利を有する。４）個人情報は

保護される。５）看護研究における倫理に則り研究を遂

行する。

Ⅲ．結果

調査①　ＤＶ被害者発見の頻度

1-1．対象者の属性

　979名に自記式質問紙を郵送法にて配付・回収した。記

載漏れのある回答を除外し630名の有効回答を分析した。

1-2．分析結果

　平均年齢40.5歳の看護職の3人に1人はＤＶ被害者と思

われる患者(相談者)に出遭っていた8)9)。

　これまでにＤＶ被害者に相談機関(警察、女性相談所、

福祉事務所、シェルター等) を紹介したことがあるかに

ついては、「紹介しようと思ったが、相談機関が分からな

い」｢どこに相談すればよいのか分からない｣「どんな支

援ができるか分からない」という理由で、被害者に必要

な情報の提供が出来ない看護師がいた。

　表１と表３より、看護師では84件ＤＶ被害を認識して

いたが、他機関紹介では12件（14.3％）であったのに対

し、保健師では69件中44件（63.8％）他機関を紹介して

いた。

また、自由記述から「ＤＶ被害者かどうかという視点で

患者を見たことがない」ため、「ＤＶ被害者が病院を受診

した際、臨機応変な対応が出来るとは限らない」ことが

明らかになった。

　本調査用紙を用い、協力者にＤＶ被害者との関わりに

ついて、後日、話を聞かせていただけるよう依頼した。

自由記述に被害者に関する内容と連絡先を記したものに、

調査②の依頼をした。

調査②　看護職が抱くＤＶ被害者支援への異和感とその

構造

2-1．対象者の属性

　28歳から55歳までの看護職25名（看護師21名、保健師

4名。25名のうち助産師資格を有するもの4名）。インタ

ビュー時間は総計900分（平均36分）だった。
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2-2．半構造化面接の内容

　インタビュー内容は、「ＤＶ被害者と疑ったときの状

況」「ＤＶ被害者とわかったときの対応」「対応する上で

困ったこと」「今後ＤＶ被害者発見と支援に必要だと感じ

ていること」で、聞き取った内容は、インタビュー直後

表４　対象者の属性 にメモし、レポート用紙にまとめた。その中から意味の

ある273文節を抽出し、類似性差異性に注目しKJ法を用い

分類した。

2-3．分析結果

　ＤＶによる外傷サーベイランスが困難な理由として得

られた大項目は、［被害者の現状］［看護師の気づき］［マ

ニュアルの不備］［看護師の意識］［加害者対応］［キーパー

ソンの不在］［対応の行き詰まり］［より困難さを増す要

因］［専門職のスキル］［看護師の改善努力］［専門職の変

化］［観察アセスメント］［医療機関内の工夫改善点］［地

域資源の拡充］［予防活動の充実］であった。

2-3-１．事実の内的要因に基づく、看護が直面している

ＤＶ被害者支援の困難

　［被害者の現状］は｢自ら変化を起す力が不足してい

る｣ことに加え、｢本人のＤＶ認識が欠如｣し、被害者を取

り巻く家族は「多問題家族」であった。

　［看護師の気づき］として、被害者への対応は、「初め

ての問診からは看護師はほとんど察知できず、ＤＶと判

断できない」し、「患者がＤＶを受けていると言わない限

り“おかしい”と思っても帰宅させていた」。「ＤＶ被害

者がいないのではなく、様々なサインを見逃してきた」、

「どのように対応すればいいかわからないまま業務をこ

なし」、診察場面で被害に気がついても「先入観を持って

 

表２　ＤＶと思われる患者(相談者)の被害状況

 

表３　ＤＶ被害者に対する他機関紹介

表1　ＤＶ被害者認識状況
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被害者を診て、気持ちに寄り添ってこなかった」。「知識

不足が基で、適切なケアも必要な連携もなされないまま

日々過ぎていっている」。

　［マニュアルの不備］では、「ＤＶ対策マニュアルも、

明確な診断基準もない」医療機関が多いこと、「既存のマ

ニュアルはあるが、活用されておらず、役割を果たして

いない」現状が明らかになった。その背景には、｢ケアの

実践に活かすための体制不備｣が潜み、結局「再び暴力被

害に遭うと確信しながら加害者の元に返す」しかない状

況があった。

　これらの状況に直面し、[看護師の意識]では｢被害者の

なかには嘘で取り繕ったり、精神疾患を伴う者もいて判

断が困難｣で、「被害者の言動からだけでは真実がつかめ

ない」ことへの苛立ちが表出された。看護師は「加害者

･被害者への複雑な感情を抱いている」現状や[加害者対

応]に悩んでいた。｢頻繁に出会うケースではないため、

苦手意識が先行｣し、｢適切な観察技術を持たない事が、

逃げ腰の原因｣になる等、ＤＶ支援の阻害要因となってい

た。

　暴力に対応するという点では、看護師の大半が女性で

あることから、｢被害者に関わることで、加害者から攻撃

されるのではないかという漠然とした不安が大き（い）｣

く、「ＤＶは看護とは関係のない事と思い込むことで、患

者の人間としての背景を意識の外に追いやってきた」実

態が明らかになった。

　看護師の｢本音は、強い不安があり、ＤＶに気づくこと

を恐れ、ＤＶ被害者を回避したい｣。なぜなら｢家族があ

てにならず、被害者も暴力の過激化を恐れ、解決に結び

つきづらい｣からだ。｢加害者に暴力の自覚がないため、

被害者のみに改善努力が求められがち｣であることを決

して良いとは思っていないが、支援における［キーパソン

の不在］は、ＤＶ被害者支援における閉塞感を強める要因

になっていた。

　さらに、組織構造から生じる“あきらめ”の構図が、

[対応の行き詰まり]感を強め、[より困難さを増す要因]

となっている。

　｢外傷のみ看ている為、ＤＶ判断は看護師の感覚にゆだ

ねられている｣、「全ての看護職がＤＶへの対応方法を知

らないために、ジレンマやバーンアウトの原因につな

がっている」というようなマイナス要素もあるが、「必要

な知識を得ることで、連携や社会資源の活用に対する意

欲も高ま」り、「ＤＶについて学ぶことで、今までの看護

ケアの振り返りが促される」と、述べられていた。

2-3-2．内的要因と仮定の事象から導かれた課題

　看護師を取り巻く組織の課題は、「ほとんどのＤＶ被害

者が一般診療科を受診」し、たまたま患者の不自然さに

気がついても「部署や担当者によって温度差が著し」く、

「死に至ることさえあるのに、被害者になんの介入もでき

ないと思っている」専門職も多い。医療のヒエラルキー

の中で、「あらゆることが医師の判断にゆだねられており、

ケアにおいてさえ看護に主体がない」等、対応の工夫と

して挙げられた項目を[医療機関内の工夫改善点]とした。

　改善が必要な[専門職のスキル]には、｢日常的にスク

リーニングを行い｣、｢患者の訴えだけでなく、ノンバー

バルな表出に敏感にな（る）｣り、被害者を発見した場合

「これからどうしたいのか被害者の話をよく聞き、相手が

求めていることを確認」し、｢被害者の意見や行動を尊重

する｣ことがあげられた。

上記を実現させるための[看護師の改善努力]は、「知識と

看護経験に基づく、余裕や安心感のある対応を目指すこ

とである。具体的には「ＤＶ・虐待事例では、その家族

全体に目を向け、他の暴力の可能性も意識しながら情報

収集する」ことや、「必要な記録を残し、適切な対応がで

きる」ように、「看護師としての専門性を自覚し行動化を

図る」ことがあげられた。

　医療界で圧倒的多数の看護職の変化は、｢被害者への援

助方法を探すために、傾聴し、起きている事象を理解す

る｣ことを周囲に知らしめ、[専門職の変化]を促す。ＤＶ

被害に対し「頻繁に出会う患者ではないため苦手意識が

先行」し、さらに「明確な外傷がない」場合は、問診と

患者の言動に違和感を覚えても、「被害者を観察する視点

がずれていると、被害者を見たこともないと発言する看

護師になってしまう」。したがって、病院内で多数を占め

る看護職が他職種のモデルになり、「患者を見る視点を

養ったり変える」こと、「救急認定看護師の院内スタッフ

による指導・教育」　｢スタッフの意識づけを行い、支援

に必要な知識・技術の習得を図る｣といった行動化を促し、

「医療スタッフの意識改革」が必要だと認識された。

　看護師および医療スタッフが自信と誠意を持って被害

者支援に携わるために、[観察アセスメント] [地域資源

の拡充]が必要である。いわば、適切な[観察アセスメン

ト]により、「被害者およびスタッフの安全（見守り・プ

ライバシー保護・安心できる場）の確保」と「外傷のみ

でなく被害者の生活状況も把握」し、「些細なことも見逃

さず、証拠になる記録を被害者支援チームで残す」よう

に全体で取り組む。「院内の全スタッフで（対処方法を）共

有し、実践からマニュアルの欠点の改善を図る」ために、

「他の専門職や組織の役割と機能を理解する」こと。さら

に、「固定観念や権力者の発言に流されないよう、環境改

善や研修の充実を図る」等の[医療機関内の工夫改善]の

促進をはかる。

　必要に迫られた看護師が「病院にあったＤＶ発見マ
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ニュアルの作成を促が（す）」し、「外来以外にも相談で

きる環境（部署）を整え」ることで、次第に「院内（医

局・相談室）および、院外（相談機関・警察・保健所）

と連携を図る」道を開き、[地域資源の拡充]につながる。

　組織構造から生じる“あきらめ”を払拭するには、「病

院の組織改革」と「関係者の意識形成」が必要だが時間

がかかる。まず、はじめの第1歩は、普段から同職種間だ

けでなく「他職種の意見や見解が尊重される」職場環境

を醸成し、様々な診療科で「ＤＶ支援の経験を積み重ね、

エビデンスを見出す」こと、さらに「フィードバックを

すること」があげられた。

2-3-3．現状の外的要因から導かれた課題

　ＤＶ被害者サーベイランスにおける根幹的課題は、｢暴

力や虐待の早期発見｣から｢医療がＤＶ問題に果たす機能

の再確認｣と、「閉鎖的な土地柄が原因でＤＶ患者にかか

わりたくない」と無関心を装う、環境的課題が浮き彫り

にされた。「被害者は問題解決能力に欠け、指導が必要な

劣者である」と決め込み、興味本位に見下し「医療者が

専門的知識を振りかざしたり押し付けたりする」事実が

[医療機関内の工夫改善]に分類された。また、一部の医

師や管理職は責任を回避し、様々な理由をつけて関わろ

うとしないこともある。ＤＶ被害やＤＶに伴う児童虐待を

疑っても、医師が「意識的無視(ＤＶ被害者の無意識化)」

をすれば、看護職が抱え込んでしまうのが目に見えてい

るため、ＤＶ被害者の発見とケアがルチーンの業務に

なっていかない職場構造があった

2-3-4．外的要因と仮定の事象

　「メディアによる広報活動、相談を受けた時や発見時

の体制づくり」といったＤＶについて相談しやすい環境

づくりの必要性が認識され、｢具体的に駆け込み場所等を

広く宣伝｣し、「ＤＶ被害者の相談先のPRをする」という

意見もあった。また、既に被害に遭ってしまった人に対

する救済活動だけではなく、｢幼児・児童期から学童期・

思春期への支援で、大人になる前のＤＶを防ぐ｣ため 思

春期保健事業として｢子どもの頃から、お互いを思いやる

教育を取り入れる｣ことも述べられ、ポピュレーションス

トラテジーとして促進し、[予防活動の充実]を図ること

があげられた。

Ⅵ．考察

１．ＤＶ発見の頻度とサーベイランスの課題

　調査①では、３人に１人の看護職がＤＶ被害者に接し

た経験が明らかになった。この調査は過去１年間に出

会った件数ではなく、看護職として就労して今までの経

験を問うたので、ＤＶ被害者発見頻度としては高くはな

い。被害を発見するためにはＤＶに関する基礎知識が必

要である。Roberts（1997）10)の調査では、ＤＶに関する

学習前後の知識・態度・実践の変化を比較した。一般知

識は、看護師および医師ともに正解率が上昇し、態度は

女性看護師の態度が好転した（p＝0.0005）。また、教育

を受けた看護師は暴力の実態を日常的にアセスメントし

ていた。Elliott(2002)11)は、ＤＶ教育とスクリーニングの

実施の関連についてＤＶ教育を受けた医師は受けていな

い医師に比べスクリーニングの実施割合が高いと述べ、

健診においても同様の結果が示されている12)13)。

　図３は抽出された大項目を空間配置し、ＤＶの外傷

サーベイランスの実施を阻む要因を図示したものである。

表５　内的要因と仮定の事象から導かれた[看護師の改善努力]

表６　外的要因の現状と仮定の事象から導かれた課題(一例)
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ＤＶの外傷サーベイランスの実現を困難にする理由のひ

とつに、医療職等が「意識的無視」をすれば、被害に気

がついた看護職が抱え込み孤立してしまうため、被害者

の発見とその支援がルチーンの業務になっていかない構

造が推察された。その一方で、現状の課題に気づき、解

決意識を持ち、取り組むことで、看護職以外の職種の変

化も期待でき、被害者の現状を打破していくことができ

ることも示された。これらのことは、相談のしやすさや

生活支援等の社会資源の拡充、および、予防的プログラ

ムと平行して取り組むことで促進されうる。

２．ＤＶ支援における課題とその対策

　女性が一生涯にＤＶ被害に遭う確率は５人に１人とも

言われ、ＤＶ被害率を約20％と換算すると、ＤＶ被害者の

実態をサーベイランスにより把握し、具体的な対策を樹

立することは、人々が平穏な暮らしを手に入れ、安全か

つ安心感を得る為に必要な取り組みである。

　聞き取り調査から、看護職自身に関することや、その

属する組織に関することであれば、多少困難はあっても、

何らかの意思表示やアクションが可能だという状況が期

待された。しかし、直接的なかかわりの薄い縦割り行政

や警察組織については、課題と思うことがあっても、言

葉にすることや行動に起こす前にあきらめてしまう傾向

が見られた。

　調査①②を経て明らかになったＤＶのセーフティプロ

モーションにおける課題とその対策は、図４のとおりで

ある。

　対策１は、個人的領域のミクロシステムに働きかける

もので、ＤＶ被害者本人に対する直接的ケアであり、問

診や観察アセスメントにより被害者を把握し、支援計画

を立案し、実施、評価のサイクルに沿って適切なケアを

提供する。看護職個人もＤＶについて学び、被害者への

理解や、被害者の特性を踏まえた介入技術を学ぶことで

課題解決へ導かれる。

　対策２は、家族・同職種集団といったメゾシステムに

働きかけるもので、ＤＶ被害が重篤で子どもの問題も含

む場合や、ＤＶ被害者の慢性疾患の悪化や精神的疾患が

ある場合、最初にＤＶ被害者を把握した施設だけでの長

期的支援が困難であることが散見される。病院内におい

ても複数の診療科目を受診する等、多職種、多組織との

連携が必要となる。個別のケア技術に加え、組織のマネ

ジメント能力が求められる。まさにチームで取り組むス

キルを学び、長期的見通しを持ったケア能力の向上を図

ることで課題解決へ向かう。

　対策３は、看護職を外側から支えるシステムを病院や

役所等の職場で形成し、看護職およびＤＶ被害者支援に

かかわる全てのスタッフの育成を図ることである。早期

発見のためのスクリーニング項目（チェックリスト）の

開発、人材育成とフォローアップを、セーフティプロモー

ションに組み込んでいけるとよい。

　対策４は、対策１、２が既にＤＶに陥ってしまった被害

者へのハイリスクアプローチであるのに対し、予防教育

や地域づくりを念頭に置き、義務教育や家庭環境、生活

環境、職場環境等に働きかけるポピュレーションアプ

ローチである。文化や信念・価値観等といったエクソシス

テムに働きかける。ＤＶは個人の問題だけではなく、そ

の家族構成員全てに関わり、ＤＶとまったく関連のない

地域住民へも影響を及ぼすものである。コミュニティ全

体の安全と安心、そして健康の基となる安全をプロモー

ションしていく取り組みは、時間はかかるが予防的視点

を兼ね備えた「未来への投資」とも言える対策である。

　外傷サーベイランスは、医療機関や役所等が中心とな

り進められてきているが、例えば法的根拠の提示や「Ｄ

Ｖや児童虐待、高齢者虐待、自殺等の家庭内に潜む暴力

を無くしたい」という強い民意が醸成されなければ、持

続可能な外傷サーベイランスシステムとして存続できな

い。

図３　外傷サーベイランスの実施を阻む要因

PDCA

図４　ＤＶ課題への取り組み
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３．研究の限界と課題

　本研究のデータは看護職から得たため、外傷サーベイ

ランスに関わる職種の意見を全て網羅できてはいない。

しかし、国内ではこのような調査はなされておらず、資

料としての価値がある。

　家庭内における暴力(虐待)のサーベイランスを実施す

るためには、行政だけではなく、警察、救急、医療機関

や民間の相談機関も含めた部門横断的な情報収集が必要

である。

また、忙しい臨床や相談現場で実施する為には、疾患や

外傷の背景要因として今まで「診断」されてこなかった

ＤＶについて、判断できるよう項目を明確かつ簡略化し、

関係者が実施しやすいサーベイランス手法の検討が急が

れる。

Ⅴ．おわりに

　社会のすべての分野で、安全・安心をはかることに人々

の高い関心を呼んでいる昨今、人々の暮らしにおいて、

安全や健康は、クオリティ・オブ・ライフの基盤であり、そ

の質を保障し価値を高めることが求められている。

　ＤＶのような家庭内の被害を未然に防止し、安全や安

心を得るためには、意図的な傷害行為、不慮の事故、自

殺等について科学的な方法に則り客観的データを収集・

分析し、予防的観点から安全対策を立てることが必要で

ある。
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要約

世界レベルで普及しているセーフコミュニティ（SC）に対する関心がわが国においても高まっている。日本で初めてセーフコミュニティ

として認証されたのは、京都府亀岡市である。2008年に亀岡市がSCとして認証された背景には、京都府がSC活動に安全の向上に加えて、

財政問題及び地域コミュニティの崩壊という多くの地方自治体が抱える課題を解決する可能性を見出し、亀岡市のSC活動を支援してきた

経緯がある。本研究では、亀岡市をとりあげ、わが国の地方自治体におけるSC活動の意義を検討することとする。研究方法としては、亀

岡市のSC活動のパイロット地区となった篠町における取り組みについて参与観察を行った。地域住民や関連組織などのつながりにおける

変化に着目した観察の結果、SC活動を通して地域内のヨコのつながりだけでなく、亀岡市、京都府などとのタテのつながりや大学等との

外部とのつながりが強化あるいは新たに形成されたことが認められた。さらに、住民に対してアンケート調査を実施し、主観的安全及び

地域との関わりや活動の状況についてSC活動導入当時に実施されたアンケート調査の結果と比較した。その結果、地域におけるつきあい

や地域活動の状況には大きな変化がみられなかったが、より多くの住民が篠町は地域課題をともに解決していると認識するとともに、自

分たちの地域は安全だと感じるようになっていることが明らかになった。なかでも、地域とのかかわりが大きいほど安全だと感じる人の

割合が増えた。また、安全・安心感と相関関係が認められた暮らしへの満足感も２年間で高くなった。

キーワード：セーフコミュニティ、京都府亀岡市、主観的安全、協働のまちづくり

Abstract

In recent years, the model of ‘Safe Community(SC)’ has been drawing more attention from local governments, community organizations and 

academia in Japan as well as other many countries. Kameoka adopted the model of SC in 2006, and then became the first designated SC 

after about two years of effort of community safety promotion. To develop SC programs under the current situation of the City, Kameoka 

decided to start the safety promotion programs at a pilot area, Shino-Cho. Since then, Shino-Cho has been working on safety promotion 

based on the SC's 6 Indicators. This paper tries to see how SC programs can contribute to the community development in Japanese Society 

with the case of Kameoka.  Observation research has been conducted at the Shino Cho since its launch of the SC program. In two years, 

some changes have been recognized in the community, such as strengthening of tie to city government, provincial government, and 

academia. Besides, improvement of subjective safety was shown by comparison of results of questionnaire surveys conducted in 2007 and 

2009. The surveys also made it clear that more residents become to realize importance of working together for betterment of the community 

and to feel high level of safety in the last two years. Higher sutisfucition with the community was aiso necognized compared to the 

previous survey.

Key words：Safe Community, Kameoka City, Shino Cho, Subjective Safety, Coproduction for community development
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１．研究の背景と目的

　現在、地域の多様なアクターの協働のもと、住民の健

康とウェルビーイングを阻害する外的要因の予防という

視点から安全で安心なまちづくりに取り組む「セーフコ

ミュニティ（SC）」活動が世界レベルで広がっている。

2009年12月現在、世界で約180のコミュニティがSCとし

て認証されている。さらに200を超えるコミュニティが認証

を視野にいれ、SC活動の基本となる６つの指標1)にもとづい

て安全の向上に取り組んでいる。

　わが国においても、ここ数年で地方自治体におけるSC

活動への関心が急激に高まってきている。その背景には、

近年、地方分権が進むなかで地域の特性を生かした地域

課題の解決が求められている状況がある。そのようなな

か、京都府は、SC活動に安全向上だけでなく、地方自治

体が抱える課題の解決策としての可能性を見出した2)。

たとえば、SC活動によって外傷や外傷による死亡者が減

少すれば、保健・医療・福祉などにおける財政負担が軽

減される。また、SC活動の基盤は地域の多様なアクター

の協働であることから、SC活動を推進することによって

地域の多様なアクターが連携しつつ主体的に地域課題に

取り組むようになり、それが「（地域）コミュニティの再

生」につながることを期待したのである。京都府は、SC

活動が多くの地方自治体が抱えるこれらの課題の解決の

一手段になると見込み、亀岡市にパイロット地区として

SC活動を導入することを進めたのである。このような京

都府の後押しによって、亀岡市は2006年にSC活動に着手

した。亀岡市は、まず地域の実情にあったSC活動モデル

の構築を目指し、篠町（自治会区）をパイロット地区と

してSC活動を導入した。

　本稿は、篠町の活動に焦点をおき、SC活動が地域コ

ミュニティに与える影響について検討を加える。ただし、

SC活動の本来の目的である「安全の向上」のうち、事故

やそれによる外傷や死亡によって評価される「客観的安

全」への影響をみるためには、長年にわたるデータの分

析が必要とされる。しかし、亀岡市は、SC活動を導入し

て数年しか経っておらず、分析に必要な外傷等のデータ

が十分に蓄積されていない。そこで、本研究では、安全

のもう一つの側面である「主観的安全」つまり地域の住

民の「安心感」に着目して分析を行う。

加えて、京都府が安全の向上に加えて提示するSC活動の

メリットについても検討する。ただし、「保健・医療・福

祉の財政負担の軽減」については、前述した客観的安全

に関するデータが不可欠であることから、その効果の検

討については、客観的安全に関する評価と同様に十分な

データが蓄積されるのを待つ必要がある。そこで、本稿

では「地域コミュニティの再生」について、その基盤と

して着目されている「地域のつながり」に焦点を当てて

検討を加えることとする。

２．研究方法

　SC活動による地域コミュニティへの影響をみるため、

まず、パイロット地区である篠町におけるSC活動の推進

過程について参与観察を行った。特に、篠町がSC活動の

６指標にそって推進する経緯について、活動の推進主体

である自治会に焦点を当て追った。さらに、これらの取

り組みが地域の住民における主観的安全や地域コミュニ

ティの活性化に与えた影響をみるために住民アンケート

を次の通り実施した。

　〇 実施日程：平成21（2009）年２月15日～３月10日

　〇 配布回収方法：自治会を通じて配布・留置き後に回収

　〇 配布件数： 5,763 世帯（亀岡市篠町全世帯）

　質問内容は、SC活動を導入した直後の2007年に全市域

を対象に実施した安全・安心に関するアンケート調査か

ら安心感や地域の活動に関するものを抽出した。その調

査結果を２年前のアンケート調査の分析結果と比較する

ことでSC活動導入による変化の分析を試みた。

３．篠町におけるＳＣ活動

　SC活動においては、地域の安全に関する現状を客観的

に把握することが重要である。そこで、篠町がパイロッ

ト地区としてSC活動を推進するにあたって、自治会は、

まず地域の安全・安心に関する実情の把握を試みた。当時、

すでに亀岡市および京都府が消防や警察等から外傷関連

データを収集し、市域単位の分析を行っていた。そこで、

篠町では、篠町レベルでの安全課題と社会資源を把握す

ることを目的にワークショップを実施した。ワーク

ショップは４回にわたって実施され、毎回、地域の住民

が60～70人が集まった。参加者は８人程度のグループに

 

１）WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotionウェブサイト（http://www.phs.ki.se/csp/who_safe_communities_indicators_en.htm）

指標１．分野の垣根を越えた協働を基盤とした推進組織が設置されている。

指標２．全ての性・年齢・環境・状況をカバーする長期プログラムを継続して実施している。 

指標３．ハイリスクの集団・環境および弱者を対象としたプログラムを実施している。 

指標４．傷害が発生する頻度とその原因を記録するプログラムがある。 

指標５．プログラムの内容・実施プロセス・効果をアセスメントする評価基準がある。 

指標６．国内・国際的なSCネットワークへ継続的に参加する。

２）京都府安心・安全まちづくりプロジェクト．信頼と絆による安心・安全、希望の京都づくり　セーフコミュニティ（パンフレット），2006
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分かれ、まず地域の「安全診断」を行った。例えば、参

加者が日々の生活のなかでどのようなことを危険と感じ

るか、どういう不安があるのかについて話し合った。幅

広い意見がだされたが、KJ法を用いてまとめていくと、

大きく「高齢者の安全」「子どもの安全」「交通事故」そし

て「災害」にまとめられた。続いて、ワークショップで

出てきた課題を解決するために、活用できる既存の取り

組みやサービスをあげ、さらにそれらを組み合わせた対

策案を議論していった。このようなワークショップでの

議論をもとに、篠町におけるSC活動計画（アクションプ

ラン）の概要がまとめられた。このワークショップの過

程で住民の姿勢に変化がみられた。まず、課題の解決策

を議論するにあたって、当初は行政に解決を頼る傾向が

みられたが、次第に（行政に解決を頼むとしても）自分

たちは何ができるだろう、という主体者としての意識が

みられるようになった。このような住民の意識の変化は、

ワークショップが終わった後に具体的な取り組みを始め

るための「まちづくり推進会議」の設置へとつながった。

　その後、これらの課題および対策方法については、自

治会が毎年策定している「アクションプラン」に盛り込

まれ、重点的な取り組みとして進められることとなった。

例えば、高齢者の安全については、高齢者の不安やニー

ズについて把握するために、立命館大学との連携によっ

て地域の高齢者の独居あるいは夫婦二人世帯へのヒアリ

ング調査が行われた。学生が民生委員とともに聞き取り

調査を行った結果、安心して生活するために求められて

いるのは、特定の支援やサービスよりもゴミだしなどを

はじめ日常生活における「手助け」などであることがわ

かった。そこで、自治会を中心に、日常生活のなかで住

民が負担なく「支えあい」「助け合い」を実践できる仕組

み作りに取り掛かった。具体的には、住民がサークル活

動や回覧板の受け渡しなどの機会を活用して独居あるい

は二人暮らしの高齢者世帯の安否を確認し、異常や支援

の要請があれば自治会に報告し、内容に応じて専門家な

どにつなぐという「あいあい・ネットワーク」を構築した。

　また、警察や消防等から入手した過去数年間の外傷に

かかわる統計データを分析したところ高齢者の転倒が多

いことが明らかになった。そこで、南丹保健所が従来か

ら推進している転倒予防体操「なんたん元気づくり体操」

普及の支援を始めた。たとえば、住民が転倒予防体操を行

う場合は自治会館等の施設の利用は無料とするとともに、

ラジカセやマットなど必要な機材を揃えた。さらに、地域

の行事などにおいても積極的にこの体操を行うようにし

た。

　もう一つの課題である子どもの安全の関しては、「水曜

日出迎えデー3)」を推進したり、世代間交流のなかで危

険な場所に関する情報収集と安全に関する意識を高める

ために安全マップづくりを行った。その他にもさまざま

な活動が推進されているが、これらの活動の根底にある

のは、住民間のコミュニケーションである。自治会は、

篠町の住民が交流できる機会を増やすことで住民が積極

的に地域活動に参加できる環境づくりを進めてきた。

　このように、篠町がパイロット地区としてSC活動を推

進するなかで、それを支援する亀岡市や京都府及びその

関連機関との接点が増えた。さらに、安全や福祉に関す

る調査フィールドとして大学との接点も増えた。つまり、

SC活動を導入することによって地域内の地域内のアフ

ターによるヨコのつながりが強まっただけでなく、市や

府といったいわゆるタテのつながり、さらに大学や専門

機関と外とのつながりが増えたのである。

４．アンケート調査結果4)5)

　2009年２月、篠町においてそれまでのSC活動がどのよ

うに地域に影響を与えたのかを把握するべくアンケート

調査を実施した。質問項目については、２年間という短

期間ではSC活動の客観的安全への影響をみるのは難し

いとの判断から、主観的安全に関する内容に絞られた。

また、地域とのつながりや生活の満足度などは安心感と

相関関係があることが前回のアンケートから明らかに

なったことから、これらの要因についても2007年の調査

結果と比較された。

4-1．回答者の概要

　調査票は、自治会を通して町内全世帯（5,763件）に配

布された。回収件数は3,973件（68.9％）であり、そのう

ち有効回答は3,929件（68.2％）であった。前回のアンケー

ト調査では、篠町の回収件数は1,483件（回収率26.1％）で

あったことから、回答率は大きく伸びている。これは、

SCに関する認知や関心がまだ低い時期に実施された前

回のアンケート調査に比べ、今回は周知が進んでいたこ

とが影響していると考えられる。それに加え、今回は回

収方法を郵送から自治会役員等による回収に変更したこ

とが大きく影響していると思われる。住民の自発的な協

力に頼らざるをえなかった前回と比べ、今回は訪問によ

る直接回収が主であったため、関心が低い住民からも幅

 

３）地域の住民が、買い物や犬の散歩、家先の掃除などを子どもが下校する時間に合わせて行うことによって、子どもを地域で出迎えるとともに、下校

時の安全を確保するという取り組み。

４）亀岡市セーフコミュニティ活動アンケート調査結果,2007

５）亀岡市篠町セーフコミュニティ活動アンケート調査結果,2009
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広く回収することができた。

　今回の回答者の特徴としては、女性による回答の割合

が前回の47.7％から71.0％と大きく伸びていることがあ

げられる。また、年齢層については、50-59歳の割合が最

も多く、60-64歳、30-39歳が続いている。年齢の分布は

前回と同様の傾向がみられるが、今回の特徴としては、

49歳以下の若年層による回答が占める割合がやや高く

なっている。

4-2．安心感に関する項目

　篠町では、「現在の生活について総じて安全と感じる

か」という質問について、「強くそう思う」が0.7ポイン

ト（0.3％から1.1％）、「そう思う」が14ポイント（33.9％

から47.9％）の伸びを見せている。一方、「そう思わな

い」が約５ポイント（18.7％から13.6％）、「全くそう思

わない」が１ポイント（2.2％から1.2％）減少している（図

１）。これらの結果から、より多くの住民が安全を感じる

ようになっているといえよう。安全と感じる人の割合の

増加は、どの年齢層においてもみられるが、とりわけ高

齢者層における伸びが大きい（図２）6)。

　また、具体的な安心の阻害要因をみるために、今後5年

間の生活における不安について、（１）自宅での転倒、（２）

外出時の転倒、（３）交通事故、（４）学校でのケガ、（５）

 

６）年齢と生活における安全・安心の連関性を見るためにχ2検定を行ったところ、2007年、2009年とも0.1％有意水準で有意であった。

　　（2007年；χ2=74.557, df=60,　2009年；χ2=133.25, df=36）

図１
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職場でのケガ、（６）余暇・スポーツのケガ、（７）暴力に

よるケガ、（８）いじめや虐待、（９）犯罪による被害、（10）

火事による被害、(11)自然災害による被害の11項目につ

いてきいたところ、（１）～（７）については、「不安でな

い」（「まったく不安でない」と「あまり不安でない」の

合計）が占める割合が増えた。また（９）～(11)について

は、「不安でない」の割合はほとんど変わらない一方で、

「不安である」（「不安である」と「非常に不安である」の

合計）の割合が増えている（図３）。

　これらのことから、篠町がSC活動として重点的に取り

組んでいる取り組みのうち、高齢者の安全と交通事故に

ついては、選択肢（１）～（２）及び（３）においてある

程度反映されていると思われる。ただし、「子どもの安全」

については、学校内での安全に限定しているためか、今

回の数値にはそれほど反映されてない。

　次に、安心感の状況を日常生活におけるつきあいの程

度ごとに「生活面での協力関係がある」「（生活面での協力

関係はないが）世間話や立ち話をする」「（生活面での協

力関係はなく）あいさつ程度」「付き合いはほとんどない」

の４段階でみてみる。アンケート調査からは、この２年

※地域の安全・安心感と生活における付き合いの程度の連関性を見るためにχ2検定を行ったところ、2007年、
2009年とも0.1％有意水準で有意であった（2007年：χ2=397．800,df=12、2009年：χ2=103.719, df=12）。

図４

※2007年のアンケートには、「いじめや虐待」の設問はなかったため、空白となっている。

図３



日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.3　No.1　　201052

セーフコミュニティ活動が日常生活における安全・安心感に与える影響

で地域での付き合いの程度には大きな差はみられない。

しかし、それぞれのつきあいの程度における「地域の安

全」を感じる度合いをみると「強く安全だと思う」「安全だ

と思う」と感じている人の割合が伸びている。（図４）

4-3．地域での付き合いや地域の活動に関する項目

　続いて地域活動の状況についてみると、地域の人々が

一緒になって地域の課題に取り組んでいると感じている

人（「お住まいの地域では、住人が一緒になって熱心に地

域の課題に取り組んでいると思いますか」という設問に

「強くそう思う」と「そう思う」と答えた人の合計）の割

合が11.6ポイント（21.4％から33.0％）高くなっている。

一方、「そう（住民が一緒に地域の課題について取り組ん

でいると）思わない」および「まったくそう思わない」

と答えた方の割合は、合わせて11.4ポイント（32.6％か

ら21.2％）減っている。この傾向は、年齢による差はみ

られず、年齢に関係なくこの２年間で篠町における地域

活動が活発になっていると感じている住民が増えている

といえる。

　さらに、住民が地域課題に一緒になって取り組むこと

の重要性の認識との関係をみると、「（住民が地域課題に

一緒になって取り組むことが）重要だと強く思う」、「（同）

重要だと思う」および「どちらとも言えない」と答えた

人に関して、この２年間で地域の課題に一緒になって取

り組んでいるという認識が高まっている。（図５）

　しかしながら、実際にどのくらい地域の活動に参加し

ているかを「自治会活動」「PTA、子ども会活動」「サー

クル活動・趣味の活動」「NPOなどの市民活動」「お祭り

などの地域の行事」「その他」への参加の状況からみると、

いずれも前回と比較して、「参加している」と答えた方の

割合に低下がみられた。

　また、地域の安全安心の向上のための活動への参加意

向・参加の状況をみたところ、ほぼ全ての活動において

関心を持っている（参加している場合も含む）と答えた

方の割合に低下がみられた。これらは、今回のアンケー

ト調査票の回収方法が前回の郵送から自治会による訪問

による直接回収となったため、地域活動に関心のない住

民からの回答も増えたことが影響している可能性がある。

しかし、そのなかでもそれぞれの活動に関心をもつ（参

加している）人のなかでは、「（地域が）強く安全だと思

う」あるいは「安全だと思う」と感じている方の割合が

高くなっている。（図６）

4-4．その他の面における影響

　2007年に実施した調査からは、安心感（主観的安全）

と暮らしにおける満足度の相関関係が明らかになってい

る。その後２年間の暮らしに対する満足度の変化をみる

と、「非常に満足」が2.7ポイント（0.3％から3.0％）、

「満足」が15ポイント（40.0％から55.0％）伸びている。

さらに、「不満足」は、10.5ポイント（16.2％から5.7％）、

「非常に不満足」が0.9ポイント（1.8％から0.9％）低下

している。また、安全・安心感との関係における変化を

みると、いずれの付き合いの程度においても安全だと感

じる人の割合は高くなっているが、満足している人のほ

※地域課題への取組の重要性と地域課題への実際の取組状況の連関性を見るためにχ2検定を行ったところ、
2007 年 、 2009 年 と も 0.1 ％ 有 意 水 準 で 有 意 で あ っ た（2007年：χ2=2636.514, df=16,2009年：χ2=539.862,

　df=16）

図５
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うが不満足の人と比べて安心だと感じる人が増える割合

がやや大きい。（図７）。

５．考　　察

　亀岡市では篠町を第一期パイロット地区としてSC活

動の６つの指標に基づいた取り組みを展開している。篠

町では、自治会が中心となり、「地域診断」→「取り組み

の企画」→「実施」→「効果の測定・評価」という流れ

にそって活動している。もともと篠町は、従来から自治

会が中心となって積極的にまちづくりを進めている地域

である。そこにSC活動を導入したことで、地域の課題を

客観的に把握し、既存の社会資源を活用しつつ課題の解

決にむけた取り組みがみられるようになった。さらに、

SC活動の協働の理念のもと、それまでも活発に取り組ん

でいた地域住民の交流の機会を活用しつつ住民参加型の

安全向上に取り組んでいる。加えて、市や府(本庁、保健

所、振興局)、大学とのネットワークが構築されてきてい

る（白石 2008,2009）。

　これら一連の取り組みの結果として、アンケート調査

によって次の変化が明らかになった。まず、年齢や地域

図６

※生活の満足度と地域の安全の連関性を見るためにχ2検定を行ったところ、2007年、2009年とも0.1％有意水
準で有意であった。（2007年：χ2=8505.791, df=16　2009年：χ2=1969.638, df=16）

図７
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での付き合いの程度に関係なく、住民は全体的に生活の

安全を感じる人が増えている。特に、犯罪や自然災害な

どよりも事故や外傷に関連する不安が減っている。また、

住民の付き合いの程度には大きな変化は見られなかった

が、地域課題の解決にむけて住民が一緒になって取り組

んでいると感じている住民が増えている。従来から地域

での付き合いがある人や実際に地域での活動に参加して

いる（あるいは関心がある）ほど暮らしへの安心感は高

く、その割合は２年間でさらに高くなっていることから、

今後も引き続き住民が地域活動に参加しやすい環境づく

りが重要であろう。さらに、安心感と相関関係がある暮

らしに対する満足度はこの２年で高まっている。このこ

とからも、引き続きSC活動の推進が求められよう。一方、

今回の調査では、住民の付き合いや活動の活性化は認め

られなかった。地域との関わりが多い人のほうがそうで

ない人よりも安全を感じていることから、今後も引き続

き住民が気軽に地域の活動に参加できる工夫が重要であ

ろう。

　亀岡市においては、主観的安全や安全にかかわる地域

活動の状況を包括的に把握できるデータは他にない。そ

のため、今後も定期的にアンケート調査を実施し、SC活

動の効果を確認することが重要である。また、本稿では、

亀岡市においてはSC活動の実績はまだ浅く、十分なデー

タがそろっていないことを考慮し、事故や外傷の発生件

数や頻度・重傷度など客観的安全については論じていな

い。しかし、これらは地域の安全を測定するにあたって

重要な指標である。また、京都府が期待するSC活動がど

のように財政負担の軽減に寄与しうるのかをみるために

も必要である。今後、地方自治体におけるSC活動の意義

をより多面的に検討するためにも、これらのデータの継

続的な収集と分析が必要である。
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高齢者における熱中症予防のための対処方法
～熱中症既往のない高齢女性を対象にした夏期における飲水行動調査から～
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要約

　最近の厳しい夏の暑さで、高齢者の熱中症による死亡が増加している。高齢者の暑熱障害（熱中症）予防は、Safe Elderlyの重要な課題

の一つである。本研究では、高齢者の飲水行動や熱中症予防行動を明らかにすることを目的に、比較的元気で熱中症既往のない65～94歳

の高齢女性190名を対象に夏期における飲水行動調査を実施し、前期(65～74歳)・後期(75歳以上)高齢群の特徴を検討した。その結果、飲

水は両群共に約40%が１日約１リットルを比較的「こまめに摂取」し、内容は多くが冷えたお茶（麦茶・日本茶）であった。飲水のタイ

ミングは両群共に入浴後や食事中が多かったが、運動前・後では前期高齢群に比べ後期高齢群に低率であった。飲量水を飲みたいときに

飲める状況づくりや飲みやすい内容にする等の工夫がみられた。一方、暑熱時には、多くが暑さの状況を判断して外出を控え、外出時に

は帽子や傘を着用していた。クーラーの利用は前期高齢群に比べ後期高齢群の利用率が低かった。以上より，熱中症既往のない高齢者で

は，こまめに，意図的に飲水を心がけていることが確認されたが、後期高齢者ではより積極的な意図的飲水をすすめる必要性が示唆され

た。

キーワード：熱波、前期高齢者、後期高齢者、熱中症予防、

Abstract

　The extremely hot summers in recent years have resulted in an increase in the number of deaths attributable to heat disorders among the 

elderly.  Prevention of heat disorders is one of the most important factors in ensuring elderly safety.  In this study, the characteristics of an 

early elderly group (age 65 to 74) and a late elderly group (age 75 and older) were examined by conducting a water intake behavioral study 

during the summer among 190 elderly women age 65 to 94 who were comparatively healthy and had no prior history of heat disorders for 

the purpose of indentifying water intake behavior and heat disorder preventive behavior among the elderly.  As a result, roughly 40% of the 

subjects of both grougs were found to drink about 1 liter of water per day, indicating compararively frequent water consumption.  The 

majority of the water consumed was in the form of cold tea (barley tea or green tea).  Although the times at which water was consumed 

consisted primarily of after bathing and during meals in both groups, consumption rates were lower among the late elderly group as 

compared with the early elderly group with respect to before and after exercise.  The subjects were observed to have devised special ways 

of creating conditions that allowed them to consume water when they became thirsty as well as have beverages available that were easy to 

drink.  The proportion of subjects of the late elderly group that used a cooler was lower than that of the early elderly group.  On the bases 

of these findings, although elderly persons who had no prior history of heat disorders were confirmed to intentionally endeavor to drink 

water, it was suggested that it is neccessary to encourage late elderly persons to make an active effort to dirnk an adequate amount of water.

Key words: heat wave, early elderly, late elderly, heat disorder prevention

Evaluation of Methods to Prevent Heatstroke
Water Intake of Elderly Women with No History of Heatstroke in Summer
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Ⅰ　緒言

　近年の地球規模で進行する温暖化や都市部のheat 

island化等により、脱水や熱中症等の暑熱障害の発症が急

増している。夏期の異常高温、いわゆる熱波により、世

界各地で熱中症の多発が報告されている。例えば、2003

年ヨーロッパを襲った熱波では、フランスの約１万5000

人をはじめ、イタリアやポルトガルなど総計２万人以上

が熱中症で死亡した1)。その後もインドやパキスタン等

の西南アジア、2005年にはアメリカ合衆国、2009年には

オーストラリア南部でも100年に一度の熱波が到来、多数

が死亡した2)。国連の下部組織である、気候変動に関す

る政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate 

Change：IPCC）発行の第４次評価報告書3)によると、人

類の活動が地球温暖化を進行させていることと、それに

より深刻な被害が生じる危険性を指摘しており、今後熱

波や豪雨が増え、台風・ハリケーン等がさらに強力にな

ると予測している。そして、それらによる健康リスクの

増加への対応が緊急の課題であると指摘している。

　日本においても、人口動態統計に基づく熱中症死亡数

の年次推移をみると1995年以降増加傾向にある。2007年

の死亡者数は904人、救急搬送データでは東京都および17

政令指定都市で5000人以上の熱中症患者が搬送されてい

る4)。中でも、高齢者の熱中症死亡総数に占める割合が

年々増加しており、1995年に約54％であったのが2007年

には74.9％にも及んでいる５）。高齢者の中でも、特に後

期高齢女性の発生が多く、超高齢社会を反映している。

　高齢者に熱中症の発生が多い理由として、体内総水分

量および細胞内液量比率の低下、尿濃縮力低下に伴う水

分保持能の低下や口渇感低下による水分補給不全等、生

理学的老化による水分恒常性維持作用および渇きの発生

低下が挙げられる5)。また失禁の不安による意図的な飲

水制限、日常生活動作の低下により自ら飲水ができない

等、水の探索行動や飲水の判断、飲水動作など生活上の

要因も大きい。さらに、高齢者では若年者に比べて環境

変化に対するホメオスターシス維持機能が低下しており、

暑熱環境下では脱水や熱中症等の暑熱障害を発生しやす

いことが挙げられる5)。

　最近の暑熱障害の発生状況をみると，虚弱な高齢者の

みならず健康な高齢者でも外出中や運動等、戸外での活

動や室内での作業等において多発している。暑熱障害予

防への対策は、あらゆる健康レベルの高齢者に対して急

務といえる。特に、健康な高齢者においては、自らの生

活の中で、自らが環境変化に対するホメオスターシス機

能の老化を考慮した行動が取れるか否かが暑熱障害予防

の鍵となる。最近では「スポーツ活動中の熱中症予防ガ

イドブック」(2006年改訂、日本体育協会)7)、「熱中症予

防情報」(2002年、日本気象協会)、「日常生活における熱

中症の予防指針」(2007年、日本生気象学会)8)、「熱中症

環境保健マニュアル2009」(2009年、環境省)5)等、予防に

向けての啓発活動が広がっている。また、熱中症予防対

応グッズ(着用型冷却グッズ、熱中症指数モニター等)や

飲料等、ビジネス産業を巻き込んだ様々な対応策が講じ

られている。

　一方で、高齢者自身が熱中症に対してどのような認識

を持ち、どのような予防行動をとっているか等について

の報告は殆ど見られない。高齢者の暑熱障害（熱中症）

予防は、Safe Elderlyの重要な課題でもある。我々は、従

来より、高齢者の様々な生活や健康状態に対応できる熱

中症予防プログラムを提供したいと考え、基礎的・実践

的研究を継続している9)。その一環として、今回は、高

齢者の飲水行動や熱中症予防行動を明らかにすることを

目的に、比較的元気に活動する高齢者を対象にした調査

を実施した。本稿では、特に前期・後期の高齢者の特徴

から熱中症予防のための飲水などの対処方法について検

討した。

Ⅱ  研究方法

　対象者：熱中症既往のない在宅で生活する健康な高齢

女性190名で、平均年齢は73.4歳（65～94歳）である。

　調査項目および実施に関する事項：調査の主な内容は、

体格（身長、体重、ＢＭＩ）、筋力系体力(握力、脚筋力)、

体内水分量等の身体的特徴、健康状態、日常生活状況

（睡眠、食生活、活動、役割遂行等）、対人交流、夏期の

飲水行動（飲水時刻、飲水量、飲水内容等）、飲水に対す

る工夫、暑熱に対する対処方法等である。体内水分量推

定には、一次間接法である重水法を用いて、日本人高齢

者にて妥当性が示された先行研究の方法（インピーダン

ス法装置Muscleα：フィジョン社製）を用いた。具体的

には、[体内水分量＝0.487H2/Z+7.745PD+13.375　このと

き、Ｈ：身長，Ｚ:手－足間電気抵抗値，PD:電気抵抗の

部位間比率]となる推定式を用いて算出した。この方法は、

筋量分布の加齢変化を考慮した新しい方法で、従来イン

ピーダンス法で用いられてきた性・年齢・体重などの変

数を用いることなく、電極間距離の長さを代表する身長

と測定された電気抵抗値のみを用いることで、後期高齢

者まで正確に体水分量が測定できる10）。

　調査時期は５月上旬で、夏期の飲水行動はこの２～３

年間の状況から回答するように依頼した。調査は、研究

者らが主催する高齢者向けの体力測定会に参加し、本研

究の趣旨に賛同し協力を得ることができた者に対して、
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自記入式の調査票を手渡し、記入後確認の上、回収する

形で実施した。なお、本調査は京都府立医科大学医学倫

理審査委員会の承認を受けて実施した。

　データ解析：65歳～74歳の前期高齢女性115名(以下前

期高齢群とする。：平均年齢69.8±2.7歳)と75歳以上の後

期高齢女性75名(以下後期高齢群とする。平均年齢

78.9±3.1歳)別に、計量データでは平均値(標準偏差)を

求め、計数データについては頻度集積（割合：質問項目

ごとに無回答者を除いたために、回答者数は異なる）を

算出した。両群間の差異については、前者はｔテスト、後

者はχ2値を用いて検定した。統計解析にはSPSS for 

Ver.16.0Jを用い、有意水準は危険率５％未満とした。

Ⅲ　結果

１．対象者の身体的特徴と日常生活状況

　前期・後期高齢群別の身体的特徴を表１に示した。Ｂ

ＭＩ値は両群共にこの年代の標準的な値で、有意差は見ら

れなかった。体内水分量では、前期高齢者に比べ後期高

齢群が有意に低く、体力についても、筋力系項目(握力・

脚筋力)の測定値が後期高齢群で有意に低かった（いずれ

もP<0.001）。

　表２には、健康感や日常生活状況について示した。世

帯構成では、前期に比べ後期高齢群において独居率が高

かった(P<0.001)。健康感では両群間に有意差は認められ

なかったが、受診状況では前期高齢群が有意に低かった

(P<0.01)。食事バランスへの意識、体力への自信、運動・

睡眠習慣、役割遂行には両群間に差は認められなかった。

表１ 対象者の身体的特徴

表２ 対象者の健康感と日常生活

表３　対象者の夏期の飲水行動
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２．夏期の飲水行動

　表３には、前期・後期高齢群別の夏期における飲水行

動について示した。積極的な飲水や１日の飲水量、飲水

の持ち歩き、夏期の塩分摂取の工夫、いずれも両群に大

きな差はみられなかった。すなわち、両群共に約90％が

夏期には多めの飲水を心がけており、飲水量は１日に500

～2000mlと回答していた。外出時も、飲料を「いつも」

および「時々」持ち歩いている者が両群共に約80％にも

及んだ。飲水の種類は、両群共に冷たいお茶が最も多く

(前期高齢群46.1％、後期高齢群60.0％：以下の括弧内数

値は前期・後期順に示す)、次いで麦茶(41.0％、40.0％)

で、それらに比べて水(25.2％、28.0％)やスポーツ飲料

(10.4％、6.7％)の摂取は少なかった。

　飲水の時間帯については、両群共に食事中(前期高齢群

73.0％、後期高齢群81.3％)や入浴後(77.4％、82.7％)に

は約80％、就寝前(49.6％、38.7％ )や起床時(57.4％、

49.3％)には約50％、入浴前(21.8%、14.7％)は約20％が

飲水していた。運動・作業前(前期高齢群21.4％、後期高

齢群10.7％、P<0.05)と運動・作業後（52.2％、33.3％、

P<0.01）では、両群で有意な差がみられ、いずれも前期

高齢者群の方が積極的に摂取していた。

３．夏期における飲水の工夫

　表４には、自由記載で調査した対象者の夏期における

飲水の工夫をまとめた。記載内容を大別すると、飲水の

内容、タイミング、方法での工夫点に分類された。飲水

内容では、表２に挙げられている内容に加え、お茶や水

を冷やしたり、水に「酢」や「レモン」、「梅干し」など

を入れて飲みやすくすることや電解質を補うような工夫

が記載されていた。飲水のタイミングについても表２と

ほぼ同様の内容が記載されていた。飲水方法の工夫では、

「たびたび飲む」や「ゆっくり少量づつ飲む」等、こまめ

な飲水の記載が多くみられた。また「いつでも飲めるよ

うに常時お茶や水を定位置に置いておく」「１日に飲む量

を決めて、それを目安に飲む」「朝、１日に飲むお茶を作

り１日で飲み切る」等、いつでも飲水できるような工夫

や、１日の必要量を飲めるような工夫の記載がみられた。

また、「飲みたいときに飲む」「喉が渇いたときに飲む」

の記載もあった。

４．暑さの感じ方と暑さ対策

　表５には前期・後期高齢群別の暑さの感じ方、口渇感

や発汗の加齢変化の自覚について示した。いずれの項目

とも両群間の回答率には差がみられなかった。「かなり」

「少し」と程度の差はあるものの、暑がりを自覚する者は

約90％、運動後に喉が 渇くとする者は約85％、汗をかく

者は約85％であった。口渇感や発汗の加齢による低下を

自覚する者は約10～15％程度にすぎなかった。また、夏

の睡眠であまり眠れない者は約15％であった。

表４ 対象者の夏期における飲水の工夫（自由記載から）

表５　対象者の暑さの感じ方
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　表６には、前期・後期高齢群別にみた実施する暑さ対

策について示した。前期高齢群で最も多いのは「窓を開

ける」、次いで「扇風機の使用」、「クーラー使用」の順で、

後期高齢群では「扇風機の使用」、「窓を開ける」、「クー

ラー使用」の順であった。両群共に「扇風機の使用」、

「窓を開ける」は約60～79％の者が実施していた。「クー

ラー」は、前期高齢群(49.6％）が後期高齢群(34.7％）

よりも有意に使用頻度が高かった（P<0.05）。クーラーの

利用状況は両群共に風呂上がりが最も多く(前期高齢群

67％、後期高齢群70.7％)で、次いで外出帰宅時(41.7％、

42.7％)、昼間のみ使用(33.0％、30.7％)の順であった。

外出対応については、両群ともに約80％が「暑熱時に外

出を控える」とし、全員（100％）が「帽子着用」であっ

た。暑い時期の健康管理については、両群共に約70％が

「いつも」または「ときどき」気をつけており、その内容

は前期高齢群では体重測定(63.5％)、血圧測定(47.8％)、

食欲の具合(27.8％ )が多く、後期高齢群は血圧測定

(49.3％)、体重測定(44.0％)、排泄の具合(34.7％)が多

かった。

Ⅳ　考察　

　近年多発する高齢者の脱水、熱中症等の暑熱障害につ

いては、高齢者の様々な生活様式・健康状態に対応でき

る具体的対策（予防プログラム）が必要である。特に夏

の気候が高温多湿となるわが国においては、高齢者の暑

熱障害（熱中症）予防は、Safe Elderly（高齢者の健康・

安全・安心）の重要な課題である。現在、我々は、高齢

者に対する暑熱障害予防プログラム開発のための基礎

的・実践的研究を継続している。その基礎資料として、

本研究では、比較的元気に活動する熱中症既往のない高

齢者の夏期における飲水行動の特徴を把握したいと考え、

飲水時刻、飲水量、飲水内容や飲水の工夫、暑さへの対

処等を調査した。その結果、本対象者のような熱中症既

往のない比較的活動的な自立高齢者では、多くの者が暑

い時期には積極的な飲水を心がけ、自分なりに工夫した

暑さ対策を実践し、熱中症予防のための習慣を有してい

ることが確認された。これらは、最近の高齢者向けの熱

中症予防の啓蒙活動の効果とも受け取れるが、高齢者自

身の健康意識の高さを伺わせるものであった。しかしな

がら、前期・後期高齢群を比較すると、飲水行動には加

齢変化がみられ、それぞれに対応した飲水支援の必要性

が示唆された。

　以下では、このような点をふまえて、夏期の飲水行動

や飲水の工夫、暑さ対策等について考察した。

１．夏期における高齢者に必要な飲水量

　１日に必要な飲水量は一概には決定できない。一般に

は、発汗による脱水量に応じた飲水が必要とされるが、

発汗量も身体要因（年齢、体格、健康状態、身体活動な

ど）、や環境要因（季節、気温、湿度、輻射熱、風の有無

など）、生活要因（着衣状況や食事内容など）の影響を受

ける。成人の場合、教科書的には、１日の総水分摂取量

は約2.5リットルといわれ、食物からの水分摂取と代謝水

を差し引くと約1.2リットルの飲水摂取が必要とされて

いる11）。筆者らの脱水既往のない自立高齢者を対象にし

た夏期と冬期の水分出納調査における飲水量は、平均で

夏期1.6リットル、冬期1.3リットル、最も少なかった者

で夏期は1リットル、冬期は0.73リットルであった。比較

的活動的な高齢者の平均値は、成人に推奨される飲水量

をほぼ確保しており、夏期の最も少なかった１日１リッ

トルは、脱水を生じさせないための飲用すべき水分量の

目安となる12）。本対象者の場合、約40％が１日１リット

ル以上の水分を摂取すると回答していたことから、比較

表６　対象者の暑さへの対処
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的積極的な飲水を心がけていることがうかがわれた。

２．夏期の飲水行動と加齢変化

　本対象者である前期・後期高齢者両群共に、夏期には

比較的積極的な飲水を行っていると回答していた。飲水

内容でも、前期・後期高齢者に相違は認められず、飲水

内容としては冷えたお茶（麦茶・日本茶）が多かった。

岡山らの高齢者の水分出納調査でも夏期に冷茶や麦茶を

多く摂ることを報告しているが12)、本調査でも同様な結

果であった。

　また、飲水の時間帯は、両群共に、入浴後や食事中が

圧倒的に多く、次いで起床時や就寝時に多かった。運動・

作業前後の飲水は後期高齢群よりも前期高齢群が積極的

に実施していた。前期・後期高齢群共に運動後の口渇感

や発汗量の低下を自覚している者は少ないが、後期に比

べ前期高齢群の方がより運動前後の飲水を心がけている

ことがうかがわれた。これらは、口渇感の加齢変化によ

るものというよりも前期高齢者の方が、運動前後により

積極的に飲水しようという意図的な水分摂取の結果とも

考えられる。

　一方で、本対象者のＢＭＩ値をみると両群に差はないが、

体内水分量は前期高齢群に比べ後期高齢群が明らかに低

値を示し、また、後期高齢群の筋力系体力の測定値も低

かった。加齢によって体内水分量（総量）が低下13)する

ことは既に報告されており、本研究結果もこれに一致す

るものであった。一方、成人の場合、体内水分の標準的

な分布は、約2/3が細胞内、1/3が細胞外にある11）。一般

に、筋量（筋細胞量）にも加齢変化が認められ14、15）、高

齢期には特にこれに関連する体力低下が著しいが、本対

象者の場合も同様であった。高齢者の細胞内液・細胞外

液を分けて測定したYamadaらは、後期高齢者や要介護高

齢者では、健康な前期高齢者に比べ細胞内液の減少が著

しいことを報告している16）。筋細胞は体内水分を貯留す

る重要な器官である。体内水分総量と共に体力低下の認

められる後期高齢群は、前期高齢群に比べより脱水状態

に陥りやすいと考えられる。本調査からは、高齢者、と

りわけ後期高齢者に対しては、活動・運動前後に飲水を

すすめるなど、より積極的な飲水支援の必要性が示唆さ

れた。

３．セルフケアとしての「意図的でこまめな飲水の習慣

化」のための支援

　先にも述べたが、本対象者のほとんどが夏期には積極

的な飲水が必要と考えており、約40％が１日１リットル

以上の摂取を心がけていた。その反面、約60％の対象者

の飲水量は１リットル以下であり、また口渇感の加齢に

よる低下などを自覚している者も少ないことが示された。

このことは、高齢者自身が１日の飲水量を自分で確認し、

意図的でこまめな飲水の習慣化を実践できるよう支援し

ていくことの重要性を示している。

　そのためには、まず飲水への正しい知識を持つことが

必要である。筆者らの調査17)でも「高齢者は脱水になり

やすい」など飲水に関する知識を持つ者は持たない者に

比べ積極的な飲水を行っていることを確認している。高

齢者においては、飲水の必要性を熱中症発症と関連させ

るなど、具体的な説明により自身の問題となるような働

きかけが大切である。その上で、必要な飲水量を自分で

見積もることができるような支援が必要である。真夏日

に約1.5時間の散歩程度の運動を行うと、約0.7リットル

の発汗がみられることが報告されている6)。しかし、そ

れに見合う水分補給ができない高齢者がいることを我々

は観察してきた16)。

　また、高齢者の生活環境や日々の暮らしぶりを十分配

慮して、１日の飲水をどの時間帯に摂取するのかを考え

ることも必要である。１回量を多くすることには尿量を

増加させ補水効果は少なく、こまめな飲水で必要量を確

保する工夫が求められる。本対象者の場合は、比較的積

極的な飲水がなされているが、起床時や就寝時の飲水は

約５割に留まっている。一般に、高齢者は夜間の排尿を

気にするあまり飲水を控える傾向にあり、夕食以降に飲

水をしない高齢者も多いと推察される。しかし、入浴後

に飲水せずに就寝した場合、これが脳梗塞や心筋梗塞の

原因になることが指摘されている18)。就寝前および寝覚

めの飲水は脳梗塞等の疾病予防においても重要である。

　本調査の自由記載を見ると、飲水の工夫としては、「こ

まめに」に加え、「ゆっくり」「１日量を決めて」「喉が渇

かなくても」飲水するが挙げられた。その他、「外出時に

常時持ち歩く」「常時食卓や冷蔵庫に飲料水を置く」「就

寝時に枕元に飲料水を置く」等、いつでも飲みたい時に

飲水できるような工夫点や、「よく冷やす」「水にレモン・

酢・塩を入れる」「ジュースやスポーツ飲料」等、飲みや

すさや好みを上手に取り入れている記載があった。高齢

者が生活の中で培ってきたこのような知恵も、飲水支援

プログラム作成にあたっては十分考慮する必要があろう。

４．夏の暑さへの対処

　夏の暑さへの対応として、前期・後期高齢群共に、状

況に対応しながら、外出を控えたり、外出時に帽子や日

傘を使用していた。また、自宅で過ごす時の暑さに対し

ては、窓を開ける、扇風機やクーラー利用等の工夫がみ

られたが、クーラー使用は、前期高齢群の約50％に比べ、

後期高齢群の約30％が明らかに低率であった。前期高齢
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群と後期高齢群のクーラー使用状況の差は、暑さの感じ

方の加齢変化によるものか、部屋の状況等の環境要因が

関係しているか、あるいはクーラーが好きでないという

単なる好みによるのかは明らかではない。しかし、特に

高齢者における最近の暑熱障害（熱中症）は、室内で多

発している5)。このような暑熱障害に対応するためには、

高齢者自身の暑さの感じ方も重要であるが、少なくとも

室内に温湿度計を設置するなど、客観的指標との関連で

暑熱環境を整えるような意識的な働きかけが必要と考え

る。

まとめ

　以上より，熱中症既往のない高齢者では，こまめに，

意図的に飲水を心がけていることが確認された。また、

効果的な飲水行動の実践のためには、高齢者自身が飲水

への正しい知識を持つこと、自分の生活や健康状況等か

ら飲水必要量を正確に見積もれること、自己のライフス

タイルの中で、効果的な飲水タイミングや飲みやすい内

容等を工夫するなどが挙げられた。特に後期高齢者では

体内総水分量が少ないことが明らかになり、より積極的

な意図的飲水をすすめる必要性が示唆された。
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Ⅰ．はじめに

　１）「安全科」の設置にあたって

　平成13年６月８日。本校、大阪教育大学附属池田小学

校に１人の暴漢が侵入した。まだ幼く無力な１、２年生

の児童８名の尊い命が奪われ、多数の重傷者出した凄惨

極まりないその事件は、『学校安全神話』を根底から覆し、

学校教育における安全学習の必要性を痛感させた。そし

て、私たち教職に携わる者に、尊い児童の命を守るとい

う当たり前だったはずの教育理念を、もう一度強く意識

する必要性を示唆した。以来本校では、児童が生涯にわ

たって安全・安心な人生を歩んでほしいという願いのも

と、児童の危険予知・回避能力を育む安全マップの学習

や安全スキルの学習を、全学年において進めてきた。

　安全教育とは、命の教育である。危険を予知し、回避

する能力が育まれる中で、自分の大切な命を自ら守ろう

とする強い心が育まれ、自他の命を大切にしようとする

やさしい心が育っていく。誰もが、「命は大切なものだ」と

潜在的にはわかっている。しかし、命にはその実体がな

いだけに、実感することは容易ではない。その大切さに

対する実感は，大人はもちろん、ましてや児童が容易に

持ち得るものではない。したがって、実体のない命に対

する実感は、家庭はもちろんのこと、教育活動の中で育

んでいくべきものである。

　しかしながら、社会の状況を鑑みたとき、児童が被害

に会う事件・事故は引きも切らず、児童が安全・安心な

学校生活を送るためには安全教育の必要性は高まる一方

である。安全教育の一般化に向けての重要性が増す中、

本校の取り組みにおいて、防犯カテゴリーのみならず、

交通安全、災害安全、生活安全全般に安全教育のカテゴ

リーを広げて行おうとするとき、学校教育全体での教育

課程の見直しが必要となった。そこで本校では、文部科

学省による教育課程特例校の認定を受け、特別の教育課

程として「安全科」を設置するに至った。

本校の安全教育は、「生命尊重」の考えを基盤とすること

が大前提である。すべての人々が自他の生命を尊重する

ことがなければ、「安全・安心」は成立するものではない

からである。

安全科の授業における児童の「安全・安心」の様相の変容に関する研究

◆活動報告◆

抄録

　本校大阪教育大学附属池田小学校では、2009年度に、文部科学省の教育課程特例校の認定を受け、日本で初めてとなる「安全科」を設

置した。その主たる目的は、安全教育の内容を系統的に整理、実践し、全学年において発達段階に応じた安全教育プログラムを構築する

ことにある。本稿は、「安全科」の授業実践において、児童の「安全･安心」の様相がどのように変容するのかを、児童の言葉や行動から

分析し、安全教育が及ぼしうる児童への影響について、実証的に述べ、安全教育の発展に寄与しようとするものである。

　そこで、本研究においては、第５学年で実施した『命のバイスタンダー』の授業実践をもとに、傷病者に対する児童の意識が授業実践

前と、一次救命処置のスキルを習得した実践後ではどのように変容するかを、アンケートを実施、分析する方法をとった。

　実践前は、人の命を助けたいという、道徳的倫理感が児童の意識を左右している様相が見られたが、一次救命処置のスキルを習得した

実践後は、人の生命に触れることに対する畏れを児童は感じている様相が見られた。

　このことにより、道徳的倫理感のみに支配されていた児童の意識が、スキルを習得することによって、命の重さに対する実感を持ち、

より実感を持って「自分には何ができるのか」を考えることができるようになった。
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　しかし、これまでの一般的な安全教育の実情を考えた

ときに、低学年での交通安全教室や、防災に関する避難

訓練が主だったものである。これらによって児童は、「安

全」に行動するための知識を得て、その行動様式を知る。

しかし、そこには交通安全や災害に対する実感はなく、

また、命の大切さへの実感に結びついているとは考え難

い。安全教育にとっての課題であり、肝要なこととして、

「実体験することができない学習」であるということが挙

げられる。交通事故の怖さ、地震や火災の怖さは、学習

の中で実際に体験することはできない。だからこそ、実

体験に近い実感を持たせる教材開発が肝要であり、実感

を持たせることができる授業展開が必要となる。そして

児童は命の尊さの実感に一歩ずつ近づいていくのである。

例えば、交通安全教室をそこで終わりにするのではなく、

自他の生命の大切さの実感にまで教育目標を広げたとき、

特別活動や生活科、総合的な学習の時間の中の安全教育

では目標を達成していくことが困難であると感じた。「安

全科」は、特別な教育課程として、本来行っていくべき

安全教育の理想的な姿を求めて研究していくために、本

校にとっては不可欠なものと言える。そしてその研究の

成果から、多くの学校園において、本校が発信する安全

教育の重要性を共有し、実践していくようになることを

願ってやまない。

　２）安全教育における「安全・安心」とは

では、「安全・安心」を生み出すものは何か。児童の身の

回りには、安全を守る多くのものが存在する。校舎の構

造、警備員の存在、防犯ブザー等。しかしそれらは、安

全を「守ってくれるもの」であり、そこばかりに期待し

ていては、生涯にわたる本当の「安心」は得られないと

考える。児童自身が自ら「安全・安心」を手に入れるこ

とができる能力を育むことが、学校での安全教育に課せ

られるべき命題である。

そこで、「安全」「安心」の関係性と児童の様相を以下の

図でとらえたい。

 

　安全教育で目指すべきところは、「安全で安心」である

＜図Ⅰ　附属池田小学校「安全科」教育論　2010松井＞

Ａのカテゴリーである。しかし、このカテゴリーに児童

の状態がいれば、安全教育の役割が達成されたかと言え

ばそうではない。たとえば、先に挙げた防犯ブザーの例

で言うと、防犯ブザーの学習をする前なら、Ａの位置に

いた児童も多数いるだろう。「防犯ブザーはいざという時

に、不審者を撃退することができる。それを持っていれ

ば安心だ」と感じている状態である。しかし、学習を進

めるうちに、実は持っているだけでは安全とは言えない

ことに気付き始める。児童は「安全を守るものだけど、

それだけではだめだ。自分にはいざという時に使うこと

ができない」というＢの状態や、あるいは、「まったく安

全とは言えない。頼るのはこわい」というＣの状態へと

移行し始める。このように、これまで何の疑問を持たず

に「安心」しきっていた状態のＡの位置では、児童の生

涯にわたる「安全」「安心」とは言えない。まずは「真

実」を知ることが、安全教育の大きな役割のひとつと言

えるだろう。しかし、この学習をした時点で、児童はＢ

やＣの位置にとどまっているのではなく、ベクトルは再

び、真の意味でのＡに向かい始めているのである。

　また、「危険なのに（もあるのに）安心している」Ｄの

状態についてだが、たとえば児童の登下校がそこに当て

はまる。大阪府警のデータによると、声かけ事案の時間

帯は児童の下校時間帯（15時～17時）に圧倒的に多くなっ

ている。1)しかし、児童は自分の下校経路に潜む危険につ

いて、常に考えながら下校しているわけではない。交通

事故もそうだが、誰もが「今、自分の目の前にある危険」

とは意識していない。そこで安全教育において、安全マッ

プの授業をする。すると児童は、今まで気づいていなかっ

た危険な箇所について見ることができるようになる。そ

の時点では、Ｄの位置からＣ（危険だし不安だ）の位置

に移行する。しかし、そこで育まれた視点は、いかなる

場所においても通ずる視点に育つ。そうして危険予知・

回避能力が育まれていく児童のベクトルは、Ａに向かっ

ていると言えるのである。

　またその一方で、低学年においては、まわりの大人に

支えられ、育まれている「安全」や「安心」を知ること

によって、Ａの位置にいた自分がより一層の広がりと深

まりを見せる。そのことによって、自尊感情がより育ま

れることも大切であり、そこから高学年段階の、より真

実の「安全」「安心」へと向かっていくことができるので

ある。

　安全教育を行っていく中で大切なのは、現時点での児

童の立場が、取り上げる題材にとってどの位置にあるの

かを把握し、学習を進めていくことである。そして多く

の場合、いったん児童がいた位置から、よくない方向に

向かう状況が作り出される。このことは、児童の不安を
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煽っているのではなく、今までは学習することなくいた

立場（Ａ～Ｄ）から、学習することによって、安全や危

険、自分が抱いていた不安や安心に対して真の意味で自

己認識し、生涯にわたって通ずる「安全」と「安心」を

獲得していくのである。

　３）本研究の目的

　本研究は、本校「安全科」の授業実践において、児童

の「安全･安心」の様相がどのように変容するのかを、児

童の言葉や行動から分析し、安全教育が及ぼしうる児童

への影響について、実証的に述べ、安全教育の発展に寄

与しようとするものである。

　本研究においては、特に第５学年の実践『命のバイス

タンダー』を例にあげて、児童がいかにして、命の大切

さの実感へと近づいていくのかを述べたい。『命のバイス

タンダー』の指導計画は、以下の通りである。

 

Ⅱ．研究方法

１）実践概要

　本実践『命のバイスタンダー』の大きな目標は、児童

にBLSスキルを習得させることにあるが、Hidden 

curriculumに存するのは、「命の大切さの実感」である。

児童がＢＬＳスキルを習得し、将来、目の前に傷病者がい

たとき、バイスタンダーとして人の命を救う社会的貢献

を願うことが第一義にあるのではなく、BLSスキルを学ぶ

中から、人の命に対する畏れを実感し、「自分が本当にで

きることは何か」ということを、実感を持って考えるこ

とができるようになってほしいというねらいがある。

　児童は純粋であるがゆえに、目の前に傷病者がいたら

どうしますかと問うと、大半が「助ける」と答えるだろう。

そこには助けるためのスキルも、命に対する畏れも介さ

 

 

 

 

ず、正義感や倫理感のみが存在する。しかし、BLS教育

による一次救命処置のスキルを習得する学習を積めば、

児童の命に対する実感が変容するのではないかと考えた。

２)事前アンケート

　そこでまず、事前アンケートを行い、BLSスキルを習

得する前の児童の実態の把握を行った。アンケートの対

象は、第５学年児童120名(３クラス)である。その後、

『命のバイスタンダー』の実践を行ったのは、１クラス(40

名)である。

　アンケート項目は、以下の通りである。

①あなたの目の前で人が倒れていた時、あなたはその人を

　[助ける　　助けない]

②助けると答えた人は、どのような方法で助けますか。

　[自由記述]

　この事前アンケートでは、多くの児童が「助ける」と答え

ると予想された。そして『命のバイスタンダー』の実践により、

「助ける」と自信を持って答える児童が減るという仮説を立て

た。その数が減ることは、一見消極的になったような感じを

受けるが、知識やスキルのない状態で道徳観のみの考えで

自己の意志決定を行うよりも、学習を積んだことによって命

の大切さの実感に近づき、命の重さを感じるからこそ、その

数は減るだろうという考えである。

Ⅲ．結果

１)事前アンケートの結果

　まず、①あなたの目の前で人が倒れていた時、あなた

はその人を　[助ける　　助けない]という質問の結果は、

以下のようになった。

 

　以上のように、助けると答えた児童は108名で、予想通

りの結果となった。しかし、３名の児童が「助ける・助け

ない」のどちらの回答も選択していた。このことについ

て聞き取りをしたところ、「場合による」という回答を得

た。場合とは、例えばその傷病者が家族や知人である場

合は助けようとするが、見知らぬ人だと近付かないので

はないかということである。

　「助ける」と回答した108名の児童に対する②の質問に

おいては、以下のような結果を得た。
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　目の前の傷病者を「助ける」と答え、その方法として

最も多かったのが「助けを呼ぶ」という理由だった。注

目すべきは、「AEDを使用する」「人工呼吸や心臓マッ

サージを行う」など、一次救命処置を施すという回答数

が13を数えたことである。もちろん、児童は、それらが

何たるかを知らずに回答している。

　これらの結果から読み取れることは、児童は「人を助

けたい」という気持ちを持っていること、あるいは、苦

しんでいる人が目の前にいたら、助けようとするのが当

然であるという、倫理的な思考を持っていることがわか

る。この気持はとても大切なものであり、持ち続けてい

てほしいと願う。しかしそこには、現実感が伴っていな

い。したがって、実感のない倫理感のみが児童を支配し

ているため、その思いは「実践力」＝「命の大切さの実

感」とは言い難い。

２)授業実践『命のバイスタンダー』における児童の様相

　BLSのスキル学習を続けてきた児童は、自分のスキル

に自信を持っている様子が伺えた。誇りと言い換えても

いいだろう。児童はスキルを身につけることによって、

「人の命を助けることができる」自分に誇りを持つ様子が

伝わってきた。

　単なるBLSのスキル学習であれば、ここで学習を終え

る。児童に手作りの「修了証」を渡し、自信を持たせれ

ばよい。「命の学習」としても成立するだろう。実際に授

業を行っていて感じ、また、児童が毎時間記すワークシー

トを読んでいると、自信をつけていくと同時に、マネキ

ンに対しても「失敗したらどうしよう」という思いを持

ちながら学習している様子が見られた。このことは、児

童が単なるスキル学習をしているのではなく、「命」を扱

う学習をしているという感覚を持っていることに他なら

ない。

　しかし、「命を扱う学習をしている」という実感と、

「命の大切さ」の実感の間には、大きな差異がある。『命

のバイスタンダー』の実践の目的は、「命に対する畏れ」を

感じ、バイスタンダーとして、「その一歩」を踏み出すこ

との勇気を実感し、「自分が本当にできること」を考える

ことができるようになることである。端的に言えば、

「思ったほどには何もできない自分」を知り、そんな自分

には何ができるのかを、本気で考えさせることにねらい

があった。

　本実践は、2008年度大阪教育大学附属池田小学校研究

協議会において、公開授業を行った。公開した場面は、

児童はBLSスキルを習得し終え、修了証をもらった次時

にあたる。授業の前半では、前年度と同様に、グループ

ごとにスキルを確認し合った。そして後半に差し掛かっ

た。今回の公開授業の前日に、児童に対して意識調査を

行っていた。「もし目の前に傷病者がいたら、あなたはど

うしますか」という質問に対し、「助ける（BLSを実践す

る）」「少しこわいけど何かをする」「助けることができな

い」という選択肢で答えさせた。公開授業本時の始めの

時点での児童の意識は、資料②の様相を示していた。

 

　１名の児童以外の39名（男子20名女子20名）が、BLS

を使って人命救助に携わりたいという意識を持っていた。

いかに自分自身のBLSスキルに自信をつけていたかが伺

える。そして授業の中で、児童に、円にならせ、中心に

マネキンを置いた。

　この直前に、街中で傷病者が倒れていて、そこに人だ

かりができている画像を見せ、様々な意見を言わせた。

その画像が示す状況を個々が分析しながら意見を言う中

で、その場の状況に具体性を持たせるねらいがあった。

そして円になった児童に対して「あっ、だれか倒れてい

る！」と、マネキンを指差して叫んだ。参会者の方が時

間を計ってくださっていて、後で教えていただいたのだ

が、児童が身動きできなかった時間は35秒間だったそう

だ。児童にとっては、10分ほどにも感じる長い時間だっ

た。そして、２人の女子児童が、手を取り合ってマネキ

＜資料②2008.2.20研究協議会公開授業当日の画像より＞
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ンに駆け寄った。「大丈夫ですか！？」。

　そして、一連のBLSを児童は一生懸命にこなし、「ス

トップ」の声で終了した。一様に、２人の女子児童にも、ま

わりのどの児童にも、安堵の表情が伺えた。児童全員に

前に来させ、今回はワークシートではなく、授業前にホ

ワイトボードの３か所（「助ける・少しこわいけど何かす

る・助けることができない」に置いたネームプレートの

位置を、今の考えを元に変えても良いことを告げた。

　そして動いたネームプレートの位置は、資料③の画像

のようになった。

　大きく児童の意識が変容したことが伺える。ほとんど

の児童が、「少しこわいけど何かする」という位置に置い

ている。また、境界線に置いている児童の気持ちも多分

に理解できる。

Ⅳ．考察

　『命のバイスタンダー』の実践における「安全・安心」

の様相を、図①を用いて検証したい。　

　このとき、『命のバイスタンダー』においては、「安全」

な状態とは、一次救命処置のスキルを習得し、技能上に

おいては傷病者を助けることができる状態を示し、「安

心」は、習得したスキルに自信を持ち、いざというとき

に自分自身が何をすることができるかを準備できている

ことを自覚している様相を示すものとする。このことは、

取り扱う題材によって変わる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　［学習初期］

　『命のバイスタンダー』を学習する以前の児童の様相

は、図Ⅱの様相を示していた。しかし、ここで言う安心

は、無知からくるものであり、学習で、その様相が変容

する可能性を大いに秘めた「安心」であり、確固たるも

のではない。また、数名の児童は「人を助けることがで

きるか。怖いのではないか。」という不安を持っている様

相が見られた。

[学習中期]

　スキル学習を進めていく中で、児童は自身のBLSスキ

ルに自信を持って行く。高学年であれば、大人顔負けの

スキルを身につけることができる。その中で児童は、「人

の命を助けることができる自分」という自尊感情を高め

ていく様相が見られた。

[学習後期]

　授業の最終段階で、児童の大半がネームプレートを「少

し怖い」の項目に置いた。このことは、授業の初期段階

に比べて「不安」に感じている様子が伺える。しかし、

ここでいう不安とは、命を扱うことの怖さや重みを実感

したということに他ならない。

　最終的には、『命のバイスタンダー』の実践においては

「不安」に感じた児童が多い結果になった。これは、『命

のバイスタンダー』が命の実感や重さを感じさせること

に重点を置いた実践であったからで、他の安全教育にお

いては、また違った様相を見せるだろう。

　これら児童の「安全・安心」様相図は、授業者の実感

から得たものであり、実証性に欠ける感は否めない。今

後安全学習を行っていく上で、児童にこの様相図を毎授

業ごとにポイントさせる方法を試行したい。そのデータ

を集約していくことにより、より効果的な安全教育の礎

を築くことができると確信している。

参考文献

１）大阪府警　「子どもを犯罪から守るために」 

http://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/anzen/taisaku/kodomo/index.html

図Ⅱ[学習初期] 図Ⅲ[学習中期] 図Ⅳ[学習後期]

＜資料③2008.2.20研究協議会公開授業当日の画像より＞
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Ⅰ　はじめに

　ドメスティックバイオレンス（以後DV）に対応するた

めに、行政の運営する配偶者暴力相談センターは全国に

183ヶ所（2009年4月現在）、民間シェルターは108ヶ所

（2008年11月現在）存在している1)。なぜこれほど多くの

民間シェルターが必要とされているのであろうか？　ま

た、2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（DV防止法）」が成立して9年となるが、

今日までに2004年、2007年と二度も改正されなければな

らなかったのは、なぜなのだろうか？ その背景には、DV

の問題状況が極めて複雑な要素を含むものであるという

ことと、したがって、多面的な対応が必要となり、いわ

ゆる縦割り行政組織だけでは対応しきれないということ

があげられる。

　とくに、シェルターに駆け込む被害者は子連れである

場合が多いが、母親はDV防止法で、18歳以下の児童は児

童虐待防止法を根拠法として保護、支援される。公設シェ

ルターである女性保護施設では児童の保護や支援の受け

皿がない。逆に、児童を児童養護施設で緊急保護しても

母親はそこには保護できない。こうした男女共同参画行

政と児童福祉行政の狭間で、DV被害者の母子は戸惑う場

合も多い。

　われわれは、2000年にDV被害者を支援する活動を開始

し、2002年に民間シェルターを運営するNPO法人山口女

性サポートネットワーク（以下サポートネット）を設立

民間シェルターの活動からみるドメスティックバイオレンスの被害者と

その子どもたちの支援における課題

◆活動報告◆
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要約

　Ａ県内のドメスティックバイオレンス(以下DVと略す)被害者の過去4年間の動向をみると、県配偶者相談支援センターでの相談件数は

徐々に減少し、警察署への相談件数は横ばい傾向であるが、市町の窓口での相談件数は約2.17倍に増加している。

　公設シェルターに一時保護された女性は年平均37.7人、同伴児数は年平均49.3人で、同伴児数の方が多く、被害女性の家庭において、女

性だけでなく子どもたちも被害を受けていることが推察される。事実、われわれのシェルターで保護した子どもたちの多くが女性と同様

に精神的なダメージを受けている。DV家庭では、女性だけでなく、その子どもにも児童虐待といえる深刻な被害を与えている。

　DV被害者やその子どもたちを効果的に援助し、安全な地域社会を構築していくためには、DVと児童虐待は同じ家族の中の暴力であり、

同時多発的に発生しており、同一の根源の家庭内の暴力として認識し、関係する様々な機関が連携して対応していくことが重要と考えら

れる。
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した。活動としては、①DV被害者への電話相談、②面接

相談、③裁判所や警察署などの司法機関、市役所や児童

相談所などの行政機関、医療機関などへの付き添い同行

（エスコートサービス）、④弁護士、精神科医、カウンセ

ラーなどの紹介、⑤緊急一時保護、⑥自立支援、⑦啓発

活動、⑧DVについての調査研究などを行っている。

　2006年に開催された日本女性会議2006しものせきでは、

「DVとそれが子どもに与える影響」と題して、DV家庭の

子どもたちが虐待といえる深刻な状況に置かれているこ

とを問題提起した2）。その後2009年には、全国女性シェ

ルターネットが主催する全国公開講座「DV家庭における

性暴力及び性虐待被害者当事者のサポートとは」に参加

し、DV家庭において実父からの性暴力が横行している現

状を知る3）とともに、われわれの経験した性暴力の事例

を報告したところである。

　そこで、今回は、Ａ県におけるDV被害者と被害者支援

の状況を、相談件数の動向、公設シェルターの一時保護

者数および入所経由と受け入れ体制の状況、民間シェル

ターにおける一時保護の状況と一時保護委託費の現状な

どの項目について報告するとともに、われわれが援助し

たDV被害者とその子どもたちがおかれている状況の概

要を報告する。

Ⅱ　対象と方法

　Ａ県内のDV被害者について、相談機関ごとに相談件数、

県の一時保護施設の利用者数、一時保護施設入所経路な

どを調査した。対象施設はＡ県男女共同参画相談セン

ター（以後：県DVセンター）、Ａ県警察本部、Ｂ市警察

署、Ｃ市配偶者暴力相談支援センター（以後：Ｃ市DVセ

ンター）、市町の窓口とした。

　県DVセンターは県内全域からの相談を受け、保護命令

の手続きや公設シェルターへの一時保護、民間シェル

ター委託への窓口となっている。県内の市町の窓口はDV

への相談に応じているが、Ｃ市は県内唯一DVセンターを

設置し、電話相談・面接相談を行っている。生命への危

険を感じる事例は県警本部や警察署への相談が多く、警

察はDVセンターをはじめ各機関と連携し、被害者保護に

重要な役割を担っている。ここでいう公設シェルターと

は、婦人保護施設、母子生活支援施設を示している。

　調査期間は行政におけるDVに関する相談件数につい

ては2005年から2008年までの過去４年間、DV被害者一時

保護件数については2006年から2008年までの過去３年間

とした。一時保護入所者の経由機関については2007年と

2008年の過去２年間とし、一時保護の直接の契機となる

相談を行った先で集計している。当該機関等が複数ある

場合、保護に至る一連の相談の最初となる相談先を優先

した。また、最初の相談が受け流されてしまったケース

やどちらを優先すべきか判断できないケースもあるため、

より重要な役割を担った方で計上した。

　こうした資料は文書として一般に公表されていない。

そのため、調査は議員が議員調査権を用いて担当部局に

調査を依頼することで行政機関によって行われた。資料

を公表することについては行政機関の承諾を得ている。

　次に民間シェルターであるサポートネットが運営する

相談や、一時保護を利用された人たちの集計を行い、被

害者及び同伴児の状況をまとめた。調査対象期間は2002

年から2007年の６年間の利用者とした。

　また、次のような倫理的配慮を行った。すなわち、本

報告は事例研究ではないが、研究で得られるデータは研

究目的以外には使用しないこと、研究結果の公表に際し

ては匿名性を遵守することを文書及び口頭で説明し、同

意を得た。調査で得られたデータは、個人が特定されな

いように匿名化した。

Ⅲ　結果

　１．相談機関別のＤＶ 相談件数の動向

　Ａ県内のDV相談件数を表１にまとめた。Ａ県はＤ市に

県のDVセンターを設置している。県内の市町をみると、

Ｃ市は市独自にDVセンターを設けており、Ｃ市以外の市

町では主として窓口（人権推進課、総務課、社会福祉課、地

域福祉課、こども家庭相談室、民生課、その他）でDV被

害者の相談に対応している。県DVセンターの相談件数は、

2006年度以降減少傾向にあり、その一方で、市町窓口の

相談件数が飛躍的に増えている（図１）。

 

　サポートネットへの相談件数は、2005年度109件、2006

年度171件、2007年度243件、2008年度267件と、Ｃ市DV

センターとほぼ同数であり、同じような増加傾向を示し
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図１　相談件数の変動
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ている。Ａ県警本部レディースサポート110番には2006年

度124件、2007年度145件、2008年度140件の相談が寄せら

れ、その中でDVに関しての相談件数はそれぞれ、６件、

６件、11件であった。Ｂ市警察署の相談件数は24件から

38件の範囲となっており、過去４年間で増減傾向はみら

れていない。Ａ県内のDV相談総件数、2005年1,087件、

2006年1,173件、2007年1,718件、2008年1,748件は、Ａ県

内のDV被害者数を推測する上での一つの指標となると

思われる(表１)。

２．Ａ県内のDV被害者一時保護数、入所経由、受け入れ

体制の状況

　Ａ県が一時保護した被害者の総数を表2、サポートネッ

トで一時保護した総数を表3に示した。Ａ県は一時保護施

設4部屋（各２人８人収容可能）、婦人保護施設４部屋

（各４人16人収容可能）の施設があり、合計８家族まで受

け入れ可能である。サポートネットは１戸１家族受け入

れ可能である。過去３年間のＡ県による女性一時保護数

の平均は年間37.7人、同伴児数の平均は年間49.3人、女

性一人に平均1.3人の同伴児がいることとなり、女性単独

での一時保護よりも同伴児がいる女性が多いことが推察

される(表２）。サポートネット一時保護女性の平均は年

間5.0人で、その約半数の2.3人が県の一時保護委託事業

の対象者である(表３）。

　県の施設への一時保護入所者の経由機関についてみる

と、警察署へ相談して一時保護された人は2007年度13人

（35％）、2008年度16人（36％）、市役所町役場の窓口を経

由した人は2007年度16人（43％）、2008年度15人（34％）

であった。警察署への相談件数が少ないにも関わらず、

一時保護者の約35％は警察からの紹介であり、身体的暴

力の激しく緊急性を要する事例では、DV被害者は警察署

へ相談している状況が推察される(表４）。

　一時保護について公設シェルターと民間シェルターを

比較した場合、公設シェルターでは８家族まで同時に保

 2005 2006  2007  2008  

 460 354 308 344
C  107 155 279 281

018 648364373 
110  - 6 6 11

B 53 634283 
 109 171 243 267

1,087 1,173 1,718  1,748
 

表１　行政におけるDVに関する相談件数

6002  2007  2008  
 52 27 34

 69 37 42
 

表２　Ａ県男女共同参画相談センター　DV被害者一時保護人数

6002  2007  2008  
 7 3 5 3 3 1

 3 0 5 3 3 1
A  

表３　山口女性サポートネットワーク　DV被害者一時保護人数

    1  

2007  13 

(35 ) 

16 

(43 ) 

3

(8 )

1

(3 )

2

(5 )

1

(3 )

0 37

2008  16 

(36 ) 

15 

(34 ) 

11

(25 )

0 1

(2 )

0 1 

(2 ) 

44

4 A  

 

表４　一時保護入所者の経由機関について
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護できるが、食事の時間、入浴の時間が定められた集団

生活である。また、施設の所在が明らかにされているた

めに保安上の理由から施錠されており外出には許可が必

要となる。DV被害者の多くは精神的なダメージを受け心

身ともに疲れきっているので、先ずは安全な場所で好き

なだけ眠ったり、怯えずにゆっくり食事をとったり、場

合によってはぼっとして過ごすという心身の休養を必要

としており、集団生活に伴う規則的な生活はなじまない

場合が多い。また、同伴児も、前述のように母親と同様

な不安定な精神状態に置かれているにもかかわらず、狭

い施錠された空間での生活や、母親と離れての児童相談

所での生活はさらなるストレスを伴う。

　一方、民間シェルターでは、施設の所在地を明らかに

していないため、十分な配慮は有するものの外出に規制

はなく、台所や入浴も好きな時間に使うことができる。

また、複数のスタッフが同行して子どもたちを公園など

で遊ばせることも行っている。しかしながら、収容可能

な家族数は１組に限られている。民間シェルターによっ

ては、複数家族を同時に受け入れることができる団体も

あるが、規模的には小さいところが大半である。

３．民間シェルターにおける一時保護者の状況

　サポートネットに一時保護した女性は、2002年１月か

ら2007年12月までの６年間に20人になる。一時保護した

人たちの年齢層は20歳から65歳（平均年齢41.4歳）であ

り、一方、加害者の年齢層は26歳から65歳（平均年齢43.1

歳）であった。20歳の女性３人が利用しており、そのう

ち２人は10代での妊娠出産であった。利用者の出身地は、

Ａ県内16人（80％）、４人は隣接したＤ県、Ｅ県から入所

していた。

　加害者と暴力の内容をみると、16人が配偶者からの身

体的暴力、１例が母親から娘への精神的な暴力、１例が

息子から母親への身体的暴力、１例が娘から母親への身

体的暴力、１例はストーカーされているという被害妄想

であった。

　シェルター滞在期間の平均は13.3日間で、２日～35日

間という幅があった。シェルター退所後に13人（65％）

は配偶者と別居した。４人は配偶者のいる自宅へ戻り、

３人については音信不通となった。被害者20人中２人が

身体的暴力による入院歴があった。20人全員にうつ状態

などの精神的なダメージがみられた。また20人中11人

（55％）には精神科への通院歴があり、１人には精神科入

院歴があり、自殺未遂の経験があるのは２人であった。

被害者の家庭の経済状態をみると、20人のうちの７人

（35％）は低所得層と言える。

　シェルター入所者からの聞き取り調査によると、子ど

もたちの精神状態は、重複する者はあるが、20人中不眠

15人（75％）、自信喪失感10人（50％）、うつ状態8人（40％）、

不登校３人（15％）、多動児３人（15％）、不安感8人（40％）、

攻撃性２人（10％）、ひきこもり自殺未遂１人（5％）、反

応性愛着障害と診断された者１人（５％）、学習障害と診

断されたもの１人（５％）という状況であった。

４．民間シェルターへの被害者一時保護委託費の現状

　地方自治体から一時保護施設に認定された民間シェル

ターに対しては、DV被害者１人を受け入れると、全国一

律に、一時保護から14日以内は１日7,650円、14日以降は

7,500円の委託費が、平成21年現在、国と県から民間シェ

ルターに支払われる。同伴児については１日4,000円であ

る。

　一時保護14日以降の対応については地方自治体によっ

て異なる。Ａ県では１ヶ月間は委託費が支払われている。

裁判所から保護命令が出れば民間シェルターから退所す

るように県から指導され委託費の支給も停止されること

になるが、現実的には退出先が決まるまでは委託費が支

払われている。

　Ｆ県内のある民間シェルターでは14日以降は、被害者

に生活保護を申請してもらい、シェルター維持費（１日

1,500円）を自己負担してもらっている。退所期日や退出

先についての当事者との協議を民間シェルターに一任し

ている地方自治体や、逆に決定権をもつ自治体もある。

　

Ⅳ　考察

１．相談の地域化傾向

　Ａ県内のDVに関しての相談件数をみると、市町の窓口

での相談件数は2008年で2005年の2.62倍近くに増えてい

る。2005年に介護保険法が改正され、2006年から地域包

括支援センターが各市町村に設置された。同センターは

地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予

防マネジメントなどを総合的に行うことを目的としてい

る。市町の窓口での相談件数が増加し、県DVセンターへ

の相談件数が減少してきたのは、この機関が設置された

ことが背景にあるのかもしれない。一方、警察署への相

談件数は横ばい状態であるが、一時保護を要するような

重大な事例は警察署へ相談する傾向がみられている。サ

ポートネットへの相談件数は、Ｃ市DVセンターとほぼ同

じ件数で共に緩やかな増加傾向を示している。被害者の

身近にあり、相談しやすい行政窓口がDV被害の相談に対

応している現状が明らかになった。

　しかしながら、短期間に急激に相談件数が増大してい

ることから、行政窓口でのDV相談への対応については、
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職員の研修や相談員の配置体制などが、これからの課題

であろうと推察される。次に、各市町によって受付窓口

が異なっており、人権推進課、社会福祉課、地域福祉課、地

域包括支援センター等で対応していることから、住民に

とってはどこに駆け込んでよいか分かりづらい。まずは、

窓口情報の周知が必要である。さらに、県DVセンター、

県警本部、所轄警察署、Ｃ市DVセンター、各市町窓口、

民間シェルターなどがあり、どこに相談するかは被害者

の選択に任されている。

　一時保護が必要な場合に、公設シェルターにするか民

間シェルターにするかの基準も明確ではない。DV防止法

の第三条5において、「配偶者暴力相談支援センターは民

間団体との連携に努めるものとする」、第二十六条には

「国及び地方自治体は民間の団体に対して必要な援助を

行うものとする」と明記されている。行政と民間シェル

ターの連携・協働についてみると、岩瀬4)は2006年９月

から2008年９月にかけて、近畿、関東、東海地域にある

民間シェルター３箇所とシェルターをもたない民間支援

団体１箇所の計４箇所の民間団体についてインタビュー

調査した結果、「委託」事業については行政から「安価な

下請け」とみなされており、両者の関係は対等とは程遠

い状況であり、「政策立案への参画」についても形だけの

「参画」になっており、現場の声が活かされているとはい

えない状況にあると指摘している。Ａ県においても、行

政と民間シェルターの連携はいまだ十分とはいえない状

況にある。

２．関係機関の連携と総合相談窓口（ワンストップサー

ビス）の必要性

　DV被害者は、まず安全を確保するために、警察署、裁

判所、法律事務所へ行く必要があるが、これらの司法機

関や法律事務所には、誰しもなじみが薄いため、サポー

トネットではエスコートサービスを行っている。こうし

た安全のための手続きや、医療機関の受診に加えて、就

学期の同伴児がいる場合には就学継続のために学校に手

続きや相談に行かなければならないし、場合によっては

児童相談所に同伴児を一時的に預けることもある。保護

以前に在籍していた学校、教育委員会と転出先の学校・

教育委員会との連携は必須である。とくに、加害者は子

どもの在籍していた学校から転出先に関する情報を得よ

うとすることが多いので、転居の事情や対処方法に関す

る情報を関係者が共有しておかなければ危険が伴う場合

がある。

　さらに、住居が必要であれば、県営・市営住宅のDV被

害者枠利用の申請に、経済的な問題が大きければ生活保

護の申請を行うこともあるし、健康保険証や年金番号の

変更の手続きなどもでてくる。

　このように想像以上に多くの司法機関や行政機関に手

続きに行かねばならないが、DV被害者の多くの人たちは、

行政機関などの手続きにいくことを躊躇していた。その

理由は、種々の申請書類の作成、交渉、これまでの事情

や家庭環境の説明をすることが難しい精神状態であるこ

とに起因している。多くの制度を総合的に活用しなけれ

ばならないが、そのたびにDV被害者は行政担当者に説明

しなければならず、ともすると「たらい回し」にされる

場合もある。相談窓口が同じ市役所内であれば、申請書

類作成を一度で済むようにするワンストップサービスが

先駆的な自治体で行われており、各市町においても徐々

に普及していくことが望まれる。

３．被害者の自立支援の課題

　こうした急性期の対応とともに、次の生活のための自

立支援が課題となってくる。サポートネットのシェル

ター退所後に13人（65％）の方が、前の家族と別居して

いる。賃貸の住居であれば家賃を捻出しなければならな

い。求職のためにハローワークに相談しても、専門的資

格がなければ、就職先は容易にはみつからない。住居を

探すこと、引越しを手伝うこと、職業を探すことにも同

行支援しているが自立は容易ではない。橘木5)は日本に

おける貧困者は高齢単身者、母子家庭、若者の３つであ

り、女性が離婚して職を探した場合、技能がなければ非

常に低い賃金でしか雇用されないことから、母子家庭に

貧困者が多くなっていると述べている。自立を目指すDV

被害者は職探し住居探しから始めなければならず、まさ

にこの母子家庭の状況にある。

　内閣府の白書1)によれば、平成19年に調査したDV被害

者の54.9％が「当面の生活をするために必要なお金がな

い」、15.8％が「生活保護が受けられない」と回答してい

る1）。経済的な自立支援は大きな課題といえる。岡山市

市民局男女共同参画課は、平成2008年12月から2009年１

月に全国女性シェルターネットに加入している民間シェ

ルター27団体を対象に、DV被害者支援に関する調査を

行っている6）。この調査報告書をみると、DV被害者の自

立支援を、１）経済的支援、２）精神的支援、３）就業支

援、４）司法に関する支援の４項目にわけて調査してい

る。シェルター退所後の経済的支援では、①生活用品の

提供（74.1％）、②食料品の提供（48.1％）、③引越し運

搬の手伝い（40.7％）、④自立支援金の貸付け（22.2％）、⑤

自立支援金の無償提供（11.1％）、⑥引越し費用（7.4％）

などが行われている。退所後の就業支援では、①雇用情

報の提供（70.4％）、②ハローワークへの同行（74.1％）、③

講座（自立支援のためのPC教室など）（29.6％）が行わ
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れている。しかしながら自立は容易ではなく、政策とし

ての自立支援の施策が必要と思われる。

４．DVと子どもの問題

　前述したようにサポートネットが一時保護した子ども

たちの総数は20人であるが、そのほぼ全例になんらかの

問題がみられた。母親だけでなく、子どもたちも暴力の

被害に遭っている。DVについての対応は進みつつあるが、

DV被害が女性だけでなく子どもたちにも及び、深刻な影

響を与えていることに注目する必要がある。10代で妊娠

出産し20歳で一時保護した２例では、乳児の発育障害が

疑われ、低年齢のDV被害者では育児上の問題がでていた。

　サポートネットの経験では、配偶者への加害と同時に

子どもへの性的虐待を行っていた事例もある。NPO法人

全国女性シェルターネットは、全国の民間シェルターと

婦人相談施設において、2001年から2008年10月の間にDV

被害を受けて一時保護を利用した女性と子どもの性暴力

被害体験についてシェルタースタッフと施設職員を対象

に調査を行った3）。その調査結果をみると、DV家庭で育っ

た子どもたちの約6％が性的虐待を受けており、その加害

者は圧倒的に実父であることが明らかになっている。信

田7)は、家族内の暴力はDVと虐待というように画然と分

けられるはずがなく、多くは同時多発的であると述べて

いる。

　しかしながら、こうした問題提起にも関わらず、今日

においても、児童虐待は児童相談所で対応し、DVについ

ては、市町の窓口やDV相談センターが対応する形、すな

わち、児童虐待防止の取組みとDV被害者救済の取組みは、

別立てで進んできている。

５．DV防止法保護対象外の被害者

　さらに民間シェルターでは、DV防止法保護対象外の被

害者も入所していることが特徴である。とくに、児童福

祉における「家庭内暴力」の場合「子」は18歳未満の場

合該当するが、本シェルターに保護されたのは、成人の

「子」による成人の親への暴力（高齢者虐待）である。近

年「ひきこもり青年」の問題が注目されつつあるが、中

には家庭内暴力問題を抱えているケースも少なくない。

20歳以上の「子」の家庭内暴力は、配偶者間暴力に匹敵

する課題であると思われるが、現在は法の狭間に置かれ

ている。 

Ⅴ　結語

　DV被害者の子どもたちは、母親と同じようにDV被害

によって精神的にも大きなダメージを受けている。DV被

害者はDV防止法で、同伴している18歳以下の児童は児童

虐待防止法で保護支援されており、母子が同じ施設に保

護できない状況が存在している。DV被害者やその子供た

ちを効果的に援助し、安全な地域社会を構築していくた

めには、母子を同じ施設に保護できる施策が求められる

し、行政機関においてはワンストップサービスの普及が

必要であろう。さらに、自立を目指して別居もしくは離

婚したDV被害者の自立支援が今後の大きな課題ではな

いだろうか。

　DVと児童虐待は、同じ家族の中の暴力であり、同時多

発的に発生しており、同一の根源の家庭内の暴力として

認識し、関係する様々な機関が連携して一元的に対応し

ていくことが重要と考えられる。
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１　諸論（序にかえて）　

1.1　「安全・安心」問題は自治体のトップマネージメント

　近年、市民生活の「安全・安心2」問題が、自治体の正

面の問題、自治体トップの優先度の高い政治課題として

認識され、自治体自らがイニシアティブをとり、地域住

民、警察、学校、事業者等と一体となり、これらの関係

者が連携・協力・協働して、問題の根源的解決を図って

いこうという動きが各地で盛り上がりを見せている。

　厚木市も同様で、「セーフコミュニティ」モデル導入に

際し、行政の観点から「セーフコミュニティ」の特質や

政治行政課題としての「安全･安心」問題と

「セーフコミュニティ」モデルの有効性
―事件事故ビジョンゼロ戦略から市民生活安全充足感への切符―

◆資料◆

石附　弘

日本セーフティプロモーション学会理事
厚木市セーフコミュニティ担当専門委員

要約

１　政治行政課題として「安全・安心」「コミュニティ」の問題が喫緊の課題となっている。本稿においては、上記課題をめぐる安全文化史

における「セーフコミュニティ」の位置づけや問題解決ツールとしての有効性について、これを導入する自治体の側に立って行政実務

的側面から考察してみたい。

２　筆者 はWHO本部および幾多の「セーフコミュニティ」のフィールド調査を通じ、「セーフコミュニティ」が認証基準としている6指

標によって、コミュニティ自らの発意と知恵で、行政、警察、消防、保健分野の支援協力の下、①「外傷を含む事件事故などの予防」

機能（｢安全｣機能）の効果とともに、②コミュニティにおける生活安全充足感機能（「安心」機能）の醸成が図られ、自立・自律的な

｢安全・安心｣創造機能が発揮されている実例を目にした。

１　諸論（序にかえて）

２　人類の安全文化史からみた安全対策の方向性

３　国民の最大関心事「安全・安心」「コミュニティ」問題と「セーフコミュニティ」

４　｢セーフコミュニティ｣の日本上陸　　　　　　　　　　　　

５　「セーフコミュニティ」にみる安全安心まちづくり手法の構造分析

６　政治行政課題としての｢コミュニティ｣問題と｢セーフコミュニティ｣

７　「セーフコミュニティ」の「安全機能」と「安心機能」とは？

８　「セーフコミュニティ」の先進性：地域の「社会と人」の開発プログラム

おわりに　「曲突　薪を徙（うつ）せというものに恩沢なし」

キーワード：政治行政課題、安全、安心、コミュニティ、セーフコミュニティ

 

１　筆者が最初にSC概念に出会ったのは2003年で、その後、道路安全に関するWHO報告書（2004年）の内容に感銘を受け、反町先生よりご

指導を受けつつ、2005年から2009年にかけて、WHO本部外傷予防部やカロリンスカ大学ＳＣ協働認証センタースヴァンストローム博

士を訪問したのを始め、SC活動の現場フィールド調査（認証ベストプラクティス都市（Lidkoping、台北市等18か所）を通じ、SCとは何

か、日本のまちづくりとどこが違うのかなど観点から調査研究を行ってきた。１昨年４月からは、厚木市セーフコミュニティ専門委員。

２　｢安全｣と「安心」は相互密接不可分の関係にあるが、両者には本質的な違いがある。筆者はその相違点を、オランダの諺｢家は買える

が家庭（ホーム）は買えない｣｢薬は買えるが健康は買えない｣の｢家｣と｢家庭（ホーム）｣、｢薬｣と｢健康｣の関係に類似しているので

ないかと考えている。家（制度的客観的な安全水準）はお金で買えるが、家庭（ホーム）は｢こころの居場所｣（ハイマート）に象徴

されるように、こころの在り方（主観的な安心感）でありお金では買えない。｢安心｣も｢健康｣も、家庭関係や近隣コミュニティとの

人間関係や社会環境、その人の人生観やライフスタイルなど、人が人として自ら生活努力をする中でその価値を紡ぎだしていくべき

ものであるからである。

Civil Safety in Japan and Safe Community

Hiroshi ISHIZUKI

Director of Japanese Society of Safety Promotion Expert Committee of Atsugi City
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有効性について、これを検証する必要があった。

1.2　「安全」「健康」「コミュニティ」の関係

　言うまでもなく「安全」と「健康」は市民生活の全ての

基盤をなす「車の両輪」である。「セーフコミュニティ」は、

①その市民生活の「車の両輪」を支える「コミュニティ」の

現場に着目、そこで発生する事件・事故など諸々の危険や

脅威の実態に即し、これをコミュニティの成員が主体と

なって問題解決をしようというところにユニークさがある。

　また、②「セーフコミュニティ」は、外傷という結果

を生まない（予防）のため、そのリスクファクターに関

心を寄せ、交通事故や労災、家庭内事故の他、現在では、自

殺や暴力もその対象としている。即ち、安全対象の範囲

は、放置すれば外傷にいたるリスクファクターを視野に

入れつつ、そのリスクの高低、因果関係の濃淡を科学的

に分析し、外傷に至らぬよう安全のプロセス管理をする

仕組みと言い換えることができる。この考え方に立てば、

自殺における６大危険因子の多重債務や失業などのよう

に外傷そのものではないが、これを安全対策の対象とす

る実務的合理性がある。「セーフコミュニティ」は、この

ように市民生活の安全を脅かすかなり幅広い事象（事件

事故）をその対象としている故に、組織横断的取組みが

求められている。

1.3　「セーフコミュニティ」制度の戦略性と深遠性

　しかも、この制度は、対策の科学的合理性、リスクグ

ループに応じた個別具体的安全手法、社会実践性、結果

の評価･検証性、内外の安全ネットワーク構築、安全水準

の世界基準・認証制度を通じて国際性を目指すなど総合

的な社会安全システムとしての独創性を有している。

「セーフコミュニティ」という言葉を直訳すると「安全な

まち」となるが、これでは世界標準の「セーフコミュニ

ティ」制度の戦略性と深遠性を表現できない。

２　人類の安全文化史からみた安全対策の方向性

2.1　安全文化の制度設計の変革

　人類は安全に生きるために、火の管理に始まる安全技

術の開発やコミュニティ3の形成など３つの安全能力限

界4の克服（安全文化の創造）に全力を傾けてきた。

　人類の「安全」文化を歴史軸でみると、大昔は事件・

事故・災害等危険との遭遇回避を神頼みし、事件･事故が

発生すると「運」が悪かったと諦めていた。近世に至り、危

険源を個別的に管理する時代へ進化する。例えば運転者

や歩行者の教育や違反者の管理・制裁を通じて交通安全

を確保してきた。犯罪対策も｢犯罪者｣対策が主軸の問題

であった。

2.2　被害予防のための包括的かつ総合的社会安全シス

テム構築の時代

　そして21世紀は、事件事故のリスクファクター発生原

因やその背景、リスクファクターの形成または結合メカ

ニズムを総合的に分析し、事件、事故発生による社会的

経済的損失の総量を少なくするために危険現象を社会シ

ステムとしてミニマムコントロールする時代に移りつつ

ある。防犯対策においても「防犯防環境設計」の考え方

が社会モデル化しつつある。

　スウェーデンの交通安全戦略ビジョンゼロにみられる

ように、リスクマネージメントの包括的社会安全システ

ム構築の時代にあっては、「安全」システムを設計段階で

社会の中に予め組み込むなど、持続可能な社会を実現す

るトータルマネージメントの発想や手法の開発、「安全水

準」の設計、評価・効果測定の方法論等が新しいテーマ

として浮上する。

2.3　新時代の要請「国民生活充足感」を予言：ブレジン

スキーの先見性

　市民の主観的生活感覚としての満足感（例えば｢安心｣）

を最初に次世代の政治理念として取り上げたのは、カー

ター大統領の特別補佐官ブレジンスキーであった。彼は、

経済的豊かさの指標としてGNPが唯一の指標であった時

代から、豊かな時代における生活の質（QOL）が問われ

る時代への変化を予見していた。即ち、これからの時代

の国民の真の生活の豊かさとは、GNP（グロスナショナ

ルプロダクト）という抽象的なマクロ指標ではなく、

「GNS国民生活充足感（グロスナショナルサチィスファク

ション））」であるとし、「GNPが高くても自殺者が多い国

は豊かではない」と喝破した。

　世界に比して、人口当たりの自殺者が多いわが国は、

ブレジンスキーに言わせれば政治的に貧しい国なのであ

る。因みに、「セーフコミュニティ」では、自殺問題を重

要な課題対象としている。｢安心5｣も｢自殺｣も、長く個人

レベルの問題で国政や社会的レベルの問題ではないとさ

れてきたが、これらを正面から取り上げることが新時代

の要請となった。

 

３　 ｢コミュニティ｣の語源はギリシャ語の造語で、外敵に対して共同体の安全を守るために皆で力を合わせて闘うという意味とされる。

４　人間は、安全に関して一般に①認知限界、②予知・予測限界、③制御限界の３つの能力限界あるとされる。安全安心を具現化するた

めには、この３つの限界領域を常に拡大する努力が必要である

５　例えば、治安に関しては「体感治安不安感」の改善などこれまでの検挙率というマクロ指標ではなく、広く生活安全度の向上など地

域住民の主観的な「市民生活の感覚」を、行政の政策課題として掲げるところが散見される。
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2.4　人間中心の思潮の興隆

　世界の安全文化の潮流を見ると、ポスト工業化の中で、

人間中心の思潮の興隆（例えば安全に歩く権利など）、事

後安全から予防安全・予知安全への強い希求、個別的安

全対策から包括的総合的な社会安全・安心システムの構

築時代への突入、IT革命による予知予測技術の進展など、

｢安全・安心｣をめぐるこれまでの社会の前提条件が大き

く変化変質している。この文脈において、「安心」の問題

は「生活の質」（QOL）の重要要素であり、身の周りの

市民の生活実感、皮膚感覚のミクロの市民安全の具現化

が今日の優先的政治行政課題となっている。

2.5「セーフコミュニティ」の新しい問題解決アプローチ

　このような諸点を判断基準に「セーフコミュニティ」

の手法を考察すると、コミュニティを基軸にそこでの地

域特性に鑑みた課題を、行政の関与の下に、科学的なア

プローチとすべての安全関係者の協働によってその「安

全の質」を高めていこうとするものであり、これまでの、

「安全・安心」「健康」「コミュニティ」の各専門部署によ

る課題ごとの「縦割り」方式や「トップダウン方式」の

問題解決手法ではなく、被害予防のための包括的な社会

安全システムの構築を目指すもので、まさに21世紀の時

代潮流に合致した手法であり、時代的先見性を持ったシ

ステムであるということができる。

３　国民の最大関心事「安全・安心」「コミュニティ」問

題と「セーフコミュニティ」

　これまでの「安全」（マクロ指標としての客観的安全水

準）に加え、市民の｢安心｣（ミクロ指標としての市民の

肌で感ずる安心水準）問題についての関心の高まりや問

題解決ニーズが急増している。他方、「コミュニティ」を

めぐっては、社会構造としての地域の絆の再生ニーズの

ほか、交通安全対策、犯罪被害者対策、災害対策、地域

介護などに加え、国民保護法など危機管理事態への対処

など新たな課題が山積している。

3.1　「安全」と「安心」の分離現象

　警察や自治体、安全ボランティアの力で犯罪総量の減

少（「安全」水準の改善）には成功しつつあるが、体感治

安不安感の改善（「安心」問題）は未解決であり、厚木市

においても、体感治安の問題が、極めて高い特い政治行

政ニーズになっていた。

3.2　「安心」対策には包括的手法が必要

　では、何故、「安心」問題が解決できないのか。子ども

の防犯に関する国民の不安感調査（内閣府、平成18年８

月）の原因とされる要因分析によれば、子どもの犯罪被

害不安感を感じる理由として報道ぶりの影響を指摘する

率が多いことは当然のこととして、近隣コミュニティ関

係や公共空間の安全環境が不安感を抱く理由として高い

数値を示しており、実際に事件被害経験の有りの数値よ

りも重要要素となっている。

　従って、このような不安感形成要因に鑑み、その改善

のためには、事件の減少は当然として、それ以上に、近隣

関係の改善（コミュニティの絆の再生）、道路の防犯灯対策、

防犯意識の向上等コミュニティレベルでの多様な対策が必

要である。換言すれば、犯罪の減少だけでは｢安全｣は確

保できても、｢安心｣問題の改善には不十分なのである6。

3.2　「予防安全」プラス「安心社会」の構築＝「セーフ

コミュニティ」の手法

　加えて、近年の食の安全、建物の安全、環境の安全な

どの諸問題、超高齢化社会への備えなど、市民生活のす

べての分野で、「安全｣＋｢安心」ニーズが高まっており、

これまでの縦割りの「安全行政」では限界があることは

明らかで、特に、予防安全のための「安心行政」を推進

するためには、コミュニティの社会関係の改善や安全環

境改善などとともに、コミュニティの主体的取組みや市

民協働こそが問題解決への王道である。「セーフコミュニ

ティ」の手法がこのニーズに合致したものであることは

言うまでもない。

４　｢セーフコミュニティ7｣の日本上陸 

　一昨年2008年３月、京都府亀岡市が日本で初めて「セー

 

６　拙稿　市民安全学からの視点（H21.11安全・安心を創出するための15の視点　東京法令出版）

７　「セーフコミュニティ」については、我が国への紹介の先駆者である反町吉秀氏、渡邊能行氏の「公衆衛生2004.5-2004.12の連載論文の

他、地域と行政等との協働による予防安全に関する調査研究（H21.3厚木市、地方自治研究機構）所収、白石陽子論文に詳しい。また、

セーフコミュニティについてのウェブサイト例は次のとおりであるが、具体的活動事例については厚木市の情報量が多い。ただし、

認証1号亀岡市、２号十和田市、手続き中厚木市の取り組みには、それぞれに人口規模、社会風土、安全・安心侵害事案の内容（市民

の懇親や地域のニーズ）も異なり、また、導入経緯やその手法にも相違点がある。「セーフコミュニティ」は6指標で原則を示しなが

らも、地域特性の実態に即した取り組みを奨励しているところに特長がある。

　　http://www.phs.ki.se/csp/カロリンスカ大学WHO地域の安全のための協働センター（WHO CSP）

　　http://www.safetyprom.com/亀岡市

　　http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/bouhan/safecom/index.html厚木市

　　http://www.net.pref.aomori.jp/city/towada/machidukuri/safecommunity/top.htm十和田市

　　http://www.mature-life.jp/safecommunity2.html日本セーフティプロモーション学会など
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フコミュニティ」認証を取得（NO.132）し、NHKなどマ

スコミで放映されたことなどがきっかけになり、自治体

の行政や議会関係者の「セーフコミュニティ」に対する

関心が急速に高まっている（亀岡市には、認証後、70余

の自治体・議会からの視察や問い合わせが寄せられてい

るという）。

　また、2009年８月には青森県十和田市が認証取得

（NO.159）を果たし、続いて神奈川県厚木市（22万人）

においても、認証を目指した市や警察、コミュニティレ

ベルの活動により、これまでに見られい新しい安全・安

心まちづくりの渦が起きている。厚木市役所や地元警察、

消防所、労基署、医師会、企業、自治会などによる体制

作りや厚木警察署内の横断的組織による市との協働事業

など具体的取組みが始まっている。　

4.1　日本政府も関心：交通安全白書等で「セーフコミュ

ニティ」の紹介

　ところで2008年は、「セーフコミュニティ」という言葉

が２回にわたり政府関係文書に紹介された。内閣府の交

通安全白書平成20年版（亀岡市の認証や十和田市、厚木

市の取組み）と政府の犯罪対策閣僚会議「犯罪に強い社

会の実現のための行動計画2008　P９」（12月20日、今後

５ヶ年の犯罪対策の基本方針を定めたもの）である。

　「セーフコミュニティ」モデルは、欧州はじめ多くの

国が注目しているコミュニティの「安全の質」の向上の

ための仕組みであり、「セーフコミュニティ」の概念が、

交通安全や犯罪対策の2分野において日本政府の公式文

書に取り上げられた意義は大きい。

4.2　日本の政治行政課題に対する問題解決ツールとし

ての可能性

　「セーフコミュニティ」は、市民生活の基盤を支える

「コミュニティ」の現場に着目して、発生する事件・事故

など諸々の危険や脅威の実態8に即し、これをコミュニ

ティ自身の主体的な役割の下に、関係機関団体が協働し

て問題解決しようというシステムである。また、対策の

科学的合理性、リスクグループに応じた個別的具体的安

全対策手法、社会的実践性、結果の評価･検証性、内外の

安全ネットワーク構築、認証制度を通じての国際性など、

21世紀タイプの戦略的・総合的・市民生活の安全安心の

システムツールとしての独創性を有している。筆者は、

実際に認証を受けた「セーフコミュニティ」の世界の

フィールド調査により、先進都市のコミュニティ現場の

事例から多くの知見と教訓を得た。

4.3　社会実験から得られた「セーフコミュニティ」モデルの

教訓

歴史証言：スヴァンストローム博士は、2007.9の横浜市

主催の講演において、社会実験の教訓として、「関係自治

体及び関係機関・団体の関与を伴うこと」と指摘の上、

①パートナーシップの構築　②疫学及びそのためのデー

タ　③部門間協働アプローチ　④コミュニティの判断に

よる予防介入の優先順位づけ　⑤意識啓発の５点が重要

であると指摘している。

　「セーフコミュニティ」は、多くの社会実験を経て現在

も成長し続けているシステムであり、５で述べる諸点を

総合すれば、日本の政治行政課題に対する問題解決ツー

ルとしての可能性は大きいものと言わざるを得ない。

５　「セーフコミュニティ」にみる安全安心まちづくり手

法の構造分析

5.1　認証9制度、６指標による安全安心まちづくりの構造

　「セーフコミュニティ」の最大の特長は、認証制度を

持った安全・安心なまちづくり手法であり、この認証を

受けるには、組織横断的な取組み、対策の継続性、年齢

や地域ごとのリスク要因の抽出と個別的具体的安全対策、

病院情報をデータベース化したサーベイランス（監視）

システムの導入、検証・評価等６つの指標をクリアーし

なければならない。

　以下、「指標」と呼ばれる６つの認証基準について述べ

る（◎印は筆者が安全安心まちづくりの重要要素として

分解し、●印はコメントを付したもの）。

１　◎セーフティプロモーションに責任をもつ　◎組

織・職種横断的グループの存在　◎パートナーシップと

協働の基盤構造を有すること

●安全推進組織の構造・組織運営の特徴：目的に対して

一体的に取組む横断的安全推進組織（母体）の存在、「協

働」という組織運営原則（これには信頼関係の構築が前

提）をとること。

２　◎男女・各年齢層、環境や状況をカバーする　◎包

括的で長期的かつ持続可能なプログラムを持つこと

●安全計画（対策）の特徴：総合的安全対策を志向　持

続可能な仕組みと手法の構築が必要であること。

 

８　事件・事故の発生頻度は、通常、警察や病院等の統計から知ることができる。しかし、それは危険の実態の氷山の一角である。水面

下の実像（潜在事件事故被害および危険・不安）は、社会調査によらなければ不詳である。被害の未然防止を図るためには、水面下

の実像を正しく把握することが必要不可欠である。体感治安問題は犯罪による外傷予防問題の一環と位置づけられよう。

９　2009.1より、「セーフコミュニティ国際ネットワークの申請およびメンバーシップ継続のためのガイドライン」（新版）が施行されてい

る（地域と行政等との協働による予防安全に関する調査研究、巻末所収、H21.3厚木市、地方自治研究機構）。
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３　◎ハイリスクのグループや　◎環境をターゲットと

したプログラム、◎脆弱（vulnerable）グループに対する

セーフティプロモーションのプログラムを持つこと

●安全対象の特徴：リスクに焦点を当てた年齢別、地域

別、対象別等統計手法、一般的抽象的対策ではなく目標

を明確にした具体的効果的対策＝重点的問題解決手法を

とること。

４　◎外傷の頻度と原因を記録するプログラムを持って

いること

●科学的根拠ある安全対策を志向：サーベイランスシス

テムの構築（事件・事故の責任者追求ではなく、発生原因・

危険因子の発見・実態把握のための画期的手法）医療機

関、保健所等の協力が必要であること。

５　◎プログラムのプロセス、アウトカムをアセスメン

トする　◎科学的評価手段を持つこと　

●安全対策のプロセス管理》・安全対策のプロセス管理に

よる安全水準の品質管理、科学的合理性の追求　対策効

果の検証・評価のシステムの構築が必要であること

６　◎国内的、国際的セーフコミュニティネットワーク

に参加していること

●外に開かれたコミュニティの構築：相互啓発・研修に

よる安全水準・質の向上を志向、セーフコミュニティの

国際的普及　安全格差の解消に努めること。

5.2　セーフコミュニティの体系的特長　６指標各指標

の相互連関した構造的取り組み　

　重要なことは、６指標の各指標の相互連関した構造的

（体系性・包括性・総合性）的な取り組みである。筆者は、

６指標の構造的取り組みによって、「セーフコミュニ

ティ」モデルが目指す、予防安全の体制の確立、変化す

る潜在リスクの実態把握（See）、効果的対策の選択、対

策の継続性、安全水準の品質管理等の好循環コミュニ

ティマネージメント（自治）サイクル（S-P,D,C,Aサイク

ル）が可能となると考えている。

　このように「セーフコミュニティ」の手法は、全体と

して、その戦略性、体系性、総合性、科学性、検証性な

どの諸要素をシステムに内包している。

　また、６番目の指標６により世界規模で「セーフコミュ

ニティ」のネットワークをつくり、国内外の「セーフコ

ミュニティ」関係者が広くその知見について交流を図り、

相互啓発や「セーフコミュニティ」活動の普及を図るこ

とを義務づけている。これは、「安全技法の学びあい」や

「コミュニティの担い手の人育て」のツールとなっている

（戦略性）。

5.3　共通の使命感と相互信頼関係なくして｢協働10｣は

困難

　　（指標１関係）

《ノルウェーのフィールド調査から：》

　ノルウェーのハルシュタートは「セーフコミュニティ」

認証NO.11のまちである。北極圏にあり真冬には２ヶ月

間太陽が全く見えない世界となる。人口２万余のこのま

ちでは、道を歩くと皆が顔見知りの関係にあることがわ

かる。このまちの安全・安心を支えているのは、警察・

市役所・保健所・病院それぞれのコーディネーターが２ヶ

月に１回幹事会を開き、交通事故、暴力事案、自殺、子

どもや高齢者、学校等に関する地域の安全課題に対して

熱い議論を交わし、地域の安全を守っているのだという。

5.3.1　真の「協働」精神とは？ 

《どのコーディネーターがいなくても、自分の仕事はあり得

ない》

　ハルシュタートで関係者が異口同音に語っていたのは、

「今ではお互いが、その誰がいなくても自分の仕事はあり

得ないと考えている」と。彼らは20余年かけて、組織横

断的な信頼関係を築き上げたのだという。この言葉こそ、

世界標準の「セーフコミュニティ」の組織運営原理、組

織横断的＝協働関係の真髄である（WIN-WINの関係の構

築）。

5.3.2　これまで手が届かなかった分野まで警察の安全

対策の徹底が可能

《亀岡市で警察と保健所が協働で「元気づくり体操」》

　高齢者の交通事故対策として、地元警察署と保健所が

組んで「元気づくり体操」運動を始めた。これまで各役

所の縦割りあるいは自治会が、バラバラにやってきた施

策を、住民のニーズや統計的データ分析をもとに、「高齢

者の安全・安心」という目線から総合的施策体系「セーフ

コミュニティ」として位置づけ、中長期の検証・評価をも

見据えた取組みを行っている。

5.4　主体はコミュニティ、しかし関係自治体及び関係機

関・団体の関与が重要

　「セーフコミュニティ」は、コミュニティの「すべて

の種類（場所、年齢、環境、状況）の安全を対象」とし

「すべての領域の傷害を予防」するプログラムであるため、

「成功への鍵」は、「関係自治体及び関係機関・団体の関

 

10　｢協働｣は、行政内協働および市民協働ともに困難な課題である。何故か。最大の壁は行政の縦割り思考や人々の意識や日常行動（習

慣）の変更に関わる問題であるからである。｢連携・協働｣が成功するためには、人の思考慣性を変えるに足る安全創造の力学（エネ

ルギー）が必要である。「セーフフコミュニティ」は、この困難な課題を直視し、科学的データ（根拠）とこれに基づき安全環境改善

のための人々の情熱（マキャベッリの「人間の自由意志の炎」）に、「人と社会」の変革を託したものとも言える。
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与を伴うこと」が必要である。即ち、包括的・総合的対

策を、市民協働で推進していくためには、行政トップの

強いリーダーシップが必要不可欠である。

5.5　潜在する地域課題の発見（厚木市民の怪我等に関す

る実態調査11（2008.10））

　「セーフコミュニティ」認証に向けた活動の一環とし

て、厚木市が行った市民の怪我等に関する実態調査で、

この1年間で市民の12.8％が市内で、14.2％が家庭で何ら

かの怪我をし、過去5年間に４人に１人が自転車での事故

や怪我を経験し、さらに49.2％の人が盗難など何らかの

被害にあっていることが明らかになり、「安全・安心」が

市民生活の現場である身近なコミュニティ（生活圏）で

事件・事故に遭遇していることが初めて明らかになった。

病院や警察に行くほどでなない軽微なリスクの実像、実

は、この部分の安全対策の徹底が、大きな事件・事故を

予防する「要」なのである。

5.6　医療・保健関係者の関与が絶対条件

　医療・保健関係者は、市民生活の「安全」・「健康」に

深く関わっていることは論を俟たない。「セーフコミュニ

ティ」発展の歴史経緯からみても、また、今日の「セー

フコミュニティ」の世界的展開からみても、公衆衛生や

疫学分野の人的資源のこのプログラムへの参画は必須条

件であると考える。

5.7　消防の救急搬送記録も宝の山

　厚木市では、このプログラムの一環として、救急者の

搬送データについて署内で分析を行い、同種事件事故の

予防対策に活用できないかの検討を進めている。

5.8　事件・事故は人体に対する｢健康障害｣（WHOの

「時間軸」の安全観）

　交通事故の処理は、事故原因や責任の所在調査（捜査）、

再発防止措置などを中心に、警察や行政における処理は、

事件・事故そのものの処理を終えれば終結するのが一般

的である。しかし例えば鞭打ち症の後遺症による健康障

害のフォロー（特に、スウェーデンの医療制度は優れて

いる）ように、「交通事故は、人類の厚生・健康問題への

脅威」であり、事故が及ぼす人体へ安全を、継続性の観

点（時間軸の問題）として捉えており、この考え方は「セー

フコミュニティ」中に反映されている。

5.9　「セーフコミュニティ」の特長：自己成長型の安全

都市創造モデル

　「セーフコミュニティ」の認証は、当該コミュニティ

がコミュニティの安全の向上に関し、将来にわたって、

安全自己成長体制と能力、意思と努力、進化と発展の可

能性があるのか否かが、評価軸となっていることは重要

である。正に、ポートフォリオ型安全都市推進プログラ

ム（コミュニティ安全創造プログラム）であり、民族や

地域の区別なく平等にチャレンジできることが、この制

度の大きな魅力となっている。

６　政治行政課題としての｢コミュニティ｣ 12問題と

｢セーフコミュニティ｣

6.1　コミュニティの存在意義を再発見

　近年、日本でコミュニティの意義が再発見されたのは、

今から15年前の阪神淡路大震災であった。大震災とコ

ミュニティ活動の関係について、「地域の中で日頃、コ

ミュニティ活動がなされていない地域は、発災後，パニッ

ク状態に陥るか、地域住民による救助活動がなされても

偶然的・散発的で，組織的・効率的にはなされなかった。そ

の後の被災生活においても，地区としての広報活動もな

く住民は強い不安にさらされた。しかし、日頃，活発な

コミュニティ活動を行なっている地域では、発災後，自

治会が直ちに組織的に消火活動や救助活動を行なうとと

もに，その後の被災生活においても自治会によって町内

の全住民の生活資源を確保し，生活物資を平等に分ち

合って安定した生活を営むことができた。」など顕著な差

異がみられ13たという。

6.2　コミュニティの６要素とは何か？

　安全・福祉防災の観点から、倉田はコミュニティの６

要素を抽出している。①一定の地域の上に　②そこに居

住する住民が　③温かい相互交流を行ない　④その結果，

共同感情（わが町意識，郷土愛など）が生まれ　⑤その地

域社会がかかえる課題を認識して　⑥その解決に向かっ

て協働している地域社会である。①②③④はR.M.マッ

キーバーのコミュニティ定義であるが、倉田が⑤⑥を要

素に加えたところが重要である。この観点からみると、

｢セーフコミュニティ｣プログラムは、倉田が指摘した６要素

に関しこれを具現化するための手法について、一定の歴

史的実証実験を経た国際的なプログラムとも言えよう。

6.3　コミュニティレベルでの具体的対策に欠ける政府の

方針

 

11　厚木市の外傷調査に当たっては、亀岡市の先行調査の方法が大いに参考となった。この種の調査においては、科学的信頼性や有意性

の担保のために、調査対象や調査の方法、回収率、分析方法など、統計学や疫学の知見が必要である。

12　コミュニティとは何か。広辞苑によれば「一定に地域に居住し、共属感情を持つ人々の集団。地域社会。アメリカの社会学者

M.Maclver1882-1970の設定した社会集団の類型。個人を全面的に吸収する社会集団。家族、村落など」とされる。

13　倉田和四生著「防災福祉コミュニティ」地域福祉と自主防災の統合Ｐ207　ミネルヴァ書房1999年
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　ところで、コミュニティ問題については、国民的にも

関心が高く国や自治体の重要政策課題として指摘されて

いるが、例えば、交通関係や犯罪対策の政府関係文書に

おいて課題に対する地域（コミュニティ）重要性や積極的関

与について言及しているものの、いずれもその具体的手法

や仕組みづくりの内容や方法論については触れていない14。

6.4　コミュニティの具体的問題の解決ツールとしての

「セーフコミュニティ」

　災害（危機）に対処するためには日頃の活発なコミュ

ニティ活動こそ最も重要と述べたが、台湾東勢安全社区

の「セーフコミュニティ」導入のきっかけは、未曾有の

大地震による災害被害であった。地域住民が「セーフコ

ミュニティ」を学び、地域起こしに結集した。

　コミュニティ内での諸々の事件事故について、家庭・

近隣・学校・道路など身の回りの危険・多発場所・状況

の分析・診断を行い、根拠ある個別的具体的な処方箋

（安全計画）を作成、すべての安全関係者が知恵・力を合

わせて問題解決にあたり、結果を評価・検証し次の計画

に繋げていく。さらに、この仕組みが現実に、継続して

機能していくためには、何が必要で、何が重要なのかが、

認証６指標の中に凝縮している。

　「セーフコミュニティ」の眼目は、文字とおりコミュ

ニティ問題の解決にある。外傷予防という｢セーフ（安

全）｣面においての科学的アプローチを試みると同時に、

コミュニティにおける健康・安全に生きる上での地域社

会環境の安全・安心創造プログラムであり、このプログ

ラムの推進によって、地域の人の絆も強化される。

6.5　「セーフコミュニティ」の担い手（「人育て」と「ま

ちへの誇り」）

　歴史証言「セーフコミュニティ」リーダーの証言（ス

ウェーデン、ノルウェー、台湾など）①何よりも交通事

故など｢同じ悲劇を同じ場所で繰り返してはいけない、そ

のために我々ができることは何か、どうすればより合理

的科学的にこれを実現できるかについて考え続けた。試

行錯誤の連続であった。

②「セーフコミュニティ」を上手く推進するコツは、共

通の目標に向かって徹底して話し合い、お互いに仲間意

識が持てるようになることだ。

③コミュニティ活動を通じてお互いに知恵を出しあうこ

とで、人は成長する。安全・安心なまちづくりとは｢人づ

くり、人育て｣である。

④「セーフコミュニティ」認証都市は、まちの誇りであ

る。我々は「セーフコミュニティ」の安全地域に住むこ

とによろこびを感じている。開かれたコミュニティと

なって他地区からの視察受け入れ、交際的経験交流で

我々のコミュニティを強く鍛えること、それが次への安

全創造のエネルギーとなり、まちの発展に繋がる。

⑤どんなまちに住みたいのか。どんな「安全環境」と

「健康環境」のまちにしたいのか。

　コミュニティの方々のこのような「思い」が、まちづ

くりに「投影」され「反映」された時、そのまちは、本

当の自分が住んでいるまちになる。まちの魅力が一層輝

きのあるものとなり、まちの雰囲気や潤いこそが「生活

安全充足感」につながる。お互いに支えあって生きてい

ることを感じられるまち、そんなまちに、私は「誇り」

を持っている。

6.6　「セーフコミュニティ」の真髄

　彼らは、コミュニティの課題を明確に分析し、安全計

画やその成果を通じて、まちのすべての人 に々「セーフコ

ミュニティ」活動への参加を呼びかけ続けていたのである。

　このように、「セーフコミュニティ」は、単に事件・事

故を減少させることだけを目的としているわけではない。

むしろ、市民生活の身の回りに発生する危険、放置すれ

ば事件事故に発展、怪我（外傷）や死に至るすべての事

象について、コミュニティの構成メンバー一人一人が主

体的にこれを自らの問題として受け止め、その未然防止

を図ることを期待している。安全意識の向上、市民安全

啓発、安全教育を重視するのはこのためである。

　事件・事故を減少させる知恵や工夫、そのための｢協働｣

というプロセスを通じて、コミュニティのメンバー自ら

の人としての成長、コミュニティの絆のあり方を自ら学

ぶことを求めている15のである。 

 

14　交通安全関係：第８次５カ年計画（H18-22）（国民自らの意識改革）「国民自らの意識改革（４つの視点）では、「住民が身近な地域や

団体において、地域の課題を認識し自ら具体的な目標や方針を設定したり、交通安全に関する各種活動に直接かかわったりしていく

など、安全で安心な交通社会の形成に積極的に関与していくような仕組みづくりが必要」としている。犯罪対策関係：平成15年12月、

政府の犯罪対策閣僚会議の｢犯罪に強い社会の実現のための行動計画｣においても、犯罪からの安全・安心の問題は、今後は、地域の

総合行政あるいは国民と行政との「協働」という観点から再構築されなければならないとしている。

15　先行研究を総合すれば、近隣と人間関係が良好なほど、居住年数が長いほど、地域活動の多い地域ほど、安全意識が高く人生にポジ

ティブな人が多いほど、地区の犯罪や交通事故件数はそうでない地域よりも少ないことが指摘されているが、亀岡市の最近の社会調

査によれば、「セーフコミュニティ」導入後、コミュニティの結束力が高まり、居住生活満足度も高まっており、これも「セーフコ

ミュニティ」効果と観察される。なお、厚木市の調査によれば、今後、これまで以上に近隣との付き合いを深めたいとしている市民

が多いことが判明したが、ここでは省略する。
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７　「セーフコミュニティ」の「安全機能」と「安心機

能」とは？

7.1　名医は「安全」と「安心」の両刀使い

　病院に来た患者に対して、名医とは、①見立てや手術

が上手かった（薬や医療技術の優位性による「安全」機

能）と同時に、②患者の病気の不安に対する「こころの

手当」も上手かった（治療の見通しの説明の仕方や患者

の立場に立った指導など患者との信頼関係に基づく「安

心」機能）。

7.2　「患者を出さない医者」（発病前の名医とは？）

　では、発病前（事件事故発生前）の予防段階の名医と

は誰か？医者や警察・消防の出番の前に、コミュニティ

レベルで誰がどのように役割を分担するのか、これが、

体感治安や予防安全問題の本質である。「セーフコミュニ

ティ」は、コミュニティをすべての発想の基盤（現場第一

主義）とした①事件事故の未然防止と②体感治安改善を

目指す新しいツール（新兵器）となり得るのではないか、

というのが筆者の意見である。

7.2.1　「セーフコミュニティ」の「安全機能」

　事件事故の予防の観点から、「安全機能」については、

見立て（地域課題の発見）・処方箋（安全計画と安全技術）・

推進体制という指標機能に「安全」の役割を分散してい

る。特に、事件事故に巻き込まれ易いハイリスクグルー

プを科学的な手法によって抽出し（見立て）、安全計画の

策定や執行（介入・指導啓発）によって、また、その過

程での問題共有によるコミュニティ自身の努力によって、

地域全体の「安全の質」の向上を目指している（「安全」

機能）。

7.2.2　「セーフコミュニティ」の「安心機能」

　では、②の「安心機能」についてはどうか。筆者は、

これまでの内外のフィールド調査において、「セーフコ

ミュニティ」の「安心」機能は、すべての安全関係者の

官民横断的な連携・協働という組織運営の過程で、参加

しているそれぞれが様々な分野の人とそれぞれ顔見知り

になり、困った時にいつでも身の回りに相談できる人が

いることが最大の安心創造ではないかと考えている。

　また、相互啓発という人と人の係わり合いを基盤とし

た自己成長型コミュニティづくり（「地域の絆」）によっ

て住民相互の信頼関係が生まれ、これらが相俟って、コ

ミュニティの成員（官民ともに）間に、「こころの手当」

という機能が働くようになる（信頼関係醸成といつでも

相談できるネットワークの充実による「安心」機能）。

８　「セーフコミュニティ」の先進性：地域の「社会と

人」の開発プログラム

　では、問題発見と解決力はどこから生まれるのか。前

述のリーダーの証言（6.5）で明らかなように、「セーフ

コミュニティ」は、コミュニティの人々の安全創造脳力

の発揮を原資としており、その活動へのボランティア参

加によって市民の成長や生活充足感の向上が促進される

好循環の関係性を、地域社会の中で人々が努力し形成し

なければならないこと示している。

　この観点から見ると、「セーフコミュニティ」は、コミュ

ニティの絆の再生、市民の生活安全充足度向上のプログ

ラム（「人と社会」の開発プログラム）であって、「セー

フコミュニティ」が、単に外傷予防による事件事故の減

少だけを目指しているのではないことは明らかである。

敢えて極論すれば、「セーフコミュニティ」というモデル

の形式的導入だけでは、｢安全｣は得られても｢安心｣を得

ることはできない。「セーフコミュニティ」の担い手とな

るすべての安全関係者の意識改革とコミュニティ活動へ

の参加なくしては、真の「セーフコミュニティ」となる

ことはできない、認証のための６指標には、地域の「安

全」に対する社会開発プログラムの性格と同時に、これ

を支えるコミュニティの人材開発プログラムという戦略

性と深遠性をも内包しているといえるのではなかろうか

というのが筆者の意見である。

おわりに

　「曲突　薪を徙（うつ）せというものに恩沢なし」

　この故事は、火事が起きて感謝されるのは火を消した

人で、曲がった煙突の近くに薪があり火事になるおそれ

があり危険だから薪を移した方がよいと火事が起きる前

に忠告した旅人は感謝されない（十八史略　文帝）とい

うのだ。つまり、消防署員（事後安全）は感謝されるが、

事前に「危ないよ（予防安全）」と注意した人は感謝され

ないという逸話である。ここに、予防安全（未然防止）

問題の固有性と生活の予防安全活動の困難性がある。

　「セーフコミュニティ」は、「危険」「不安」の実像を

正しく把握し、コミュニティの皆で共有、共に「安全」

と「安心」のあり方を学びつつ、これを分かち合うこと

でコミュニティの質を高め、ひとり一人の市民の生活充

足感を高めていくという手法である。「薪を徙（うつ）せ

というものに恩沢」があるよう、皆で意識変革と行動変

容をやろうという、正に、中国の故事に挑戦する地域コ

ミュニティ社会開発プログラムであり、コミュニティ主

体の努力如何によって、「事件事故ビジョンゼロ戦略から

市民生活安全充足感への切符」となる可能性を秘めた「魔

法の玉手箱」なのである。
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　平成21年８月28日、十和田市内富士屋グランドホール

にて日本で２番目、世界で159番目となる十和田市セーフ

コミュニティ認証式典及び祝賀会が開催されました。

十和田市長　小山田久　挨拶

　本日は、国際観光都市を目指す我が十和田市に、ＷＨ

Ｏアジアセーフコミュニティ認証支援センターのセン

ター長であります趙先生はじめ海外から４人の先生方を

お招きし、セーフコミュニティ認証式を迎えることがで

き誠に光栄なことであります。

　また、このたびは、青森県三村知事様をはじめ、セー

フコミュニティの普及活動に尽力されております日本

セーフティプロモーション学会の理事の皆様や県内外か

ら、多数のご参加をいただき誠にありがとうございます。

これも当市の「安全・安心なまちづくり」に対する関心

の高さの現れであろうと、大変うれしく思っております。

　さて、当市のセーフコミュニティの取り組みは、ボラ

ンティア組織「セーフコミュニティとわだを実現させる

会」により始まり、平成19年度の部門横断的な組織「十

和田市セーフコミュニティ推進協議会」により、ＷＨＯ

の「安全・安心なまち」セーフコミュニティの認証を目

指し、市全体で取り組みを進めて参りました。

　この間、国際的なセーフコミュニティの取り組みの第

一人者であるレイフ・スバンストローム先生、アジアセー

フコミュニティ認証支援センター趙先生はじめ、青森県、

公立大学法人青森県立保健大学、ほか関係機関、関係団

体及び市民ボランティア等の協力を得て推進してきたと

ころであります。お蔭さまで、このたび国内では京都府

亀岡市についで2番目、世界で159番目のセーフコミュニ

ティとして、本日認証式を迎えることとなったものです。

　私は、この認証が最後のゴールではなく、当市におけ

るセーフコミュニティ活動の持続可能な発展のための新

たなスタートと位置づけ、国内外のセーフコミュニィ

ネットワークの一員として、多くの関係者の皆様からご

指導をいただきながら、さらに進めていく決意を致して

おるところです。

これまでのご支援・ご協力に対し、あらためて衷心より

お礼申し上げます。

　結びにあたり、趙先生はじめ、本日ご参会の皆様のご

健勝とご活躍をお祈り申し上げ、認証式にあたっての挨

拶といたします。本日は、誠にありがとうございました。

十和田市のセーフコミュニティの紹介

 （十和田市健康福祉部長　新井山洋子）

　本日、ここにＷＨＯアジアセーフコミュニティ認証支

援センター、センター長であります。趙先生をはじめ、

来賓の皆様の同席のもと、認証式を迎えることができ大

変光栄に存じます。このことは、ひとえに今日ご出席く

ださいました皆様や多くの市民皆様のご協力とご支援を

頂いた賜物と感謝を申し上げます。

　このたびの認証式にあたりまして、私から、これまで

の十和田市のセーフコミュニティの取り組み経過を簡単

に述べさせていただきます。

　十和田市のセーフコミュニティへの取り組みは、2005

年10月十和田市、青森県保健関係者の勉強会からはじま

り、市民の皆様とともに官民一体のセーフコミュニティ

を目指したボランテア活動として取り組んだことがきっ

かけとなっております。2006年、アジアにおける先進地で

あります台湾セーフコミュニティへの視察研修は大きな

学びとなり今回おいでいただいております、ルー・パイ

先生（台湾コミュニティセーフティプロモーションセン

ター長）には多くの指導をいただきました。これらの取り

組みが行政施策として取り上げられ、2007年４月から十

和田市と市民ボランティア「セーフコミュニティとわだ

を実現させる会」の協働の取り組みが開始され、青森県

からの財政及び人的支援のもとに推進してまいりました。

　この間、元上十三保健所長大西基喜先生、現在の所長で

十和田市セーフコミュニティ認証式典及び祝賀会

認証旗のもとで（セーフコミュニティとわだを実現させる会等）

新井山洋子

十和田市健康福祉部長
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あります反町吉秀先生、県立保健大学山田典子先生には多

くの助言をいただき、2007年には、スウェーデンのＷＨＯ

セーフコミュニティ協働センターのセンター長であるレイ

フ・スバンストローム教授による直接指導いただき、さらに昨

年朴南秀先生（アジアセーフコミュニティ認証センター）か

らの指導を頂いております。国内においては亀岡市のとりく

みを参考にしながら、また日本セーフティプロモーション学

会の皆様の支援をいただき国内外のセーフコミュニティ

ネットワークに参加してまいりました。

　今年１月に認証申請書による審査後、３月に、チョ先

生、ワン・シュウメイ先生に当市においでいただき、2日

間にわたる現地審査の結果、認証が決定いたしました。

認証取得までにはかなりの年数を要しましたが、このた

びの認証がスタートとなり市民の皆様との協働により継

続して安全安心な十和田市の構築にむけさらに進んで参

りたいと考えております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

　　＊詳細については、国際シンポジウム「市民との協働による

十和田市セーフコミュニティの取組」を参照下さい。

認定同意書への署名

　ワン・シュウメイ准教授（復旦大学公衆衛生学、中国）

によるセーフコミュニティグローバルプログラムの説明

の後、チョ・ジョンピル氏（アジアセーフコミュニティ

認証センター長・韓国アジョー医科大学教授）、反町吉秀

氏（アジアセーフコミュニティ認証支援センター・コー

ディネーター・青森県上十三保健所長）、小山田久氏（十

和田市長）、三村申吾氏（青森県知事）により認定同意書

への署名がなされました。レイフ・スバンストローム氏

（ＷＨＯコミュニティセーフティプロモーション協働セ

ンター長、カロリンスカ医科大学教授）は、事前に署名

されていました。

　そして、チョ・ジョンピル氏は、十和田市に対してセー

フコミュニティ認定を宣言し、十和田市長へセーフコ

ミュニティ・プレート及びセーフコミュニティ旗を手渡

しました。十和田市北園小学校児童7人によるファン

ファーレが響きました。

レイフ・スバンストローム教授よりのメッセージ

　栄えある小山田久市長様、十和田市のすべての皆様へ

おめでとうございます！本日は十和田市の歴史において

も、そして国際セーフコミュニティネットワークの他の

メンバーにとっても、非常に特別な意味を持つ日であり

ます。

　本日、十和田市は、セーフコミュニティネットワーク

の159番目、日本では２番目のメンバーとなりました。私

達のネットワークの中にあなた方がいてくださることは、

セーフコミュニティ活動を駆動する科学の強化に寄与し

ますし、また、私達はあなた方に多くの素晴らしいこと

を期待しております。

　 私達は、新井山洋子部長のリーダーシップの下、十和

田市セーフコミュニティ組織が大変な努力をされている

ことをこれまで見てきました。あなた方のコミュニティ

は、セーフコミュニティの６つの指標に基づく、非常に

厳しい認証基準を満たしました。これらの指標は、あな

た方のコミュニティ全体のＱＯＬ(生活の質)を改善する

ための効果的なセーフティプロモーションプログラムを

発展、実施するという、内実のある経験をもって申請し

たコミュニティによってのみ、適合され得るものです。

　このようなハードワークの後には、休憩をとりたいと

いうのは全く普通のことです。本日、あなた方は、達成

したことを祝うことでしょう。しかし、私達は、セーフ

コミュニティネットワークの残りのメンバーが、あなた

方の継続的参加を必要としていることを知って欲しいと

思います。

　私達は、あなた方のプログラムの成功したこと、取り

組みの経過で学んだこと等についての議論をするために、

毎年のセーフコミュニティ学会に代表を送っていただき

ことを求めます。私達は、アジア認証センター，すなわ

ち傷害予防コミュニティセーフティプロモーションセン

認定プレートの授与同 意 書 署 名

（左から三村知事・小山田市長・趙先生・反町所長）
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ターを通じて、あなた達の活動について聞きたいですし、

また、私達のニューズレターにおいて、あなたたちの活

動の素晴らしいことを掲載してもらいたいと思います。

　私達は、将来において、長年にわたり相互に協力して

いけることを切に願うとともに、ご成功をお祈りします。

 スウェーデンカロリンスカ医科大学公衆衛生科学部社会医学部門教授

 ＷＨＯコミュニティセーフティプロモーション協働センター　センター長

 レイフ・スバンストローム（代読　反町吉秀）

十和田市長謝辞

　ただいま、正式にＷＨＯのセーフコミュニティとして

認証されましたことに対し、大変光栄であり感謝申し上

げます。大変ありがとうございました。この認証を契機

に、「安全・安心なまちづくり」に取り組んでいる当市を、

国内外に広く発信して行きたいと考えております。

　また、国内外のセーフコミュニティのネットワークへ

継続的に参加し、お互い学びあいながら「安全・安心な

まちづくり」を推進して参ります。これまでのご指導に

対し、深く感謝申し上げます。

青森県知事からの祝辞

　十和田市が我が国で２番目となる、ＷＨＯセーフコ

ミュニティの認証を受けられることを心からお祝い申し

上げます。また、地域ぐるみで安全に安心して暮らせる

まちづくりに取り組んでこられた小山田市長さんはじめ

関係者の皆様のご尽力にこころから敬意を表します。

　県では、今年度、今後の県政運営の新たな基本方針と

なる「青森県基本計画・未来への挑戦」をスタートさせ

ました。その中で、「あおもり型セーフティネット」の構

築を最重要戦略キーワードに位置づけ、「保健・医療・福

祉包括ケアの推進」をはじめ、交通事故・防犯・防災な

ど、県民生活を守るシステムの構築に積極的に取り組む

こととしています。　セーフコミュニティは、事故や暴力

などによる外傷から住民の健康と命を守り、すべての人

が安全に安心して暮らすことができるまちづくりを進め

る取組であり、まさに、県が目指す「あおもり型セーフ

ティネット」に呼応するものと大変心強く思っています。

　さて、わが国は近い将来、世界でも過去に例を見ない

高齢化と人口減少社会を迎えようとしています。　こう

した中、「安んじて暮らすことのできる地域社会」を実現

していくためには、住民相互の見守りや支え合いなど、

地域における人と人との結びつきがますます重要になる

ものと考えます。

　十和田市がいち早くセーフコミュニティに着目し、市

民が主体となって地域ぐるみで安全・安心なまちづくり

に取り組んできたことは、将来の地域社会の在り方とし

て一つの方向性を示唆するものであり、その先見性に改

めて敬意を表するものです。

　十和田市の取り組みがモデルとなり、各自治体や地域

において安全・安心なまちづくりを通じたコミュニティ

の再構築が広がっていくことを期待いたします。　本日

ご臨席を賜りましたＷＨＯアジアセーフコミュニティ認

証センターのチョ・ジョンピル教授をはじめ国内外の専

門家の皆様、これまでご支援くださったすべての皆様に

心からから感謝申し上げますとともに、十和田市政のま

すますのご発展とご列席の皆様のご健勝を祈念し、お祝

いのことばといたします。

認証団体等からのプレゼント贈呈、祝電

・認証団体等からのプレゼント　　京都府亀岡市、神奈

川県厚木市、青森県県立保健大学、ル・パイ先生、キ

ム・イングック先生（ソウル市ソンパ区保健所長、ソ

ンパセーフコミュニティプロジェクトリーダー）

・関係団体からの祝電    宮崎県川南町・青森県立保健

大学

認証祝賀会

　市長の挨拶で始まり、多くの皆様から祝福していただ

きました。十和田市が認証取得後、最初の国内外セーフ

コミュニティネットワークの一員としての催しとなり、

多くに皆様方と情報交換や交流を深める場となり盛大に

行われました。セーフコミュニティが国内普及となる絶

好の機会となったものと確信しております。

三本木小学校防犯パトロール隊 セーフテコミュニティのさらなる発展を
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はじめに

　平成22年３月５日、大阪教育大学附属池田小学校（以

下、「本校」と表記）は、日本で初めて、世界では33番目

となる、WHO（世界保健機関）の推進するInternational 

Safe Schoolに認証されました。International Safe School

とは、「すでに完成してしまった安全な学校」を表彰しよ

うとするものではなく、「子どもたち、教職員、保護者さ

らに地域の人々が一体となって、学校の安全を推進する

ために、継続的・組織的な取り組みが展開されている学

校」として認めようとする制度です。本校では、平成13

年６月８日に１人の不審者の侵入を防ぐことができな

かったために、当時１年生と２年生であった８名の児童

のかけがえのない命が奪われ、さらに13名の児童と２名

の教員が重傷を負わされるという事件を経験しました。

そのため本校では事件以降、事件に関わる反省と教訓を

基に、事件の風化を防ぐとともに二度と同じような痛ま

しい事件がわが国で発生することがないことを願い、学

校安全の推進を目指した実践活動と教育研究活動に取り

組み、その成果を全国に発信してきました。特に「学校

危機の３段階予防説」に基づいて教育研究及び実践活動

に取り組み、その成果を全国に発信し続けているところ

です。「学校危機の３段階予防説」とは、学校における事

故や災害といった学校危機そのものの発生を予防するた

めに、日ごろから安全管理や安全教育を展開していく1次

予防、発生してしまった学校危機の被害の範囲を最小限

に止め、２次被害等の被害の拡大を防ぐための早期対応・

早期対処を進める２次予防、学校危機の風化と再発を防

ぐ取り組みを継続するとともに、学校危機の発生により

失われた学校への信頼を回復する取り組みを継続する３

次予防から構成される考え方です。

　平成13年の事件以降、本校が取り組んできたこれら学

校安全に関わる一連の予防活動が、International Safe 

Schoolの規定する継続的かつ組織的な安全な学校づくり

を目指した42項目のbenchmark matrixに示されている取

り組みとして評価され、わが国で初めてとなる

International Safe Schoolの認証を受けることができまし

た。（写真１）今回の本校のInternational Safe School認証

については、既に平成22年４月１日付の鳩山内閣メール

マガジン1)に掲載され全国に紹介戴いているところです

が、改めてわが国の学校におけるInternational Safe 

School認証への取り組みが一層推進されることを願い、

本校における学校安全の取り組みについて報告させてい

ただきます。

附属池田小学校の安全管理

　文部科学省設置法第４条によれば、わが国における学

校安全とは、「学校における安全教育と安全管理をいう」

と規定されています。そこで、本校では、平成13年の事

件の反省と教訓を基に、まず安全管理の施設面と制度面

の改修と改善を行いました。安全管理の施設面の改修で

は、それまで使用していた通用門を撤去し、学校への出

入り口を玄関一か所に限定することにしました。そして

学校の周囲を高さ３メートルの金網フェンスで囲うとと

もに、校内に11基の監視カメラと300か所以上の緊急通報

ボタンを設置しました。また校舎や体育館の壁をガラス

窓やガラス戸に改修し、教職員による安全確認のための

視線を遮るものを可能な限り排除し、外部からの侵入を

予防するとともに異常の早期発見につながるように視認

性の高められた校内施設の環境整備を行いました。（写真

２）

　次に安全管理の制度面では、校務分掌中に学校安全主

任を中心とする学校安全部を設置し、学校における安全

教育と安全管理の効果的な展開と充実を図るとともに、

藤田　大輔

大阪教育大学 学校危機メンタルサポートセンター教授
大阪教育大学附属池田小学校長

日本初のInternational Safe Schoolの認証
～大阪教育大学附属池田小学校の実践～

写真１　International Safe School認証式
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PTA活動組織中にも安全部を設置し、「登校立ち当番」や

「父親見守り当番」といった通学路の安全を見守る活動を

展開し、学校と家庭が協力して子どもたちの安全を推進

するための制度と組織を整備しました。さらに小学校管

理職や学校安全主任、PTA安全部代表者以外に、地元の池

田市、池田警察署、池田消防署並びに地域自治会の代表

者を委員に含む学校安全管理委員会を構成し、その委員

会で毎年改訂している学校危機管理マニュアルの内容確

認を行うとともに、年間学校安全計画の立案・策定とそ

の実施評価を行っています。そのため今回の

International Safe Schoolの協定書には、小学校長、PTA

会長、大阪教育大学長とともに、地元の池田市長にも署

名を戴きました。

　一方、学校における教職員を対象とした日々の安全管

理活動としては、毎月８日を「安全の日」と定め、全教

職員が分担して全ての校内施設・設備の安全点検を実施

し、その実施結果を記録・検収・保管し、もし施設・設

備の異常や破損が発見された場合には即座に改修・改善

されるための内規を制定し、教職員の安全管理意識の徹

底・継続を図っています。さらに学校安全部を中心に、

全教職員参加の不審者対応訓練を年間５回、放課後に実

施しています。この訓練では、実際に不審者が侵入して

きたことを想定して実施していますが、単に訓練を行う

だけでなく、訓練終了後にそれぞれの立場（「本部」、「災

害対応班」、「児童対応班」、「救助班」、「救護班」）からの

反省点を出し合うことにより、教職員の危機管理に対す

る課題を共有し、日々の危機管理意識の高揚に努めてい

ます。また本校の全教職員には、毎年、AEDを用いた普

通救命講習の受講を要請し、毎年100％の受講率が得られ

ています。全教職員が普通救命講習を毎年受講すること

を通じて、緊急時における応急手当が迅速かつ適切に実

践されるための技術が維持されることを目指しています。

　次に児童を対象とした安全管理活動では、大阪教育大

学が行う学校安全プロジェクト研究の一環として、平成

18年度から電波バッジと呼ばれる小型発信機を用いた子

どもたちの登下校安全管理システムの開発実験に取り組

んでいます。

　この実験では、子どもたちのランドセルに装着した小

型発信機から出される電波信号を、小学校玄関に設置し

たアンテナが受信することで、当該児童の保護者に「登

校メール」や「下校メール」を自動配信し、児童の確実

な登下校情報を学校と家庭が共有できるためのシステム

の開発を目指しています。

　また校内で発生した事故やけがの情報を収集・分析す

るために、パソコンとタッチスクリーンを用いた「けが

調べ」システムを独自に開発しました。このシステムで

は、保健室で養護教諭の支援を得ながら、校内でけがを

した子どもたちが自分で、けが発生の日時や場所、事故

の状況や原因、けがの程度などの情報を入力して、事故

やけがに対する児童の気づきを促すとともに、校内で発

生する事故やけがのデータ収集を通じて、事故・けが情

報の集計・分析・評価・対策のためのツールとして活用

しています。（写真３）

附属池田小学校の安全教育

　安全教育面では、平成21年度から文部科学省による教

育課程特例編成の認可を受けて、これもわが国で初めて

となる「安全科」を正規科目として創設し、１年生から

６年生の各学年で年間35時間の安全学習を展開している

ところです。この安全学習では、「自分の大切な命を自ら

守ろうとする強い心」と「自他の命を大切にしようとす

るやさしい心」を育てる「命の教育」をメインテーマと

し、その下に「生活安全」・「防犯」・「交通安全」・「災害

安全」の４領域からなる本校独自の安全科カリキュラム

の構築を目指した取り組み2)を進めているところです。

例えば１年生から６年生まで学年進行に伴って体系的に

展開される「安全マップの授業」や、高学年児童を対象

としたAEDの使用法を含めた救命救急を扱った「命を実

感する授業」、夏期の水難事故予防を目指した着衣泳体験

などの安全学習を展開し、その学習効果を検証しつつ毎

写真３　「ケガ調べ」の入力画面写真２　附属池田小学校の玄関
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年本校で開催している教育研究協議会・学校安全研修会

で発表しているところです。（写真４・写真５）さらに児

童を対象とした訓練としては、年間学校安全計画に従っ

て不審者避難訓練、火災避難訓練、地震避難訓練を年間

各１回実施し、緊急時における迅速な避難と確実な安全

確保のための訓練を実施しています。そのほかにも、１

年生を対象とした交通安全教室や、安全な自転車の乗り

方に関する実地指導教室を地元警察署や交通安全協会と

協力して実施しています。

　また実践的研究の開発と発信・共有という附属学校の

使命を果たすために、独立行政法人社会技術研究開発セ

ンターによるプロジェクト研究「犯罪からの子どもの安

全を目指したe-learningシステムの開発」に協力して、新

たな安全学習教材の開発に取り組んでいるところです。

加えて今回のInternational Safe Schoolの認証に関わって、

安全学習の国際的な発信と共有の観点から、既に認証を

得ている大韓民国のJungja小学校、タイ王国のSuan-Bua

小学校や台湾の康楽国民小学、さらに児童・生徒の校内

殺傷事件を経験したイギリスのDunblane小学校やアメリ

カのColumbine高等学校などに教員を派遣して、学校にお

ける安全管理と安全学習に関わる情報の交流を促進する

とともに、中華人民共和国の華東師範大学附属小学校や

台湾の東華大学附設実験小学校と交流協定を締結して、

児童・教職員のみならず保護者も一体となった学校安全

に関わる国際交流を目指した取り組みを展開していると

ころです。

これからの学校安全

　以上のような「学校安全」の推進を目的とした種々の

取り組みに関わっていく中で、本校では、子どもたちの

安全をより一層実効性のあるものにしていくためには、

子どもたちの「ソーシャルサポート」認知に着目した安

全教育と安全管理が展開される必要があると考えており

ます。ソーシャルサポート認知とは、周囲の人々から、

自分が支持され、愛され、受け入れられ、価値ある存在

と評価されていると実感される状態を意味3)しています。

例えば電波バッジという情報機器を活用することで、保

護者には、子どもとの通学路に関する内容の会話を通じ

た「子どもへの関わり」と情報共有を推進するための手

段として、子どもたちには「大切に思われている」や

「見守られている」という「まなざしの実感」を伴った信

頼感や安心感の育成を促す上で有効な手段になるのでは

ないかと期待しています。子どもたちは成長していく過

程において、周囲の人たち、特に保護者や教員といった

周囲にいる大人たちから「大切に思われている」や「見

守られている」という実感、すなわちソーシャルサポー

ト認知の醸成を促す「安全のまなざし」を実感すること

を通じて「かけがえのない自分」という存在に気づき、

その感覚を基に「自己肯定感」や「自己効力感」が獲得

され、さらにそのことが保護者や教員に対する信頼感や

安心感の形成を促し、その安心感に支えられて子ども自

身が主体的な安全意識や安全行動を確立していくのであ

ろうと考えております。そのため、これからのわが国の

子どもたちの安全が実効性をもって確立され推進されて

いくためには、「安全への共感と共有」を基盤とするよう

な安全教育と安全管理が体系的に実践され継続されてい

く必要性があると考えている4,5)ところです。

おわりに

　本校では平成13年の事件以降、数多くの監視カメラや

警報ブザー、その他多くの防犯機器を導入しております

が、学校の安全は、監視カメラなどの防犯設備によって

守られるものではなく、教職員や保護者、地域の人々と

いった子どもをとりまく大人たちひとり一人の安全への

切なる願いと着実な実践によって創り出され、継続され

ていくものであると考えております。本校では、今後も

子どもたちへの安全学習を推進していくとともに、学校

内では教職員が一体となって、通学路では保護者や地域

の人々が一体となって、子どもたちの安全に「目と心の

まなざし」を向けていることを、子どもたちが実感し共

写真４　安全マップの学習発表会 写真５　ＡＥＤを使った命の学習
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感することができるような安全推進体制の構築に取り組

んでいきたいと考えています。

　大阪教育大学附属池田小学校では、International Safe 

School認証に関わる取り組みが、わが国における学校安

全の推進と共に各地で一層活性化されることを強く願っ

ております。そのため今回ご紹介した本校における学校

安全の取り組みが、今後のわが国におけるInternational 

Safe Schoolの認証活動の活性化を促すものとなることを

願い、これから認証を目指そうとするすべての学校と共

に手を携え、本校における今までの取り組みの成果と情

報を積極的に提供し、そして共有して、共に安全で安心

な学校づくりを目指していきたいと考えております。

　最後に、今回のInternational Safe School認証にあたっ

て本校の子どもたちが発表した「International Safe 

School宣言」を紹介したいと思います。まさにこれが私

たち大阪教育大学附属池田小学校に関わる子どもたち、

教職員、保護者そして地域の人々の願いです。 

「わたしたちは学びます　大切な命を守ることを

　わたしたちは伝えます　命を大切にする人々の思いを

　そして世界の人々とつながります

　すべての国の　すべての学校の　安全と安心を願って」
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第１回理事会

　日　　時：平成20年10月10日（金）11:00～13:00

　場　　所：東京都老人総合研究所　会議室

　出 席 者：衞藤隆理事長、反町吉秀副理事長、渡邊能行副理事長、木村みさか、鈴木隆雄、山内勇、西岡伸紀、今

井博之、岡山寧子、渡邉正樹、石附弘、倉持隆雄、武藤孝司、白石陽子、横田昇平、八田直哉、藤田大

輔　各理事、稲坂恵監事

　委任出席：牧川方昭、桝本妙子、新井山洋子各理事、伏木信次監事

　理事長あいさつ

　新役員紹介

　議題

　　１．第２回学術大会について

　　２．第２回総会について

　　３．その他

第２回理事会

　日　　時：平成21年2月15日（日）13:00～16:00

　場　　所：東京大学

　出 席 者：衞藤隆理事長、反町吉秀副理事長、渡邊能行副理事長、木村みさか、山内勇、西岡伸紀、今井博之、岡

山寧子、石附弘、武藤孝司、横田昇平、八田直哉、藤田大輔　各理事、稲坂恵監事

　委任出席：鈴木隆雄、倉持隆雄、白石陽子、牧川方昭、新井山洋子、渡邉正樹、桝本妙子各理事、伏木信次監事

　理事長挨拶

　議題

１．第３回学術大会について

２．学会誌について

３．財政基盤について

４．広報について　

　報告

１．十和田市のＳＣ認証に向けての取組

２．厚木市のＳＣ認証に向けての取組

３．後援依頼

４．第４回学会大会

５．京都ＳＣ研究会

６．日本健康教育学会誌における特集記事

７．その他

 

日本セーフティプロモーション学会

平成20年度理事会報告
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第３回理事会

　日　　時：平成21年６月28日（日）10:30～16:00

　場　　所：東京大学

　出 席 者：衞藤隆理事長、反町吉秀副理事長、渡邊能行副理事長、木村みさか、山内勇、西岡伸紀、今井博之、岡

山寧子、石附弘、武藤孝司、八田直哉、鈴木隆雄、倉持隆雄、白石陽子、新井山洋子、藤田大輔、桝本

妙子各理事、稲坂恵監事

　委任出席：牧川方昭、渡邉正樹、横田昇平各理事、伏木信次監事

　理事長挨拶

　議題

　　１．協議事項

　　　１）第３回学術大会について

　　　２）第３回総会について

　　　３）会員の入会状況と財源確保対策等について

　　　４）日本健康教育学会誌特集「セーフティプロモーション」の内容と執筆担当について

　　　５）その他（学会発表資格等）

　　２．報告事項

　　　１）各地からの報告

　　　２）後援依頼及び実績報告

　　　　　学校危機メンタルサポートセンター第６回フォーラム　平成21年３月６日（金）

　　　　　日本市民安全学会　平成21年６月21日（日）・７月12日（日）・11月１日（日）

　　　　　東京大学バリアフリー教育開発センター開設記念公開フォーラム　平成21年６月20日（土）

　　　３）その他

日本セーフティプロモーション学会　理事会報告
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日　時：平成21年８月29日（土）11:30～12:00

場　所：青森県十和田市文化センター

理事長あいさつ

議長選出　第３回学術大会長　反町吉秀　副理事長

議事

１．平成20年度事業報告および収支報告、監査報告

　１）事業報告について、資料に基づき理事長より説明

　　(1) 第２回学術大会の開催　　鈴木隆雄会長

　　　　平成20年10月10日（金）・11日（土）　東京都

　　(2) 学会誌の発行　第２巻第１号

　　(3) 国際活動、交流推進、ネットワーク事業

　　　・ネットワークニュースの発行

　　　・セーフコミュニティ認証支援

　　　・第17回セーフコミュニティ国際会議参加

　　　・その他

　　(4) 後援事業

　　　・学校と地域の融合フォーラム　鈴木稔会長　　松山市

　　　・日本体操学会第８回大会　　　春山国広会長　亀岡市

　　　・学校危機管理メンタルサポートセンター第６回フォーラム　藤田大輔会長　池田市

　　　・その他

　　(5) 役員選挙

　　(6) ホームページによる情報提供

　　(7) その他

　２）会計報告について、資料に基づき財務担当理事より説明

　　　平成20年４月１日から平成21年３月31日までの報告

　３）監査について、稲坂監事より報告

　　　適正であることを認める

　４）質疑応答　とくになし

　→事業報告、会計報告、監査報告を拍手で承認

２．平成22年度事業計画および収支予算

　１）事業計画について、資料に基づき理事長より説明

　　(1) 第４回学術大会の開催　平成22年11月12日（金）・13日（土）　神奈川県厚木市

　　(2) 学会誌の発行

　　(3) 国際活動、交流推進、ネットワーク事業

　　(4) 後援事業

　　(5) ホームページによる情報提供

　　(6) その他

　２）予算計画について、資料に基づき財務担当理事より説明

　３）質疑応答　とくになし

　→事業計画、会計予算を拍手で承認

日本セーフティプロモーション学会第３回総会議事録
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３．第４回学術大会について

　倉持理事よりあいさつ

　日程は平成22年11月12日（金）・13日（土）の予定

４．その他

　Ｑ．総会成立の定数の確認はどうだったのか？

　Ａ．総会の定数は決めていない。発足時にかなり議論したが、発展途上の学会であり、あえて定数を定めていない。

　→了解

閉会

 以上

 （文責　事務局）

日本セーフティプロモーション学会　総会議事録
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日本セーフティプロモーション学会　会則

第１章　総則
（名称）

第１条　本会は、日本セーフティプロモーション学会（Japanese Society of Safety Promotion）と称する。

（事務局）

第２条　本会の事務局は、別途理事会の定めるところに置く。

　２　本会は、理事会の議決を経て，必要な地に支部を置くことができる。

第２章　目的及び事業
（目的）

第３条　本会は、事故、暴力及び自殺等を予防するセーフティプロモーションに関する学術研究・活動支援等を行い、市

民の安全・安心に寄与することを目的とする。

（事業）

第４条　本会は、第３条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

　（１）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する学術研究、調査及び
研究者と実践者の交流活動

　（２）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する普及、啓発活動
　（３）セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防(injury prevention)に関する支援・協力活動
　（４）国内外の関係機関、団体及び学会･研究会との交流、研修、連携活動

　（５）セーフコミュニティ認証に向けた活動

　（６）学会誌及びその他の刊行物の発行

　（７）学術大会及び講演会等の開催

　（８）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

（セーフコミュニティ交流ネットワーク）

第５条　前条第２項、第３項及び第５項の事業を実施するため、本会に、セーフコミュニティ交流ネットワークを置く。

　２　セーフコミュニティ交流ネットワークの代表は担当理事をもって充てる。

第３章　会員
（種別）

　第６条　本会の会員は以下のとおりとし、個人正会員と団体正会員をもって正会員とする。

　（１）個人正会員　本会の目的に賛同する個人

　（２）団体正会員　本会の目的に賛同する団体

　（３）学生会員　本会の目的に賛同する個人で、大学（大学院、短期大学含む）、専門学校などに在籍する者

　（４）名誉会員　本会の目的達成のため顕著な功績があった者で、総会において推薦された者

　（５）賛助会員　本会の趣旨に賛同し、本会の事業に賛助する個人及び団体

　（６）特別会員　本会の活動に特別の知見を有する内外の有識者

 

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録

日本セーフティプロモーション学会　会則
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（入会及び会費）

第７条　会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された

者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

　２　正会員が団体である場合は、入会と同時に、本会に対する代表者として、その権利を行使する者（以下「正会

員代表者」という。）を定めて本会に届け出なければならない。

　３　会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員はこれ

を免除する。

　４　既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

（資格の喪失）

第８条　会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。

　（１）退会したとき。

　（２）死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

　（３）除名されたとき。

（退会）

第９条　会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならな

い。

　２　会費を２ヶ年以上滞納したときは、退会届の有無に関わらず、自動的に退会したものとみなす。

（除名）

第10条　会員が本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為を行ったときは、理事会の決議により除

名することができる。

第４章　役員及び評議員
（役員）

第11条　本会には、次の役員を置く。

　（１）理事長　　１名

　（２）副理事長　２名

　（３）理事　　　15名以上25名以内（理事長１名、副理事長２名を含む）

　（４）監事　　　２名

（役員の選任）

第12条　理事及び監事は正会員の中から別に定める規則による選挙を経て、総会の承認により選任する。

　２　理事長は別に定める規則により、理事を選任することができる。

　３　理事長、副理事長は、理事会において互選する。

　４　理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

（理事の職務）

第13条　理事は、次の各号に掲げる業務を行う。

　（１）理事長は本会を代表し、会務を総理する。

　（２）副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名

した順序によって、その職務を代行する。

　（３）理事は、理事会を構成し、会則又は総会の議に基づき、本会を運営する。

　（４）理事は、総務、財務、広報、国際交流等を所掌する。

日本セーフティプロモーション学会　会則
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　２　理事は、理事会において第４条に定める事項を審議表決する。

（監事の職務）

第14条　監事は、次に掲げる業務を行う。

　（１）本会の会計の監査をすること。

　（２）理事の業務執行状況を監査すること。

　（３）会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会へ報告する。

　２　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。

（役員の任期）

第15条　役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

　２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

　３　役員の辞任又は任期の終了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。

（評議員）

第16条　本会に評議員をおく。

　２　評議員の選任、職務、任期等については、別に定める規則によるものとする。

第５章　学術大会
（学術大会）

第17条　本会は、学術大会を年１回以上開催する。

　２　学術大会長は、理事会で選出し、総会で報告する。

第６章　総会
（総会の種別）

第18条　総会は、通常総会と臨時総会とする。

（構成）

第19条　総会は第６条の正会員をもって構成する。

（総会の議決事項）

第20条　総会は、次の事項を議決する。

　（１）会則の変更

　（２）事業報告及び収支決算

　（３）事業計画及び収支予算

　（４）その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められた事項

（総会の開催）

第21条　通常総会は毎年１回開催する。

　２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、開催する。

　（１）理事会が必要と認めたとき。

　（２）正会員の５分の１以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

　（３）第14条第１項第３号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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（総会の招集）

第22条　総会は、理事長が招集する。

　２　理事長は前条第２項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に

臨時総会を招集しなければならない。

　３　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前ま

でに通知しなければならい。

（総会の議長）

第23条　総会の議長は、その都度、総会に出席の正会員の互選で選任する。

（総会の議決数）

第24条　総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決する。

（総会の議事録）

第25条　総会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

第７章　理事会
（理事会）

第26条　理事会は、毎年２回以上理事長が招集する。

（理事会の構成）

第27条　理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の議決事項）

第28条　理事会はこの会則において別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

　（１）事業の執行に関すること

　（２）会員の入会及び退会に関すること

　（３）財産の管理に関すること

　（４）その他総会の議決を要しない会務に関する事項

（理事会の議長）

第29条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指名した順序によっ

て副理事長がこれに当たる。

（理事会の定足数及び議決数）

第30条　理事会は、理事の３分の２以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。ただし、当該議

決につき書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と

みなす。

　２　理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の

時は、議長の決するところによる

（理事会の議事録）

第31条　理事会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。
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第８章　委員会
(委員会)

第32条　本会は、会則第４条の事業を行うため、本会に委員会を置くことができる。

　２　委員会の設置、廃止及びその他必要な事項は、理事会で決定する。

　３　委員会の委員長、副委員長、委員は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

第９章　資産及び会計
（資産の構成）

第33条　本会の資産は、次のとおりとする。

　（１）会費

　（２）事業に伴う収入

　（３）資産から生じる収入

　（４）寄附金品

　（５）その他の収入

（資産の管理）

第34条　本会の資産は理事長が管理し、理事会の議決を経て確実な方法によって会長が保管する。

（資産の支出）

第35条　資産の支出は、理事会の議決を経て総会が承認した予算に基づいて行う。

（事業年度）

第36条　本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までとする。

第10章　解散
（解散）

第37条　本会の解散は、理事現在数の4分の3以上及び正会員現在数の２分の１以上の議決を経なければならない。

　２　本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の４分の３以上及び正会員現在数の２分の１以上の議決を経て、本

会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第11章　事務局
（事務局）

第38条　事務局は、総務担当理事の指揮の下、次の会務を処理する。

　（１）　年次学会及び総会の開催に必要な事項

　（２）　会費の徴収及び経理事務

　（３）　予算案及び決算書の作成

　（４）　その他会の運営に必要な事項

　２　事務局の運営については別に定める。
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（書類及び帳簿の備付等）

第39条　この学会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わ

る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

　（１）会則

　（２）会員の名簿

　（３）役員並びにその他の職員の名簿及び履歴書

　（４）財産目録

　（５）資産台帳及び負債台帳

　（６）収入支出に関する帳簿及び証拠書類

　（７）理事会及び総会の議事に関する書類

　（８）官公署往復書類

　（９）収支予算書及び事業計画書

　（10）収支計算書及び事業報告書

　（11）その他必要な書類及び帳簿

第12章　補則
（細則）

第40条　この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附　　　則
第１条　本会則は、2007年９月24日より施行する。

　２　本会設立時には、第12条の規定は、暫定的に適用を除外する。
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セーフティプロモーション学会　細則

第一章　総　則
第１条　セーフティプロモーション学会の機構、業務の運営、会務の分掌、職制等の会則施行に必要な事項は、他の

規則規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

第２条　この細則の制定及び変更は、理事会の議決と総会の承認を経るものとする。

第二章　会　費
第３条　この学会の会費は年額下記のとおりとする。

　（１）個人正会員　6,000円

　（２）団体正会員 30,000円

　（３）学生会員　　3,000円

　（４）賛助会員　一口　20,000円（一口以上）

２　名誉会員及び特別会員は会費を免除する。

３　会員は会費を前年度内に納付しなければならない。

第三章　委員会
第４条　この学会には、会務の円滑な執行のため次の分掌の委員会を置く。

　（１）総務委員会

　　　・会員の入退会、役員選挙等に関する事項

　　　・総会、理事会等に関する事項

　　　・細則の制定及び改廃の起案に関する事項

　　　・事務局業務の委託等に関する事項

　　　・その他総務事務（企画調査含む）に関する事項

　（２）財務委員会

　　　・金銭の経理と保管に関する事項

　　　・会費の徴収に関する事項

　　　・予算及び決算に関する事項

　　　・財務の強化、寄附金の募集・受け入れに関する事項

　　　・会費と支部交付金の年額に関する事項

　　　・その他会計事務に関する事項

　（３）学術委員会

　　　・学会が行う学術調査・研究に関する事項

　　　・内外の研究団体等との対応に関する事項

　　　・他の学協会等への推薦に関する事項

　　　・刊行物に関する調査、発送及び残部の保管に関する事項

　（４）国際交流委員会

　　　・ＷＨＯセーフコミュニティ協働センターとの連絡、情報交換及び協力に関する事項

　　　・各国の関係学会等との連絡、情報交換及び交流事業に関する事項

　　　・国際会議への参加、協賛、あるいは開催に関する事項

　　　・国際共同研究、人物交流等の国際的な研究及び交流に関する事項 

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録

セーフティプロモーション学会　細則
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　（５）編集委員会

　　　・学会誌の編集、刊行及び発送に関する事項

　　　・学会誌に掲載する広告の募集に関する事項

　（６）広報委員会

　　　・学会活動の広報に関する事項

　　　・学会ホームページの運営及び維持に関する事項

　　　・学術データベースの公開に関する事項

　（７）技術委員会

　　　・学会が行う技術調査、研究、開発及び評価に関する事項

　　　・内外の企業等、技術開発に関わる団体等との対応に関する事項

　　　・安全基準及び規格の制定並びに講評等に関する事項

　（８）セーフコミュニティ交流ネットワーク

　　　・セーフコミュニティの普及及び啓発に関する事項

　　　・セーフコミュニティに取り組む地域への支援及び協力活動に関する事項

　　　・セーフコミュニティ認証に向けた活動に関する事項

　　　・セーフコミュニティ認証等をめざす地域における情報交換及び交流に関する事項

第５条　委員会には、委員長を置くこととし、委員長は理事の中から理事会において選任する。

２　委員会の委員は、理事長がこれを委嘱する。

３　委員は、委員長の分掌の執行を補佐する。

第６条　委員会の運営については、それぞれ別に定める。

附　　則
この細則は平成19年９月24日から施行する。
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セーフティプロモーション学会　細則

 理 事 長 　衞藤   隆

 副理事長 　反町 吉秀  　 渡邊能行

 理　　事  総務委員会 木村みさか　　　桝本　妙子

   財務委員会 鈴木　隆雄　　　山内　　勇

   学術委員会 西岡　伸紀　　　今井　博之

   編集委員会 岡山　寧子　　　渡邉　正樹　

   広報委員会 石附　　弘　　　倉持　隆雄

   国際委員会 武藤　孝司　　　白石　陽子

   技術委員会 牧川　方昭　　　横田　昇平

  ＳＣ交流ネットワーク委員会

　　　　　　　　　　　　　八田　直哉　　新井山洋子　　藤田　大輔

 監　　事 　伏木　信次　　稲坂　　恵

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録

日本セーフティプロモーション学会理事名簿



 103日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.3　No.1　　2010

日本セーフティプロモーション学会誌投稿規定

１．本誌への投稿原稿の筆頭執筆者は、本学会会員であることに限る。　　

２．原稿は未発表のものに限定し、他誌に発表された原稿（投稿中も含む）を本誌へ投稿すること認められない。

３．本誌に掲載された原稿の著作権は日本セーフティプロモーション学会に帰属する。

４．本誌は原則として投稿原稿およびその他によって構成される。投稿原稿の種類とその内容は表のとおりとする。

なお１頁の字数は約2,500字である。

その他として、本誌には編集委員会が認めたものを掲載する。

５．掲載が決定した場合、６頁を超えた分については著者が掲載料を負担する。

６．「論壇」、「総説」、「原著」、「短報」、「活動報告」については、専門領域に応じて選ばれた２名による査読の後、掲

載の可否、掲載順位、種類の区分は、編集委員会で決定する。

７．「資料」および「会員の声」の掲載の可否は、編集委員会で決定する。

８．原稿は執筆要領にしたがって作成する。

執筆要領

１．投稿原稿は原則として日本語で作成する。ただし図表の説明は英文でもよい。

２．原稿はMS-Wordもしくは一太郎で作成する。
３．投稿原稿の構成は原則として以下のとおりとする。タイトルと著者名は表紙に記載し、抄録・キーワード・本文

といっしょに記載しないこと。

日本セーフティプロモーション学会設立総会議事録

日本セーフティプロモーション学会誌投稿規定

刷上り頁数内　　　　　　　容原稿の種類

８頁以内セーフティプロモーションの理論の構築、提言、展望など論　　壇

10頁以内セーフティプロモーションの研究に関する総括または解説総　　説

10頁以内セーフティプロモーションに関する独創的な研究論文原　　著

５頁以内セーフティプロモーションに関する独創的な研究の短報短　　報

10頁以内セーフティプロモーションに関する実践等の報告活動報告

６頁以内セーフティプロモーションに関する有益な資料資　　料

１頁以内学会活動や学会誌に対する学会員の意見など会員の声

内　　　容項　目

和文および英文で記載タイトル

著者全員の氏名と所属を和文および英文で記載著者名

和文の抄録（600字以内）と英文抄録（400words以内）ただし英文抄録は「原著」と
「短報」のみ必須とし、他の種類の原稿では付けなくてもよい。

抄録

キーワードを５語以内で和文と英文で記載キーワード

Ⅰ　緒言（はじめに、まえがきなど）　研究の背景・目的

Ⅱ　方法　対象と方法

Ⅲ　結果

Ⅳ　考察

Ⅴ　結語（結論、おわりに、あとがきなど）

文献

図、表、写真など　　上記Ⅰ～Ⅴとは別に添付する。

本文

ただし論壇、総

説、資料、会員

の声はこの形式

にしたがう必要

はない。

氏名、連絡先（住所、電話およびFAX番号、E-mail）のほか、論文名、希望原稿種類、
別刷必要部数を記載（なお別刷印刷費用は著者負担とする）

投稿票
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４．文章は新仮名づかい、ひら仮名使用とし、句読点（、　。）や括弧は１字分とする。

５．数字は算用数字を用い、２桁以上の数字・英字は半角を用いる。

６．外来語は原則カタカナで表し、人名、地名など適当な日本語がない場合には原綴を用いる。

７．図、表、写真には通し番号を付ける。また本文の欄外に挿入位置を指定すること。なお図、表、写真はそのまま

掲載できるように鮮明なものを提出する。専門業者による図表等の製作が必要になった場合は、経費は著者負担

とする。

８．文献は本文での引用順に、1）、1,2）、1―3）などの番号で示す。

９．文献の記載方法は下記の通りとする。

　①　定期刊行物の場合

　　著者１、著者２．論文名．雑誌名、発行年；巻（号）：掲載頁始－終．

　　記載例

　　１）衞藤 隆．Safety Promotionの概念とその地域展開．東京大学大学院教育学研究科紀要、2006；46：331－337．
　②　単行本の場合

　　著者．表題．編著者．書名．発行所所在地：発行所、発行年；掲載頁始－終．

　　記載例

　　２）Miller TR, Assessing the burden of injury. In Mohan D, Tiwari G (Eds.).Injury Prevention and Control. 
London:Taylor & Francis, 2000;49－70.

　③　インターネットの場合

　　著者．論文名．at: http://・・・・．Accessed 月日, 年
　　記載例

　　３）European Association for Injury Prevention and Safety Promotion, Consumer safety action. at: 
http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2consumersafety.htm．Accessed April 1, 2008.

　　　なお著者が３名を越える場合は、４名以降は「ほか(et al.)」と表記する。
10．論文の内容が倫理的配慮を必要とする場合は、必ず「方法」の項にどのような配慮を行ったかを記載する。なお

人を対象とした生物医学的研究ではヘルシンキ宣言を遵守すること。

投稿手続き

１．原稿は、投稿票、表紙（タイトル、著者名）、抄録、キーワード、本文（文献、図表を含む）の順にまとめ、Ａ４

用紙に40字×30行横書きで印字した正１部、副２部（コピー可）と、原稿を電子メディア（CD-Rなど）に保存し
て提出する。

２．投稿原稿送付の際は封筒に「日本セーフティプロモーション学会誌原稿」と朱書し、編集委員会宛に簡易書留で

郵送する。

　　　　郵送先　〒602-0857　京都市上京区清和院口寺町東入る中御霊町410

　　　　　　　　京都府立医科大学医学部看護学科内

　　　　　　　　日本セーフティプロモーション学会誌編集委員会　　岡山寧子宛

３．審査過程で修正が必要として返却された原稿は、編集委員会が規定した期日までに返却すること。

４．掲載が決定した場合、著者校正は１回とする。

５．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年月日をもってする。

 平成20年３月22日　制定

また投稿論文の締め切り等については、学会ホームページに随時掲載する。
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投　　稿　　票

ふりがな投稿者氏名

投稿者連絡先

　住所

　電話・FAX
　e-mail等

論文名

希望原稿種類

別刷必要部数

その他

編集委員会への

連絡事項など
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編編編編編編編編編編編編編編集集集集集集集集集集集集集集後後後後後後後後後後後後後後編集後記記記記記記記記記記記記記記記

　新緑の美しい季節になりました。大変遅くなりましたが、学会誌３巻１号をやっと発行

することができました。例年のようにあわただしく編集作業をすすめてまいりました。こ

の間の皆様のご協力には深く感謝申し上げます。

　本号は、第３回学術大会での国際シンポジウム「アジアにおけるセーフコミュニティ」

とシンポジウム「部門横断的な協働による自殺総合対策」、そして原著、活動報告、資料の

計６編、また、十和田市セーフコミュニティ認証式典、大阪教育大学附属池田小学校にお

けるInternational Safe School認証式典の各報告を掲載しております。日本におけるセー

フテイプロモーション・セーフコミュニティは、どんどん広がり、発展している感があり

ます。本学会誌としましては、まだまだ課題も多い状況だと思いますが、その発展に少し

でも貢献できればという思いです。そのためにも、皆様からのご意見やご助言をいただき

ながら、よりよい学会誌にむけての編集をすすめていければと願っております。

 日本セーフィプロモーション学会誌編集委員会

委員長　　岡　山　寧　子

委　員　　渡　邉　正　樹

今　井　博　之

木　村　みさか

白　石　陽　子

八　田　直　哉
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